
問題意識から実践への八イエラーキーの中で
代表取締役所長山 田昭夫

社会経済的にも色々なことのあった一年ではあるが、我々の総合研究所

にとってもこの年は一つの大きな変化の年となった。II'ド、平成 6年(/)6月

末 従来の組織l村組織としての （株）艮谷1・コーポレーンョンの総合lilf究

所は、独立の法人格をもつ（株）艮谷工総合研究所となった。

このことによって本年lg(/)年報陪題篇に内きたいことが益々多くな り、

内容としても益々ITii白いものになる筈だと思って楽しみにしていたが、糾

果としては従米に比べて必ずしも出来のよいものばかりという訳にはゆか

なかった。昨年の巻頭文「Ilfiけはじめた新しい地・1化の胄頭に述べた惰抒

の思いが、ひょっとするとれWt双びであったのかもしれないと、もえてきたり、

同文中に掲げた、表紙のトマトを早く色づかせるための栽培法“プロの批

むにたえる論文の柑き方’'については、3r.f者の長年の知己である某人学院大

学の教授から、「私の所の大学院生に論文0)柑き方を教えるためのテキス ト

として使っている」という、有難くも思いがけないお使りをIl1いた りした

のに、llf心の当方がこんな具合ではと歯がゆい思いをしたりもした。

（株）長谷工総合研究所設立の趣旨は、研究所案内リーフレットにも(/)

べられている様に、 「これまで(})調湘研究活動を継承、深化しつつ、さらに

引き続き、長谷エグループの事業活動を通じて得られる知見の1fン）））なtifllj

を柊lることにより、独立した研究糾織として、広く外部との協力と連拙に

努めてゆく」ことにある。「これまでの測森研究活動」とは、同じくだりで

『「快適な都市膝境削辿を通して社会に貢献する」J．を谷こI.-．．グループの企業Pl!

念のもと、 グループの将来の事業展開を考えるうえで必嬰となる研究及び

技術Ilf-l発のソフトifiiを中心に、 I.Ji業環境から都市文化に至る広範な分野で

様々な課題に取糾んで』来たと説明しているとおり、 J.i蒻礎的なも(})を含む

可成り広範な活動をさしており、少なくとも、たてまえとしては独立後も

引きつづき、この稲の活動を行なってゆくことになっている。

これ迄の鼎題誼文集を読んでいたたければおわかりのとおりの、この様

なむしろ社会的、政策的課題に対する挑戦とでもいうような大きな1!！l俎沿、

識にたった研究に取組んできている研究所ではあっても、建設業や不動1喉

業等を営む事業休の組織内研究所であったために、外部の、特に公的性格(})

強いlil体とは、お互いに協力関係をもちながらも契約関係によって研究を進

めることまでは事実上出来にくかったこともあって、これ迄の成果に対し一定

の評価をうける迄に至ったのを機に、独立にふみきることになったものである。

そうは酋うものの調森研究ごとをメシの種にして組織経営をしようなど

というのは、ベテランの事務所ですら言うべくして中々に大変なことであ

り、当然ながら、当研究所の場合にも、少なくとも当面は受託業務の主た

る発注元として艮谷エグループを予定しての独立であり、 会社或いは部1"]
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を特定してそれぞれの原肉をあてにした一件契約の受；ftもfll堕i(/）iitに(})ぼ

る《，従来の様な本社経費を使って0)臥',l介研究t,rj動の場合とはちがって、発

i恥が実務に限りなく近い内容で業務委iitしたくなるのは無Jll！からぬ話で

ある。まして、あたかもパプルiul戦後0)リストラ期、新しい：！Ji染IHI拓も老

えなくてはならない時期であってみれば淵更(/)ことである。

然しながら、こ0)ことl:.|｛本は、研究所巡‘iit(/）経‘tt（Iり」，t盤を確li,ilたるも(})

にするためというil1りとは別に、たとえ独＿ti．した法人格をもつ研究所である

とはいえ、グループ会社(})-ilとしては当然にして担うぺき役割0)一つで

もあるし、また、従来．1:．としてl••に(/)べた様ないわゆる｀＇本格的＂研究ご

とに1¢てられてきたII、'illllや労）Jがそのことによってそがれることになった

としても、そ(})ことが、 i関牡研究ごとを梨とする知的集l1lとしての研究所

(/）巡'i:{＇にとって、必ずしも iI¥：ちにマイナスになるという訳でもなく、特に

とりたててliill出とするには当らないと芳えている。

本来、実務的な研究課凶については、研究所よりはむしろ現業•i91i l"I(}） -Jj

が情報htも多くもっている筈であるし、また、視状認識やlIll閲，意識(})},!,(に

ついても、その限りでは、研究所よりはるかに鋭いものを持っているとい

える())かもしれない。その様な現業部l"lに対して、業務(})現場から述いHi

にある1iJf究所がもし{iIIかを/Jilえることが出来るとすれば、俗に“l淵tl八1万I"

といわれる場合に1,J外行が持っているであろう様な見識、より ．l＿：｛｛i.(}）|lil題

状況を把射する能力を持っていることによってであろうが、そのIIil題を含

む領域を自ら0)＼!j.l"J研究領域とする研究ri・として(/)|Ill姐岱識の鋭さと豊か

さ、より一般的にいえば、),lj.l"珈城0)いかんを1111わず、研究者としてIiIlI紺に

せまるに際しての作法、視th0)期え方、 lilf究ごととして0)|lIll組のたて方や

切り方の作法の確からしさがあって、はじめてそれが可能となるのである。

従来、 1祖 1がlりら本格的研究に従事していた時削には、この解題曲文は、

I印 1各1:：I(/）本音の部分にある根源的1111題，ほ識と現実に行っているlilf究との

関係を説明するためのも(/)であると同時に、これと関連のある実務にとっ

ての研究諭文のもっ邸味について現業部l"J(}）人々の理解を得るためのもの

であったが、所員の大部分が必ずしも実務0)IIt界に叫るい訳でもなかった

こともあって、事実．．l．． ：は必ずしもilfl者(})Hilりを1・・全には果していなかった

きらいがあり、むしろ外部の研究者や社会一般へのI!I幽提起や呼びかけの

力がより強く意識されがちであったといってもよい。

そして、今liilの独立に伴う実務的研究への傾斜である。研究そのものが

実務的なlilf究であればあるだけ、研究と実務とのIMI係はもはや解姐論文に

よって説1リJするまでもなくなり、その主たる役削は、根源的Ilil題意識一本

格的研究一実務的研究一実務というハイエラーキーの中で、根淵（卜JIIII題恋
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識と実務的研究との関係を説明するも(})へと変ってこなくてはならない。

両者1ill(j）乖雛が従iiilと比べて大きくなっただけ、それらを結びつける道筋

やそのための道具立てについては典味をそそられるものが出てくる筈であ

る。冒頭に、本年度の解題論文筒が益々[(ij白くなる筈だと考えていた、

術いたのは、この様な意味においてである。

根源的問題意識さえ確かなものであれば、実務的研究に拗わることによ

って更にそれがliJf ぎすまされ、 l~I らの研究捌"I職としての主戦楊における

知識も研究の方法も更に豊'ti「化されli,{tからしいものになってゆく、という

拡大再生i殷の方Ii，」に向かう筈のも 0)である。いわば、実務的研究からの本

格的liJf究へのフィードパックであるが、これが、実務的liJf究によ り多くを

)lllえることの出来る研究専門職をつくり出す迎でもある。そして、事実、

山岡庸i|i1]の総括論文のI―1:1でも評価されているとおり、今回の執？n9行述もそ

れぞれに実務的研究を通じて具体性やリアリティを或る程疫には学ぷこと

が出来、従来のひ弱さを克服して、たくましさや骨太さを身につけてきて

いる様にも思える。

実務的研究の受托に際しては、他方、従来l全1らの主戦場と考えていた専l11J

叫究領域からはみ出す研究課題を担当しなければならなかったり、とても

研究ごととは行いがたい実務そのもののような課題を持ち込まれたり、と

いう難点に直面することもありえよう。然しながら、iiij者については、 比喩

的にこれ迄いってきた“氷l.l.|(J）悔uii下の部分’'でどうそれらをつなぐかを考

え、問題意織の拡大、豊貨化を図る方向で対応すべきものであるし、後者の

場合にあっては、まさに研究専門職としての能力、識見によって、当該実務

のよりダイナミックで梢極的な展開を固るための研究課題の111叫や設定を

自ら行ない、或いは、必嬰な↑fi報発信、見解0)提示等を行うことにより、現

業部l"］に課題設定を行ってもらうことで解決が図られる必嬰がある。この様

な形で現業部門に、より長期的な見とおしのi:1:1で、より広い視野をもち、実

務に取組むことの重要性についての認識を深めてもらうことが、現業部門

との関係での研究所としてのもう一つの重要な役割なのである。

研究所が現実に受託したテーマは巻末資料にあるとおりで、そのほとん

どが、所員各人の自由な発意で定めたが故に「l合1主研究」と従来称してき

た研究テーマ、研究領域がらみの仕事となっている。その意味では、研究

所の得意とする研究領域がうまく売り込めたとも、クライアントであるグ

ループ会社がうまく我々の尊門性に着目して仕事を出してくれたとも甘え

る好ましい関係が両者の間に成立していたという事が出来る。勿論、 これ

はグループ各社の独立早々の研究所経営に対する深い理解があってのこと

でもあるし、また所員の馴れない受注営業活動に対する地道な努力の成果

8
 

； ： 



と して評価してもおかなければならないが、いずれにしても、研究所が1•I

らの専l"J領域を持っているからこそ成立しうる関係である。今後共、それ

を中核として更にこれを拡大し或いは深めることでその評hlliを1珊）J0)も(/)

としてゆくことこそが研究所連＇営にとって必吸不可欠である。

それを可能にする())が、ほかならぬ，・ 1••！このぺた実務I'1,•J研究と本格(Iり研究

とのIIIl(/）フィー ドパックnll係である。これは、ペテラン研究名．0)jり合には

受託染務(J)遂行とあわせて同時•---fit,:的に行われている筈0) も(})ではあるが、

現実には、自らの研究l~I心を燦11J↓なくふくらませ、翌祁化するという 1\/jJ虹

に知的なi佗業を、誰でもが11,iit業務(/)中で 1・全な形で行える筈もなく、い

きおしヽ 入浴中にも研究ごとにUliを使わないではいられないような研究行(/)

業ともいうべきftt'［に依存しなければならないこととなる。 グループ会社

から(/)嬰，h'Iに」［しく応え、同時に、グループ外の人々の臥f究所に対する）VI

符にも添える道は、この様にして1)|・lかれてゆく 。

心I渡(/)年§随’鷹1迅篇へ())掲載論文の数は、これまでで最少の （｝姐となっ

た。こ(/)ことは、必ずしもim"1が怠骰であったからという訳ではなく、む

しる、 l11J一杯やっては来たが翡llれない受託研究())実施で手一杯であったこ

とのあらわれと芳えたいが、実務的研究の実施と本格的研究或いは根源1,l勺

lIil迎認識(})展I!f.lとを＿1：に述ぺたような形で両立させることが、いかにliう

は易く行うに難いかを示すも(})といってもよ いであろう。そして、掲載泊

文6篇は、お忙しいIlI、本年もii船平をお，J|受けいただいた屈iliil0)う凹：．}Jに

は、それぞれ、それなり (J)i!‘I!IIIIiをしていただいているし、箪liとしても、

これまでnfii1平してはきたも(/)の、最終的にはおさまる所におさまり一定(/)

評価を受けられる捏度のも(/)にはなりえたと考えている。

個々の論文について(/){IAl別のillviil’Fはさけるが、ただ、一、二の論文につ

いては、論行(/)不分明さと1!ll1迅慈識の欠女IIの故に、初船を原形を とどめな

いi•，'f.迄に僚者自らが手をJJIIえて {!Ht'［しをさせた結果、最終稿に当る 10脳II 

j,li／後位には、ほとんどが邪行のlill題邸識によって:mきかえられたも(/)となっ

てしまったという経過(/)あったことだけを付出しておきたい。当該ii白文につい

ての大部分の沢任を担うlll；意があるという策者の邸忍表示であると共に、

封におぼえのある所tiが、初脳と(/)オII札の本質が何であるのかをしっかり

と自槌して、来るべき年報に備えてくれることを期待したいがためである。

ともあれ、表紙(/)トマ トの橙色は、印j11llの出来映えとは別に、 10:1:;・oJHに

は何やら梢彩に欠けているものの様にうつる。 95年度は研究所(})独立二年

l]に当り、その柄動を軌道に乗せなければならない年となるが、米年(/)今頃

はその成果によって、名火ともに索II{iらしい其っ赤なトマトで予定どおり

，，l＇報解題篇第 5・けの表紙を飾っていたいものである。
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予期せぬ乱世 ~'94年度総括～

95年 1月1711、いつも通り 611が30分に起きて、めざ

ましテレピをつけた。大阪で大きな地紺があったとい

うことで、関西TVスタジオ0)棉れを写していた。 1111

戸ではなく大阪(/)スタジオが写された())で、大きいが

普辿の地紺であると感じられた。紺lg、1か5か、 1し1i柑

でも大きな地bせがあるのだなと思いつつ、いつも通り

会社に出勤した。その後梢報が入るにつれて被忠はど

んどん膨らみ、 ii!（1‘型 ・紺度 7(}）恐ろしさは、阪神・

淡路地区0)人逹だけでなく、l旦lJ.¥：全体を打ち(})めした。

今1祁IO)阪神 ・淡路大紺災は、危機管理のあり方やtli

市全体の防災計匝ii())あり方等に大きな課題を突き付け

ることになったが、分譲マンション関係を中心にfiii|i

聞境につしヽて())iJ1，抒介・分析を行う当研究所も、大きな

術如を与えられることとなった。その対応については

後で詳しく噌ふ災プロジェクトチーム』が報告すると

して、その後のオウム1関連の社会（lり事件、 l’lifli• H米

l料擦などの経済(f,1ij・l乱等々、年）文後半は慌ただしい社

会状汎で、 1虹烈な印象を残した年となった。

当研究所は、企業内研究所として 5年9さ1という節目

を荘え、 具体的成果0)iftll.iとその利曲的な発表を年）文

の指針としてスタートしたが、グループ事業部門と())

連携弛化により、従iiij以上に事業にilii献できるように

すること、また具9本的業務を通じての外部交流の活発

化により、 1i1:tt研究の質を従来以Jこに泊iめること等を

目的として、 94',1:• 6月に独立会社として新たなスター

トを切ることになった。そういう意味では、紺殷は測

定できなかったが、当研究所にとっても大きな変化の

年であったといえる。

独立会社になったからといって調府 ・研究の対象領

域が一気に変わったわけではない。ビヘイピアが変わ

ったということである。クライアントの意向に気を述

い、また従来からの研究の蓄梢を生かしつつ事業部門

がi~暉iiする 当面の緊急課題にフィットさせる、そうい

った営業マインドを持って仕事をすることになったの

である。

自ら稼ぐという経験したこと 0)ない厳しい環境を乗

り越えるべく、組織体制 ・ 業務指針 ・ 意識気分の一•新
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を心掛けたが、 II音中模索のうちに船出を したというの

が実態である。

研究所としては 4年の歴史でそれなりの経験はある

ものの、会社の巡営については1年生であり、これから

試行錯詞しの数年を3:[t/_fせざるを得なしヽが、当I([iは次(})

3つを事業の柱としてスタートすることとした。

■包括的コンサルティング事業

建設・1沸JI＿府や都rli生活等につし ．ヽて(/)'Ni中IJ提供、

間い合わせ対応、事業戦略支援等で、 1件 ごと

(/）契約に馴染まない部分を包括的コンサルティ

ング業務として特約的に年間契約する。

■出版物販売等の文化事業

当研究所が発行する定期刊行物 『CRI』、

『ANEMOS』ならびに不定期I1J行物（本年度は

94年10月に、マンション性能についてイラスト

入りで分かりやすく解説した 『マンション「ポ

ディチェック」読本』を1:11行した）を販売する。

・栂庫 ・研究等(/)受託事業

クライアン トからの委託により、特定のテーマ

について(/)調府 ・研究を行う。 1件ごとにffl'i負

契約を結ぷ。

これらの事業により会社を維持する とloiJ時に、将来

社会的に必嬰となる枯本的課題で従来から行っている

地道な{j}f究活動も併せ行うという構想を掲げてスタッ

フー同祗i張ったつもりであるが、傍から見てどうだっ

たであろうか。

l.読みにくくなった不動産市場の動向と懸命のアプ

ローチ

分隕マンションについては、継続的なデータの入力

等による長年の裕梢があり、当社を特徴付ける一番の

分野であるが、 94年は‘'利益なき繁栄＂の 中でのマン

ションプームという過去に経験したことのない状況が

続き、判断の難しい市場の動向であった。

従来はプーム期になると、価格（地価）が高騰し、

金利も上昇して、その結果として立地の郊外化 ・遠糊

化が起こり、市場が一気に乱れて不況に突入するパタ



ーンであったが、今liilは価格が安定し（というより下

落し続け）、金lりも低いままiili移し、立地(})lfliでは都心

liil村iiが累進する等々、＇買い易さ0,）ファンダメンタルズ」

は相変わらず良好で、それまでのWI保分も含めて、 t,j

都圏7―}j8 -r·戸、近儀1む13 ガ 8 •T•戸と l防'¢i(liでも r,Cji兄

を星した 1年であった。

経験したこと(})なしヽ 供給．Isl:(}）中で、またりしれ筋iI'o,h'1

へ(})/J.：．例(I,•）集中(})中で、供給：附l[ljは強氣と sii}氣を交錯

させつつ突っ走ったが、過去に買えなかった人(})¥'/抄吸

いわゆるf111呆分がこの郷I噸lili的な一次取得者1{,Jけii1i

品の供給を吸収し、結果オーライとなった，＇

その総味ではデペロッバーは救われたわけであるが、

2年以上に直．る好況も＇` 禾 11益なき繋栄 ＇`となっている

ということは、バプル(})「つけ．』がいかに大きかった

かを物illiっているといえよう。

この様な市場に対して、本年も当研究所は供給と販

売の動l｛りを予測したが(『CR!』911年2月け誌l：で発表）、

期中におし Iてfir.Ill叫、近畿問ともに50%fMl.f£.J-.Ji修ll・:

する結果となった。2年連続(})w1111見献しであるが、

罪l：戸数やili業••f定戸数の様なデータに山しづく予測に

は限外があり、経済状況等(})背尿を分析する力や事凍

者マインド ・購人者マインド等の心IIllを誠み込む力を

つけていくことが必吸であろう。今lilであれば、例え

ば1く況(}){；闘料でリストラによる土地売却がj1VI)JIlすると

いう視象などを、あるf!i！度まで予想できるようにする

ということである。

供給 ・販りじの予i9l0)ほかに、本年も不動）府市場につ

いての分析を幾つか行っており、その一部は『CRI』誌

-t．で公li1，）してきたが（咎末 りlt沿を報1!;・」参照）、特に1=1

新しいも 0) としては「IIlfI!•Il距離」という視｝訊を取り ．l··

げ、これによる立地分析を試みている。それによると、

通勤時間はトレンドとしては年々長くなってきている

が、バプルivl吸後は短縮の傾I/1Jが続いていることがハ

ッキリした。

従来は、プーム期に通勤II•:flfIlがJ．とくなり（特に 1 次

取得者l•iJ けマンションで拭陪）、不況期には沈静化する

というパターンであったものが、 93年以降好乱りな1阪光

が続いているにもHrJらず依然として通勤lI!fIIilが短縮し

続けているという、これまでと巡った「立地」(})動き

を示している。ここにも＇’不況という影を背負ったマ

ンションプーム＂が感じ） ［又れる0)である。

市場動l1iJ等についてのliilい合わせに対it；することも、

「包括的コンサルティング」事業0)'i「i嬰な菜務である

が、読みにくいiii場、不安が11;¥llIlと共に増してきてし、

る市場ということから、Itlい合わせの数もJ¥Y/えており、

即；（・大阪それぞれJ:180~100件に1.：っているn

そうしヽ う中で、「t1j澳はど(/)くらいありますか」とし、

う'ti|ii1をデペロッパー等から受けることが多くなった。

低金利、地{111i(/）―l‘・浴等でデペロッパー(/)｛共給力は大い

に似iまっているが、紺吸が説めずにーイ況安を抱えている

0)である。したがって、今後(/)事業戦略．I屈約1).1：で］＇（（

吸になってくる0)は、「i,1,｝嬰Ji!」叫叫屈（推定）と購入

者0)fi：出に対する認識動liij(/）把握ということになろう。

当研究所は、企菜グループ(/)--•H として供給者サイ

ドに身をiittきながらも、双｝il｛りたらんと欲して祈動し

てきたが、クライアントにl'（に役．立っためには、もっ

と購入粁サイドにたった硯寮・ 1・，り報収集と、それに枯

づく分析が必吸であると考えている。

昨今の法tl！改il:．や新しい政策0)打ちIIlしにより、定

JUl{II地権物9牛や小r.l化il'tt品、侵良貨貸住宅等）く、住宅・

4遁珈'(i(/）メニューもJIY／えてきている。分談マンション

l関連を核としつつも、調tt．分析対紋(/)糾を拡げてい

くことも今後の課題である。

もマンション性能への意識喚起に一石投じた「ボデ

イチェック」読本

分iiQマンションは、都市におけるli}tl：形態として定

柑したが、秘i客がII情人に当たって考I.俎するのは、依然

として．．． ＼、［地、価格、 1iil取り等であり、長く 生泊する巾

でIIIJ題となってくる遮音、断熱などの枯本的な性能に

ついては余り1i1心を持っていない。

快適な生祈を送るためには、 1脊JJI!・防災等のソフ ト

性能を含めたマンションのJ,［本性能に対するiT.:．しい認
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識と、9;i}i炉行(/)（主まい方のこl：夫が必嬰であるが、「性能」

というと堅くて難解であるという印象があるため敬述

されがちであり、供給者(})側も •-1••分な努力をしてこな

かったという(})が現状である。

『マンション rポディチェック」 i洸本』は、マンシ

ョン0)｀．）＆本性能＂をイラスト入りでユーザーに分か

りやすいように榔集された小Ill}子で、販売センター等

でお客様に配布されたが、テレピ•新Ilil ・雑誌等でと

りあげられたこともあって、悛良マンションを見分け

るための岡使なチェック賓料として好評であった。

予想以～i・̂(/））辺性があり、「マンション'111:．能」への；意識

喚起に一役買った といえよう。

モデルルームでのお客様からの質Ililも大幅に増えた

が、）灯liil事項についてのその後の調行によると、りkl厚、

即恥にl•関するものが36%、 r遮音」に1対lするものが::l4

％と非常に多く、「断熱・結鉗」関係の10％を加えると

実に80％が構造関係、物111:1関係の1{|lりであった。次い

で r天:JI油i、天：Jl4代の仕上げ」が7%、「管理、アフ

ター」が6％柑度となっており、「配管等の設備」 1•関係

は2％程度と以外に少なかった。

ストックの時代を迎え、もっと管刑やアフターサー

ピス、投JUl的な修締計両等にI具l心を持ってもらいたい

ところであるが、先ほどの調在結果にあるように残念

ながら1具l心は博い。そこで啓故の意味も含め、それら

ソフト性能iiii0)内容を強化したjIY/h1i改訂版の作成を企

画したが、その最中に大地囮が発生したわけである。

刑 Ulせぬ事態で突然の対応を辿られたわけであるが、

グループ会社技術郎の応援を得て r酎複性能紺」を作

成し、増補改印坂本屈と同時に1:lj行した。 9J11nl}とした

のは、耐猿設計の見直し等の各種対応策に柔軟に対応

していくためで、今後迎宜改訂していくことにしてい

る。

いずれにしても、質の時代 ・ストックの時代・多様

化の時代を迎え、「性能」を差別化の爪吸なキーワード

として事業戦略を組み立てなければならなくなったと

いうことは1期IJ迎いないが、それを受け入れる索地とし
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てI})ユーザーの意識変革に1ruけて、さらに細続的な努

力が求められている。

3.緊急の情報発信に多忙を極めた r震災ブロジェク

ト」

阪神 ・淡路＇大紺災後の対応については、地媒発生後

すぐに長谷こI汐．グループも対策本部を設ii[tし、また幾つ

かの専門プロジェクトや迎絡協議会を発足させたが、

当lilf究所もグループの一員として連絡協議会に参）Illし

て情報0)幣理を担当する傍ら、研究所独自にも咋関災

プロジェクトチーム」を紺成し、課俎(})~\~lll!、提t-t （乍

成およびこれらに抽づく各種梢報発侑、関連イペント

(/）企軋ii等を行ってきた。

社会——...般へ(/)梢報発9fi(/)主なも(})としては、 『CRI』

誌l：での I―被災住宅(J)復OOと現システムのjlJ検討」提

fi発表 (Ifililt:3 • 4. 5月サ）、紺災フォーラム 「マン

ション1uooをいかにおこなうか」の開911！などであるが、

その詳紅IIは本誌解屈「祖災を契機としたマンション現

状の分析と課俎」および事業報告「阪神大俎災による

マンション被災に対応する一連のソフ 1、対策研究」に

限る。

震災からの復OOについては、切実な現地の吸；i.，＇iに応

えるために、また近い将来の分腺マンション建て替え

時代(/)．爪嬰課題という観点から、学会 ・ 業界111休• 9μI 

人それぞれから多くの提胃が発せられたが、現実(})1U

陳という段階になると、も っと具i本的で現‘火的な提日・

施策が求められてくると思われる。1U陳活動が軌道に

乗るまでには、まだかなりの時間が必痰なようである。

倒壊したマンションは、ストックの1itとの比較にお

いては少なく、なくなられた人もかなり少なかったこ

とから、マンションは安全であったとも甘えるが、現

地の人述の意識・感梢を考えると、なかなか由祁には

胃えず、逆に区分所有から来る問屈点、また（建って

いるマンションの封任ではないのだが）既存不適格())

間題等がマスコミでとりあげられ、マンションの資脱

性については難しい局i(liを迎えた。



しかしながら、その後の各種アンケート調行でも、

また新規供給マンションの販売状汎から見ても、都市

型住宅(/)「|I心をなす分談マンションに対しては根強い

謡澤があるということがみてとれる。ユーザーが冷静

な判断をしているともいえるが、ユーザーが本当に安

心して生柄できるためには、ハードi(iiでの更なる性能

改善、危機叡l！を含めたソフトシステムの研究が、当

i/fi(/）｝R要な課閣であり、こ(/)業界に1彫I辿する人は、課

題解決())ために労力をm・しんではならない。当研究所

においても同じであり、またそのつもりである。

今Il氷l0.）紺災によって、マンション0)即聖性を巡る曲

議が新発となり、また区分iiJi1計1吠が関連法律(})抱えて

いる課題がクローズアップされたが、これらは長期的

な而災，il幽としてとらえていたも(})が、予期せずして

緊急課題として11の前に突き付けられたわけであり、

当研究所としても突然0)事態にどれだけ応えられるか

)J:htを試されているようで、スタッフは緊張(})連続で

あったn

膨大なht0)梢報を撒哩し、議論し、提t1を眺める等々

f削淵を続け、それなり(})が1報発侑をtl:(/）内・外に行う

ことができた。

これはll頃から 「マンション1ttPl！システム」につい

ての研究をしていたこと、「集合住宅l国1ト祭フォーラム」

で約11！についての議論を重ねてきたこと等の成果であ

り、突然の乱世にも対応できる力の源泉は「11頃の裕

梢」であるということを拙感させられた1り1:1であった。

4.何が今後の柱となるか

進行中のli/f究等については別の「総括」あるいはrii情

評」に譲るとして、ここでは受託事業1関係について振

り返ってみることにする。

研究所の経営晶盤安定(})ためにも、また社会におけ

る位樅付けを確かなものにするためにも、柱となる事

業を幾つか確．立する必嬰がある。

94年1Jr(}）受託研究の I .l•1材を見てみると、「不動j殷市場

の調在・分析」恨l係が19件と当然ながら最も多く、そ

の他では「マンション管理」に1肘lするもの、「蘭i齢者住

宅」に1具lするも 0)、「パプリック ・アートと都1|iデザイ

ン」に関するも(/)が主なものである。

これらは、それまでの研究の裕梢を生かせる形で受

託することができたものであるが、「マンション↑1問l[」

と 「iI'li齢行住宅」はこれからの社会冊J|{,jを抒えるとき

避けて通れないjr（要テーマであり、 「パプリック ・アー

ト」は当研究所で独自(/)il1!{Illi手法を考えtl＼したし'h「（な

臥叩分野であるので、これらは全てこれからも1)を入

れていきたいjilft.luf究の分野である。

「不卿輝場(/)罰 ・分析．J関係では、視状は「lli

場到Jl{,jについての講測」と「ストックに関する渇l.ー代」

が数としては多くなっているが、「tlg祁糾災実態柑Ht解

析染務＿1(/)ようなジックリと取り糾む分析凍i竹をWIや
していくことが望ましい。

神戸i|i (i:．宅供給公社から受iI・［した「平成が1:,•IIg.ti'1,i嬰

実態鼎船解析業務」は、『CRI』で永年続けてきたlli場

分析の経験を生かして、今後O){:I：屯政策検村(})hし礎と

なる項I.：1について0)幣珊・分析を行った。従Iifi0)もI})

との統ill•O)継続111：に配慮 しつつ、家族肌別(})分析、 fl:.

宅タイプ9Jfl(j)分析においては、新しい観点から())!li3J’l!

も試みている。

作業の途巾で紺災という予jllせぬ•’1i件が発生したた

め、委託行との連絡・拙撤に苦労したり、紺災を踏ま

えた分析0)栢••_•FO)辿1JI Itりもあったが、行政！！i ／,d0)芳え

方を知ったり、 11ti’i0)ご苦労の様子を窺うことができ

たことは、今後の菜務0)ため0)良い勉強になったと芳

えている。

ストックの時代を迎えて、マンション1布川の1i!l題は

時代的な爪嬰課題となりつつあり、ソフ ト技術として

のイI|9)I収が大きく 期待されている分野である。 ！！i研究所

では、 ・!i'・ くから「マンション付利l！システム」(/)研究に

消手しているが、本年1£は、 r集合住宅rn1際フォーラム

94の企雨およびilli,i灼業務」と「マンション竹J1l！に関す

るl:：1米の比較研究」の2本を受託した。ilij:、行においては、

当該フォーラムが文化曲に終始することなく 現場での

悩みに少しでも応えるも0)となるよう、 IJ;（前の企両rvf
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究会の充実を図った。当HO)コーディネーターの先生

を中心に、 1的理組合の理事長、現地の竹理人、管理会

社のフロント常業等、現場の第一線の方々にも参）JIlし

ていただき、まさに“現場に学べ＂ の梢神で議論を爪

ねた。

生活ルールのIlil劇、貿借人の問題、修紹O)IIU題、い

ろいろな旧］1迅が出され、最終的には「管理におけるIIJ．

J"J家の役割」をテーマとすることとしたが、これはiiii

年())フォーラムの中でフランスにおける管理専門家の

件が話題になっており、日本に於いてもそろそろ本格

的に消埓えるぺき時期にきていると感じていたところで

あり、時宜を得たテーマであったといえる．

rド［米の比較研究」は、日本と似た部分も多いアメ

リカの1tfl:lllシステムとの比較を通して日本の管理シス

テムの将来（依を探る研究であるが、システムの迎い(/)

根底には、彼我の社会規範の述いがあり、簡単にアメ

リカのシステム（理事会中心主義）を羽入することに

もIlil題があるようである。

「マンション管理」は、時代的要it1の強いIlil題では

あるが、表陪的にシステムを構災するということでは

なく、生活文化という背•Jlt も含めて総合的な研究を粘

り強く進めていく必吸があろう。

「i1’Ij齢者」関連では、 r情ill伶者1{ijけ住宅の設備部品の

リース方式等の研究に係わる作業J「総合的社会福祉施

即訊ゞ計画に係わる臥贖研究」「センチュリーライフili

業の今後の展l}りにIllする検討」の3本を受託した。

これまで当研究所では、麻齢者住宅や泊j齢者用施設

と地域とのかかわりの中で、それらの適正な規樅なり

サーピスの内容を考えるという視点から、「地域IiHI：シ

ステムの中の渦齢者住宅」を巾心テーマとして研究し

てきたが、独立に伴う受託によって、ややもすると狭

い範囲に留まりがちな研究者の視野も大きく広がって

きつつある。

吉村解題にあるように、麻齢者住宅にせよ、有料老

人ホームにせよ、そういった概念ができると一人歩き

したり、 「市場規模がどこまで拡大するか」といった数
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の議論が多くなってくる。最初の概念や形態にこだわ

っていると本当の意味の泊ii齢者住宅やその事業が見え

てこないにもかかわらず、業昇内の規制や抽準などに

必嬰以上にとらわれて、自Illで豊かな発想ができてい

ないというのが現状である。

確実にやってくる油j齢社会とはいっても、 11¥純に数

にllqiii！を合わせたのでは新しい事業展I}りは1liiけてこな

い。急がば回れ、「lij齢期の人々が望む生活• /,i[{:t腺境

とは何かをもう一腹基本から考えてみることで、漑1i-

(/)概念の枠を超えた新たな住宅事業の逍が見えてくる」

(/)である。

昨年の肖I（J組で述べたように、数多くの研究が行われ

ている拙齢者11¥JI団にあっては、オリジナリティを出す

こと、新しい切り［」を提示することが股求されてくる

が、さらに受託研究(/)柱としてやっていくとなると、

より一h附嬰求I!'.!'.も齢まり、かつll,’f|Iりの制約も厳しくな

ってくる。しかし祁齢者IIIJ題は時代の処梢であり、や

り''11斐のある太い柱となろうとしている。

30年前から主として行政施策の中で股ii[iされるよう

になった彫刻等0)「パプリック ・アート」は、年とと

もに設ii!｛数が.I¥'fl)J|lしているが、必ずしも都iii空間に新

しい魅力を与えているとは甘えず、その評価は難しい

ものがある。

当filf究所では、従前より「パプリック ・アート」に

ついて自主的にliif究しているが、その内容は1993年度

年報 ・解題篇および同 ・論文篇ならびに研究報告『パ

プリック・アートとれ1IIIiデザイン』において公開した

通り、 ri店・不幸」という観点からパプリック ・アー ト

を蜆察し、そのような状況を生む要因を考察するもの

である。本年度は、この「幸 ・不幸」 ,n:乳月)'!f.をより料1

緻化し、 一つ一つの作品の評価だけではなく、それを

集計することによって事業全体の評価を行うことがで

きる独l打の評価手法を開発し、この手法を用いた調牡

を受託することができた。

現実の委託業務という中で、それまでの研究成呆が

最も良く生かされた例といえよう。

「あだち・景観づくりガイドライン改定に伴う彫刻0)



まち’li業(})現状，i,J代・分t!r,i'I,・f111i」は、｝；｛観条例にJ1しづ

さ設ii‘iされてきたバプリック ・アートにつしヽ てヰ!.イ<

ヤ渡を晶lNし、 I・彫刻(})まち’l澤」(})今後I))推進}j策検

,M'に役．＼＇，：てよ うとし うヽも(})であるが、バプリック・ア

-I、(/）紺続的な，段irtを進めてさたl'1汁淋が、途中で1'I

己発邸により振り返り、今後I))Jil｛りを見出さんとする

試みは、 l'孔に意味ある人切な取りtilみであると忠われ

る(9

I ~フ・リック・アート (/),liii‘tによる「まちづくり ili業．I

は、 J．心＇,:,なの他にも令llilI))多く I))「1汁淋で巡められて

おり、 今1111(/)心t,lt,i'i.ft力；；tiしら 1’lifr休(}){Iじり．r,・(/）)j々
につ0)具休的な ’I~（りlを提)ドできた(/)ではなしヽかと杓

えてしヽ るが、そI))総味でし'I’ll仇な，i,1jft(}）機会をりえてく

ださったJU,:li<に深く感謝l|lしl：げる次第である，9

1ヽilif究所が1)｝l発したI＇ヽプリックアートI}),i11IIIi:fil;(/）

l,iii’i性を似jめるためには多くの観寮・分析を．i「（ねる必

成がある，，l＇l鴎 f‘代として次(/))J{IJりを芍えることも、

受，lt叫 I:とすることも、 rバプリック・アー 1‘.I研究(})

成」妙湘であり、社会へ(})よりI・.,l'iなh’1報巡）し(})訓で

ある，．

紺紬して））を人れたい分野である。

そ(/)他 l' 91池識クラスターによる~i客分析に関する

研究IHIYfi.1u)受託Ilf'允も、今後に応Ill(/）fllくも(/)であ

る。本受ii[IiJf究は、分，iiにマンション’li業における販りし

ツールI})|}i•1発を 11指したも(/)であるが、今後の研究所

()）各種受，itIlf'）む’]を務())1|Iで．岱識閥代が1r（吸なW.li/｛を占

めるであろうことを杓えると、クラスター分析はそ0)

1i効なh料It手法となりうるであろう。

会社ii如'i.1年1:1で、懸命に贔'JN• liJf究())受i化に努め

てきたが、独1',:iii/()）|j)f究の成果 ・軌跡を生かす形で、

今後())•’lりを())fl：は実はできつつあった(})である。勿論、

柱はより太くしていく必嬰があるし、時代の変化を1況

んで巡うfl：も．．｛f.てないといけないが、杓実に歩を辿め

て行こうと())；意を強くしたこの1年であった。

5.おわりに

が1渡は、スタート0)|Iり半期は会社独．立、最後の阻

半期は大地紺と、予期せぬ！j湘態にil'ii(Iiした。rii.lltをど

う乗り切るか。これまでの、どちらかといえばオット

リしていた当研究所にとっては、 まさに9ぷし(/)中に放り

込まれた感があるが、どうやらこU)1年についていえ

ば、難1波せずに済んだようである。しかし1111題はこれ

からである。祈しいI1-J.1（liに逍遇しlll甜．f屈刈1でiし'iIIlしって

いるとさにはな識もihiく結果的には旨く行くも0)であ

るが、時11110)経過と共に繋姐した邸識は博れ、マンネ

l)などのウィルスが忍び込んでくるも(/)な(/)である。

そうなってくると、独：It会社であること(})厳しさが大

きく(/)しかかってくる。

心しなければならなし 9。

今1111(/）独：れをり没ぎ木J にたとえて行えてみよう。

屯．接ぎ加は、糾女tに弛いしっかりした：．1:台（台木）

を利）llして、 そU)|．．に(IIIi{it'i(/）,11iし‘)JII種の木や野菜を安

定的に作るためにlllいられたり、 Jill樅まで(/)年数を短

紺1ーするため等に祈l11される。

しっかりした台水であれば、色々 な種類(/)も(/)を扱

ぐことが：FL米、 i(Iil'Iい1£実や珍しい花実をつけること

も：烙えられる。しかして台木(/)本米(/)fl?i'iも失われる

ことがなく、丈火に成」とできる0)である。

また、 i‘接き汁、．』は『火4:．』 に比べて、実りまでの時

ll11を大きく短htiすることができる。例えば、 ＂桃・県：3

年、 hli8年、 1III(}）パカヤロ18年＂と 行われるが、 r火{|:．．̀

だと火が（寸くまで 8年かかるhli も、 『接き• ,4刃によれば

3年程11£で火を付けることができるのである。

株式会社及谷．．r．総介liJf究所もそうありたいと念じて

いる次第である。

15 



研究は育っているか

悌良谷工総合研究所顧問

山岡 義 典

●受託研究の体験と自主研究の展開

研究所とは研究をする所だ。そこでは1itに新しい（ilf

究が育っていなければならない。そこで棚題のような

問いを、敢えて発してみることにした。自分自材に対

しては、とても怖くて発することもできない1lilいでは

あるが。

昨年 (1994年） 7月に組織と名称が変わったもの(/)、

実質的にはこの研究所もすでに 6年目に入った。自ら

の研究活動を自ら解題するという趣旨のこのり消11 解

題篇』も、 1992年度から発行を開始し、今Iilで411lt|1 

になる。掲載する「W伐出の対象研究は、執f0時点で

すでに完成したものに限らない。その時にはまだ研究

途上のものもあれば、構想段階のものも含まれる。 1if

究としてまとまったものは 『年報論文篇』で発表す

ることにしているが、 r解題」はできたが一l{,Jに孵化し

ないといったものもないわけではない。本年,.n:版も含

めた 4111}の 『解題篇』と2llltの 『論文篇』を並ぺて眺

めてみると、この研究所で何が育ちつつあるか、また

何が育っていないかが、よく分かる。

今桓l掲載された解題は6紺である。 91,92,93年がそ

れぞれ、 13,16,11組であるから、数としては半源した。

独立した研究所になって、従来の自主研究中心の活動

は受託研究中心の活動へと切り代わった。それは個々

のスタッフのこれまでの研究にとっては、思いがけな

い遭遇であった。その中での6紺だ。しかしそれは逆

に見れば、ともすれば個人の思い込みだけでひiji}にな

りがちな1与1主研究に、現場のリアリティをつきつける

絶好の機会でもあった。今lUl執節された解姐には、そ

の休験の反映がある。それがそれぞれの研究の成長に

どんな役割を果たすのか、そして今後の研究活動をど

う鍛え、どのように深めていくことになるのか。そん

なことを考えつつ、バックナンバーのページをめくり

ながら個別の研究がどう育ってきたかをみていきたい。

なお 6編の解題のうち 1編は、この 1月に発生した阪

神・淡路大震災におけるマンション被災への対応に!Ml

するものだ。ここではそれ以外の、これまでの数年(/)

研究活動を紺承・ 1展開した 5紺について触れることに

する。
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●住まい手対応型の集合住宅の供給をめざして

「再びtl:．まいが特別な 「意味」 0)ある場所となるた

めは、人々が住まいに対して主体的でありうる必嬰が

ある」。 91年版の解題でこうii!iった野騎蕉は、その後も

一貫して〈tl:．まい手対応型集合住宅0)供給に1μjする！i)f

究〉を進めてきた。その研究は、集合ti・：宅の住戸WJIJ

部分を対象に、tl：まい手の他1別的な吸望に(1りli'(11に応え、

なおかつii連ii性とのあるべきバランスを検肘するとい

ったものである。

この研究途」:.0)93年版の解題「現実に学ぷ」では、

r2年iii()）h畑は内容的にはどちらかといえば住まい

手にシフトしていた」ことを認め、「その後、供給サイ

ドのi梢牡を爪ねれば爪ねるほど、なるほどと忠えるこ

とが多く、実に多く())ことを現実から学んだ」ことを

述恢し、「人々が住まいに対して柑び「意味」を見出し

うる新たな供給概念の構鉛こそが、本研究の目指すも

う一つ()),~ 1 的である」ことを確認する。そして供給シ

ステムに糸JIみ込まねばならない新たな視点を1リlli'(1！にし

た。住まい手側と供給側の拙隋をtl服しつつ、次第に

住宅供給事業(})メカニズムの本質的な部分へとアプロ

ーチしてきた経綽が知れる。これらの研究成果は、 92、

93年版 『lh文紐1』(I）5本の報作として粘火し、それら

はさらに再紺して学位血'i求論文としてまとめられ、現

在、帝府の最中にあるという。

研究所の独立後、野＊｛iは販売会社からの初めての受

託研究を行う。学術研究としての一通りの完粘を踏ま

え、これまでにllfl発してきた「住意識クラスター」())

分析手法をマンション購入／i¥1の屈i客分析に適川しよう

というものだ。その研究はまだ実施の途」こにあるが、

今回の解題 r住意識の探求」は、その過料での思いを

吐露している。あるいは思い悩みと胃うぺきかもしれ

ない。

顧客がモデルルームなどで自らコンピュータに1｛りか

って28項目の110に答えると1111座に 5つの住意識クラス

ターのどれに属するかが分かるというこのゲーム感槌

の1凋在手法は、それ自身として今後の発ll恥の可能性は

ある。また今後データが密梢されてくれば、商品lJt-l発



にさまざまな示唆を与えてくれるかもしれない。1すく

行くは、 9：じまい手対応Itr).0)新ししヽ if佑訥供給システム(})

実現に、 一定の役割を果たすかもしれない。 しかし 5

つのクラスターに分類された顧客(/)illllにたってみると、

それでどこまでマッチングされたil'6品梢報を得られる

かは、またりllの課題である。 •J，閲礎研究を応/Tl研究にlJせ

Ilflするためには、」＆礎で得られたも0)以外の膨大な梢

報や手法や発想が援Illされなければならない。一つ(/)

手法が現実1U.界で：意味をもつということは、そういう

ことなのだ。 まだ実）lJ研究としては那備と，拭行の段I府

ではあるが、これから遭遇するかもしれないさまざま

なプロセスが、これまで(})』韓礎研究に対しても、大き

な幅と深さと退しさをもたらすだろう。この解題は、

そ(/)ため(/)第一歩としての総味をもつ。

●マンション居住の自由と責任のあり方を問う

lfilじく研究所())スタートIIかから一貫したテーマを辿

っているも())に、笠原秀樹0)マンション11硬l！に関する

研究がある。そ())貝く視点は、都市），．1}（．l:におけるI!:IIII 

と貨9t0)関係だ。それを「Itなる{|illl朗や物理的印境())ll!J

題としてだけではなく、 1Y•iit としての社会や文化0)j1し

底にふれる111/題として1リlらかにし、将来(})マンション

約・’l！システムを構想する。

91年(})liI閲題「都市())l.：lllIとマンション」では、「マン

ション1ttJll!|tl俎とは、たまたまIK分iりt1i建物という場

を与えられて、都iliに将・辿(lりに存在する全休とii肌0)|il

係性における矛府が、 11に見える形で哨き1liしたに過

ぎない」との認識にたち、 r業務化」 (1籾I！会社等に委

托して実務作業をif：せていくこと）と「糾織化」 (1侶tnll

糾合組織等を撒備してポランティア一人あたりのii担

を小さくすること）の概念によって管nl！システム0)枠

組みを示した。そしてこれからの研究に必嬰な予備的

な考察を行い、 ：i＇i糾l点を指し示した。

92年の解閣「マンション空ll[］における IElll|」も「自

由」にこだわる。東京都15-<内の 8地区を対象として築

10年以上の分眼マンションの共II.1部分の改善実限につ

いて潤べた経験をもとに、iii/年の考察を深めたものだ。

個人にとっての住宅は、私的空間としての側iliiと賓旅

講評

lillili[［として(/)llllli7Iiを持つことにtl:．Hし、マンション怜

I!llは「i胤1人の勝手な私的空1111へ0)欲望を抑制し、竹旅

価値を維持することをめざしてきた」と指摘する。

このような考えをさらに分析視点としてlfせIlflした(/)

が、 93年のh,（俎で0)LMモデルの提IIt1だ。「一般にlメ：分

所｛濱は労｝）または金銭を負lt1することによって、怜

JJI！を行っている」と(})j認識に山しづき、「労）Jと金銭は代

替的であり、労力または金銭のどちらを投入してもよ

いと仮定して、労｝） ，金銭(})iiil1を介（I：嬰l61として1芍

III!(}）方法と水計’！について説明するため(/)仮説的モデル」

を構成した。Lは労力(Labor）で↑_Ifl!I！脊l[合が行うこと、

Mは金銭 (Money)で'J1i'J!I!｝％が行うことを、心；味して

いる。そして適il:．な↑籾l！が行われているかどうかを、

LとM(}）｛詔i:htと必吸Jil:(/）関係から｝＃きだそうとする，＇

まだ概念モデルに過ぎないが、「中II当数(/)マンションに

おいて、未だに竹J11！が低い水．柑！にとどま っている現状

を見れば、少なく と も↑91•J9|！(/）メカニズムをモデル化し

て）］I！解した上で、 Ilil姐点を構沿的に把梱して的確な対

策を提供することが、ますます爪嬰になっている」と

いう笠l)i(0)発胃は、説得力がある U こ(/)「ilf究成果は、

93年(})『i白文恥に「区分iiJi1-J・リげ合{l完におけるi1理

菜務の執行分担と執行水訊！に関する抒察」として報代・

されたが、ここでは具体的な調ftによって、マンシ el

ン1判l!O) 「執行水刹！」がL とM と 0) 「執行分itl」 (}） |¼I

係で分析されている。

今回の解題「El本のマンション1籾I！システム(})底流

と将来倣」は、これまで利tみ煎ねたJ11！治的な杓察を、

園際且；較(})視点から眺めii:（そうとしたも(})だ。I-1本(})

マンションf!tJ_1l！システムは、総会が大きな力をもつ点

に特徴がある。しかし今後(/)補修や建替を適切に実f.. I: 

していく上では、より強力な意思決定と執行(})体制が

必嬰になる。そこでJ!I！事会が強い力をもつアメ リカの

符理システムと、すべてを専l"J業者に委托するフラン

スの管nl！システムについて濶べ、そ0)いずれもがそれ

ぞれの社会的 ・｝梢史的 ・文化的な背敗にもとづくこと

を確認する。恐らく未来のI:1本の1Ti'JJI！システムは、「；l

本の現状のものともアメリカのものともフランス0)も

のとも、かなり異なるものとなるのだろう。その未だ
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見えざる先(/)ありようを、さまざまな方法をもちいて

明らかにしようとするのが、笠／J氏の一tlしたテーマで

ある。

マンション1牝l！における意忠決定）Jと執行カ(/)必嬰

如ま、阪神大ばふ災における被災マンション(/)iii建liil題

を通じて、極めて雌縮された形でJ；された。 これまで

I))やや観念的ともいうべき笠fJlt(/）考察の利iみ］T（ねは、

今、彼が進めつつある紺災マンションの復邦過程の実

態把握をはじめ、 1牡l!J以場での多様なlllll紺に深く 1姓Iわ

り 合う 1|•1で、具体的な構想提示へと結集することであ

ろう。

●都市の高齢者住宅を民間事業者の立場から考える

「/ifti：システム」 の観点から泊jli愉者を対象とした住

屯事棠を追っているものに、吉村直了•(}）―・述の研究が

ある。 92年の解園「if:it1衛抒はどこに住む(})か～Milli令者

向け（i：宅に関する考察とそ(/)概念化の試み～」では、

「j¥'lj齢者を新たな視点により捉えii（した上で、その社

会的位樅づけを把拙するとともに、 Ji，}(1:.li1]組を中心と

して、麻齢者をめぐる新しい社会珂1jit(}）構想をたてる

ことをぜひとも試みたい」と今後の抱負を開り、 「新し

い居住システムの一つ として、ここで泊j齢者lhJけ住宅

を考えるとすれば、まず、明確な概念をもつことが必

要である」とする、いわば振iliしにもどったところか

ら、研究はスタートした。93年の解阻「明Flのjt',/j齢者

i依を求めて」では、前lt1l述ぺたことの確認の」．．．に、集

ti:•()) 「小規模化」に itf l:：1 し、「it/,'i Ili令者住宅を概念規定す

る．．l：でij只もi「i股な要索になると思われるサービス・シ

ステムの分析から、その小規模化の特質を明らかにし

ようとした」。硯念的・理論的な考察から、 一歩現場の

分析に近付いたわけで、その成果は r餅齢者住宅の集

胆Ji校とサービス ・システム」として93年版の『諭文

紺』に収録されている。

今回の解雌「これから(/)if傭齢・＿K・住宅事業を考える～米

国視察を踏まえて探る今後の可能性～」は、アメリカ

(/)現状視察に触発されて従来の考えを具体的な事業シ

ステムの提示にまでまとめあげたものだ。実はこの背

既には、イJ料老人ホーム事業に関わる民Ii.ll企業からの
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委託濶府0)体験がある。その実施の過111！で、古村はII

本(}),Ii場0)現状とそれを規定している請条件を、民liil

事業という脱点から克lリjに検討してきたが、今liilの解

題には、その作業によって鍛えられた）乱衿が、よ＜ ／又

映されている。これまでo)1~1 ~l.：研究の課題が、アメリ

カ社会の理偕と Fl本の現場と 0)関わりを通じて、よう

やくリアリティをもち始めた感がある。

●空閻計画論から見たパブリック ・アート

今I[」はパプリック ・アートに関する解題が2題ある。

池村弘之(})「空1iilii|・ii1iiとしてのバプリック ・アート．J

とi'.t野裕之(})「バプリック ・アート、そして囁しし、

空11¥I"へ」だ。いずれも、私も含めて 4名で進めてい

る共l•ilWf究のテーマにかかわるもので、これまでの経

過について甘えば、 92年0) 「まちかど災術館0)．4吟な

作品たち」と93年0) 「．':I:．きたJ翡t}]危0)中でパプリック ・

アートを評価すること」の解題は私が4t!！iし、 そのlilf

究成果は池村 ・ 皆野との共lrtl論文として9:~年版の 『ii'"

文i恥に発表した（「バプリック ・アートと都iliデザイ

ン（そ(/)1 - •:f （伽li(l/'.]考寮） 」）。 それらは合わせて、後に

小さなプックレッ トして出版され（『パプリ ックアート

は幸せか』 IUI淵義典糾灌、公人の友社、 1994.10) 、 l½I

係JiI(iiから多くのl½I心を1りることができた。

今li}IO)ここ人のlりr(:題はこの研究を引き継ぐも 0)ではあ

るが、むしろそれぞれのこれまでの｛lhl人研究の実絲'iを

踏まえた）Lとlll1と酋っ た方が相応しい。

池村は研究所のスタートとともにサウンドスケープ

論の研究に着手した。まず、 i！り洋に端を発するサウン

ドスケープの概念を、いかにEl本という文化的閑脱で

適IIl可能かを検討する。それは「サウンドスケープ論

0)H本的展1}りに関する研究」として92年版『論文篇』

に収録されている。そして このよ蒻礎の上に、池村は一

連の音の空間計jjljjにl具Iする研究を始める。

91年の解題「音の空II鼎l•両とは何か～背、空liIlの未

知lなる領域～」では、まず「新しい音環境への視）はが

求められている」ことをjjij捉に、「lii]われるべきは、従

来の発想による音環境へのアプローチの限界であり、

新しい空間計両の構想である」ことを宜酋する。そ し



てそのために、分節性 ・指示性 ・ 糾成ti: . ,~{化性とし＼

った 「←i’','(}）空間形成」を論じ、 「；/fi・(}）空間技術」として、

空li11分節技術 ・空間指示技1れi.窄|I[l紺成技術 ・窄llli俵

化技術を祁き出す。さらに「今後の空間技術は、（中略）

従米の発想では排除されてきた窄11¥IO)「ノイズ」を取

り人れることによって構想される」ことを提ボした。

92年版(})'i骰i 「“生きられ る •I.f" をめぐ って」では r空

llfli}|・ihiにおいてl'i()）邸味で求められる音既l!flとは何か」

を1!ilい、それを` ＇生きられる {f"としてとらえなおす。

93年版(}-)棺題「空間の9儀／？RI:il(}））!Ii¥・}；し」では、池村が

般も．＇「｛視する「 l象化fl:」と「像化技術j としヽ った好え

に（ト）を絞って訊論を展開した。これらに,~1する研究(})

成果は 「↑繍＇i埴の文脈と空lhliI•iilJiに関する研究 (I 、

II、Ill)」として92年と9:i年(})r論文篇』に1収録されて

いる。

以 l.• -(}）ような、音の風敗を対象として執拗に進めて

きたiil•iil遁(tり{ilf究を、パプリック ・ アートにも適Ill し

ょうとしたのが、今Iiilの解題だ。それが成功に向かっ

ているかどうかはまだ何ともいえないが、rこのような

空間技術が見られなし消IHli(J)パプリック・アートでは、

多くの場合は空1!ll(}）像化）Jは私Jいか、あるいは分裂：l犬

態に陥ってしヽる」といった指摘0)｛ l：力は、 Hllfli~~III I (}）

見Jjに対するイIIlか新しい視点を・f感させる。「i依化）J」

という、魅力的だがやや分かりにくいキー概念が、パ

プリック・アートに対してJflいられることによって、

より具休的なイメージをもち始めたとも[iえる。

古野は『岬赳i』としては92年版に「可能性としての

公1刈論」を、 93年1版には「公園一l:！明でない機械」を

柑いた。これら0)研究は93年版のり令文紆心に「「公I{II」

の部i1i(（J意味の変容～噌1-ITUi」をめぐる行政とil湘渚と

0)関係」としてまとめているが、これは何も公園に限

った研究ではない。 都市の公共空11ilにおける「i|ill度」

と「生括」の緊張関係を、たまたま児iit公園という場

を{ltりて具体的に考察し、「；暉ii」と「｛史Itl」の新たな

関係づくりの方法曲を模索したものだ。

この「計画」と「1史IIl」(J）関係を、都j|i(}）公共空間

におけるパプリック ・アートの股ii!tを対象として論じ

たのが、今liilの解題である。すなわち、 r人々はパプリ

講評

ック ・アートを、どのように経験してきたのかとし、つ

た視点から捉え返すこと」だ。そのため、「i没iittするこ行

と経験する行とが織り成す相はど(})ように形づくられ

てきたのか、特に人々はパプリック ・アートをどのよ

うなも(})と して、ど(})ように受け人れてきた(})か、そ

してどのように働きかけてきた(})かj という点に．ili9.'．i

をあてる。

池村と内野は、この半年llil、ある自治休から(})委i}［；

による「彫刻のあるまちづくり J (j‘.）-'li況i’I!hlliプロジ．1'..

クトを担当した。そしてこれまでに設ii’tされた多数の

作品について、従来から1汲めてきた「・；，t}・イ吋互JIi,J ft 

(}））j法を、かなり具体的な形で逸川したn こ0),1/，1,ft(}）

過捏で一つ一つの作品とそ())n；l坑を多ihi（ト）・分析的に

脱寮する機会を得、また1:1本各地の 「彫刻のあるまち

づくり」の現状を概観し、主な部Iliを視察した。今1Iil

0)鮒題にはこのような現場体験は必ずしもまだ•1分に

は生かされていないが、今後はこれらの各地で体験さ

れた一つ-•つの場illi に！！（i らして、より ー悩具休的なIlil

叫始起がなされることをlリli寺したい。また共Iiil研究と

して、 9μ1人研究の発想を出える視点を獲得できるよう

になればと思う。

●研究が育つ rとき」

研究がfiつには「とき」がある。］I¥に時間をかけれ

ばいいというも0)でもないし、決められた時IIIlまで待

てばいいというも(})でもない。 I1分で選んだ「とき＿1、

他から・りえられた「とき」、偶然にIll会った「とき」、

そんなさまざまな「とき」が見事にシンクロナイズさ

れた時、まさにその「とき」に、研究はJltiil的にfiつ。

泣初にも述ぺたように、研究所は研究をするところ

であり、そこでは‘/itに新しい研究がfiっていなければ

ならない。すなわちそこでは、さきに述べたような「と

きJ がいつも他1巻いていなければならない。そしてそ

0)ような「とき」をつかみとるflt)」が、研究をしよう

とする行には吸求される。

今lii|0)絆題にrnl連して 5人の研究のJ1.し|｝！l過相を節Jlt

に追ってみた。研究所の独立は一つの「とき」であっ

た。解題(})/JJ（稿締切りも一つの「とき」である。一人
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一人0)毎日の時間も一つの「とき」だ。個々の研究は

それなりに、これらの「とき」を将実に自分のも(})と

してきたかに見える。しかしまだ本当(/)「とき」にIIi

会ったという実感が感じられない。むしろそのような

「とき」を淡々と待っている状態とも言える。一定の

忠考やデータを菊梢しながらも、まだ「とき」を待ち

続けているように見える。

檄題の設間、「研究は育っているか」について言えば、

少なくともここにとりあげた 5絹については、 1i(f！かに

育っている姿を確認する。しかしより品しく育つため

には、まだ何かが欠けているようにも見える。それが

何であるかを言う能力も賓格も私にはないが、それは

ここでいう「とき」を憫み取る姿勢なのかもしれない。

それは、やがて育った研究の行く先に何があるかを、

貪欲に見据える姿勢にも繋がっている。研究所の独立

は、それぞれの研究スタッフに、研究祈動における社

会的嬰諮とは何かについて、具体的に、かつ．典剣に考

える機会を提供した。これからもますます削えるであ

ろう委託研究をこなしつつ、それを一人一人にとって

のかけがえのない「とき」として、自らの自主研究を

錬り上げ、鍛えあげ、大きな社会(Iりな力へと育て上げ

ていってほしいと思う。

なお、これまでの解題に登場しながらも、まだ必ず

しも育っていない研究も多数ある。それらについては

今IB1は触れなかったが、それが何で、何故にそうな(/)

かを冷静に検討することも、私個人にとっては、少な

くとも顧liijという立場としての責任ある作業ではない

かと考えている。
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計画者の目的 vs人びとの価値観

東京理科大学教授

渡 辺俊一

l．はじめに

咄庫i」 0)ji創I！構迎は、 iii•視1j者が1liil人1 ・布’i -l↓0)関係

を知って、それを1..I的 ・手段の関係にii(1き換えること

である、とtiってよかろう。

とすると 「；i-I•irli」が成ゞl：するためには、 3 つの条件

が必吸となる。第 1は、 1j;｛|Al．結果の関係（つまり、

ltl果祁）か既知であること、第2は、手段が様fl;hJfit

であること、そして第 3は、 ll（か）が確定していること

である。

ここで「ll(lり())li，(!直匂とは、 1|(t'')として(/)、人びと

叫illi値観が一定(})ものとして定まっていること、及び

その内容を!ll・iilij((が認識できること、を意味する。

しかし、人びとの(Illi{Il'i観が多様化し、かつ氣激に変

化して11·. まない現代社会では、ここでしヽう l• I I(（J(/）『(I!

如がますます困難になっている。にもかかわらず、

哺l涌Ii」は公共サービスを提供する政府は無論のこと、

•I|i場を介↓て）1オ・サーピスを提供する民IIll企業にとっ

ても、そ(l)iT(嬰性をますます11'/jめている。こうして、

‘I、国をliIlわず、，il・ii「1j・f;'が想定する人びと(/)||（lりと、実

際に人びとがもっhl|i(iI'i観とが果たして1iilい 9..(}）も(})とな

っているか否か、を11¥Jうことがi「(i}J!な課迎となる。

以 lくでは、かかる観瓜から、特に邦味を引いた 2雑

文にしほって訊ii評をおこなう。 'j1liflilif文は内容的にも形

式的にも全くタイ プ(/)沢なるものであるが、その根底

には、あるIn嬰な共通論点が横たわっていると老える。

も吉村論文 rこれからの高齢者住宅事業を考える一

米国視察を踏まえて探る今後の可能性」

この論文は、 邪省がながく探求してきた一辿0)iHi11愉

行（i：宅に1州する研究0)最新版である。 1994年0)米国視

察の結果を蹄まえて、 11本のihi齢者（：l:宅の将来（級に1kj

して 「理論化」をめざす；訟欲的な諭考である。

筆行によれば、 I-1本の民llII:！li党の現状は「r老人ホー

ム」という形態にこだわるあまり、 ii，1j齢者（：l:宅市場の

枠を 1_＇ I ら狭めてしまって」おり「今後の新たなJi~I}りを

検討する必要さえ兄失いかけている」0)がliil1迅である。

つまり、民1111企業のii• I価i抒は、 ii1 1侶者の滸在的なニー

ズを的li(I！に把拙していない、という 0)である。その逆

が、アメリカである。

飛者にとって米国は、 IKiilh抒住宅としヽう、し わヽば柘i

祉的施設においても、市場）J；（理が町(II.している点がり狽

く印象に残ったようだ。そこでは 「ihi(l岱行は1]ら0)邸

志と tt任におしヽて、 I‘•1分に般適と忠われる j\':j齢K•9lダむ

を選訳する。一方、 ）li業者側は、 il9/j齢行(/)多様なニー

ズに応えるために、様々な'i't.ll|!it・名(/)』¥'Ii齢行9.l充を提

供していく．lo

箪者の分析枠糸llは、 1t'fi齢桁•I：屯 （地）の多様な••(f(l:

に注l1しつつ、特にそこで1J{|Jl-lされる（l：屯供給と各柚

liIiIIh抒）Ilサービス船供との1i1係にti:11する。米lliと(/)

比較で見ると、わが1.ttl0)規状はきわめて両ー的で r「l
由で骰かな発想」に欠けており、その将来像としては

「9lゃむ供給とサーピス供給の分洲的など、も っと多種

多様な商品1)11発が試みられるぺきだ、と •l?｝lとする 。

憎者(/) 「将来偉りはかなりり1確に）•IJ!fりKできる 。 しか

し、 Ilil題はそ(/)}いである。つまり、いかにして、 それ

を具休化（つまり、 i!'tt品化）するかである。IliJりは！l：．

H'（i者のみでは成り_-¥'t:たない。 ii'it't者の強いりが糾があ っ

て初めて成り．立つのである。 とすれば rなぜ米l11では

多種多様な試みがなされ、 I:I本ではそうでないか」に

関する説明が必校となる。「{lゃむ供給とサービスil,i給と

の分雌」はなぜ1一体ではできな(/)か。やるとしたら、

それは~llf1-IIなる具体的な商品の形をとる 0)か、などが

1リlらかにされなければなるまい。

この論点には、柑it,t、h'と生）策者との11110)叶IllI教Yf.1

とでもいった、ダイナミッ クな関係の視点が必吸なの

であろう。 ii'j 1't:fr•について、 i(tfi·は「新たなNi Il倫 IIH\:J

の出視によるJit.t,iにわたる変化を予想している。そ

れは、 1111巡いではあるまい。 1!！！狐は、それを!I渭渚(il・

両竹）がいかに受け．1!：めるかであろう。いずれにせよ、

Oll味深いii命文である。

3.吉野論文「バプリック・アー トーそして、｀｀新しい

空間＂へ」

この油文は、 一• 1".l'でいって油みやすい。 特に、 i'i村

泊文の後では、なおさらである。文・|阪がこなれており、

俊しい0)である。が、その内容は、したたかである。
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瑣者は、パプリック・アート(/)実例として、まず、

「ファーレ立川」(j)光批からh,1’i写を始める。そこでは、

子供述が喜々としてバプリック・アートと戯れている。

そして、指摘する。「これまで経験してきたバプリ ック・

アートとふiなるも(})が 「バプリック ・アート」として

設lifiされていることに「気づく」 ことが、ここで）Ult寺

される「照きと発見」なのである」と。

ついで知者は、パプリック・アートにl対して、それ

を設附する抒（評者のいう 「計画者」）とそれを経験す

る行（「人びと」）と(])関係性において、わが国近代化

(}）過l間を見渡し、判味深いj協Jiiを提示する。

泊iしヽ台tiを(])..I：からl圃民を見’ドろす、明治の大村益次

郎に代表される銅倣は、むろん 「全体：l:義 ・国家主義

と結びつけられ、イデオロギーを国民に確認させ、そ

れを社会に定消させるための技術、いわば1'til民を教化

するための政治的な技術」であった。と、ここまでは

鋭いが、まあ祁識的な解読であろう。

ところが、戦後の民主主義化(/)ii，＇，¥中にあって建てら

れた、栢い男女の裸倣や1サ・：（・i級さえも、策者は 「祈し

い(1llifi1'i観を国民に教化するための」政治的な技術であ

った、という。なるほど、そういわれてみれば、同じ

構辺になっている。

さらに、1960年代以降0)殷観翡夕備や屈観形成に移る。

住民参）JIIにより、住民自らがバプリック・アートの設

ii！出となった場合でも、設附者0)邸図した通りに、人

びととが鑑‘[［することが期待されている。この点では、

従来と全く同様の構造である、という。筆れはこれを

「「計画」(])限界は1i）1避されていない」と表現する。

そして1り度、ファーレ立川に戻る。このユニークな

事例ではrそれまで必ずしも1•分には見られなかっ た、

人々とパプリック ・アートとの多様な恨l（系のあり方」

が想定されてはいるが、「i役ii奸者が想定する秩序から逸

脱」することはない。まさに設ii!i者によって、意図さ

れた「燈きと発見」を体験することが期待されている

点では、従来と全く同様の構追をもっている、と読者

を説得する。

が、解読はこれでは終わらない。例の立川の子供た

ちは、股慨者の應1図を超えたところでパプリック・ア
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ートと付き合っている())であ り、ここにこそ l'[(}）怠味

で(})パプリック・アートが(t(［する、と似後にドンデ

ン返しを測じてみせる(})である。

4．おわりに

こ(})内野泊文())中心テーマは、 I|i場）Ji(Pl！によらなし、

公共空11\lでの、 ii•I•i!lli •行と ·1|i民との関係であ っ た。 他li 、

古村論文は、 ili場））；し•III！に）よづく、iI涌rifi・ ('I=.,附:r,・) とil'i

費K•())関係を論じたも())である 。 llhi れは、ある邸味で

全く対にある領域を取り扱っているが、にもかかわら

ず見方をかえると、同様のIlilJ迅lし1心が根底を流れてい

る 。 すなわち、 iil•iihiれ・ (}) l-1（Iりと人びとの(llli{lI'［観と(/) ・・ ・

致 ・ミスマッチ ・対立としヽ った微妙なl．'.¥l係である。そ

して、時代背殷としての、 {lllii附視の多様化てある （）

UHJJ(/） i-1i村論文は、伝統的な建郷i l•|Ilii学的アプロー

チによる（提寮隈(}))実iill:9.fif究をFl指すも())であり、

他方(}),h野論文はMll1li(/）意味論的研究ともよぷべきも

(}）である(’ ',；野氏は『ANEMOS』誌に「frll1li(}））iりしれ」

を辿i1伐1|10)「i詩人」でもある。Iril氏())論文が・I'i村論文

とは、追う味わい(})文休 ・論旨lftllliとなってしヽ る、限が

III！昭されよう。もしかすると、 hlii1iゃ；iHihiを諭ずるに

は、冷静な；i鉗JII！と豊別な実；ill：にJ1しづく伝統的な'i噂ifuf

究が必嬰なことは油を1.lfたぬが、それと同時に古野，i面

文(})ような、鋭い感性にJ1しづく、いわば評論という領

域が必吸な(})かも知れない。

人びと(/)f1,｝嬰や、岱味が一義的で『{l［定な、近代1:．投的

な状況が過ぎ去り、 ifi費者(/)l1llifift観が不断に変化し」11;

大してやまない現代において、生I！偕行 ・ iiI•illii -K'はし Iか

にそれを受け．11：め、応えていくべきか？ 今これが、

あれためてli¥Jわれているのではないか。
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ど(/)ような論述であれ、研究(/)!l:.ll'｛！は、不III避的に

出悦としての規定をうけとる、 M・フーコーの出悦分

析(/)T，ik(/），記述以外は，，そうだとすれば、研究v)!I罪

にかかわる行は、 1:1らI))研究、そ(/)|iIliUI情制(/)現実的

な／ Il 「 1 がどこにある(/)か、としヽう ～•••点を見斯えておく

がよしヽ 。1’Iら(/)i kii位）あ り｝iに1'l‘t'£的であることが、

現＇必的 ・‘K際(Iりな l現 場l(/)リアリティと枯抗しう る

ひとつの支点だからであり、！・現場」(/)アクチュアリテ

ィにlIIIした り、逆に、＇得故的にな った りしない研究(})

毅然たる構えを'j,えてくれるからである。むろん、「現

場」とて、今11(/），ihilli的なi14ゞ制社会I})もとでは、そ

れよで(/);i説によって構成され、効果としてもたらさ

れた 1’ I l叫l:•(/) もと にある （， それゆえ、「現場．J(/）つくり

出 してくる 1111題 ・ 課題は、＇Kは、既（位）出悦(})1iiiiり’•(}）

・ー・種のカオス化にともなってしヽ る兆候にほかならなしヽ 。

,iJf究I))ilIliは1’l:．とは、 こI))カオスの乱流に投人される・ーー・

片0)ディ レクターになることだ。そして、乱流が小さ

な渦I))Il:．IIIl状態に（1i.り、新しい流れ(/)秩ltを形成して

いく。こうした(iIl発（lりな特性に｛I氾ること、それが実践

へ0)iil•Ihi論(Iり公準というぺきである。

今Il、'転換WIと称されている。それは、小さな渦が

ここかしこにあらわれ、乱流状態へとむかいつつある

からだ。小さな渦がそ0)まわりを包含し、ひとつI))大

きな渦へと転化する0)ではなく、ー・-)1，1())散逸状態をつ

くり出す，，かくて、様々なfi説()).......哨lliliHl·~lijl))、建

郷lli1l1jl)) 、 i i:l,l},i l •illli0)、等； I'｛ --•fl'i分がインターフ．T.

イスをおこしつつある（）こ())徴かなインターフェイス、

そ0)昇i(liこそ、 '.1故ll.l(}）1tifliがつかみ111される())を待

っている。かくて、 II!l}迅がhlIlliされ、形成されるのは、

ふたっ0)次元に相渉る。ひとつは、まさしく I・現場」

(J）アクチュアリティ())ト作，If、!＼紅(/)ありJi(/）形式化から。

それは、「現JMJでかわされている様々な註説のランダ

ムな状態がつきあたっている1i1脹(J)客観化 (it,lli化）

が対1密になされるぺきだ。そこに、 liif究の生ptにたず

さわる抒0)既存())吋l!誰」フレームなどをもちこむI軋

論偏前l：義は共物である。 I・現場．1(/)JIIは、 1'.Iらが乱流

に入りつつあることを指示しており、文字どおり、渦

巾0)者がその渦の様fllを，記述することは至難のことで

ある。そ(/)ll乞秤状態に対I、むし、 nr能な限り、 r，いをig

出し、 i記述し、分析しなおし、 1ill題として形式化する

こと。

いまひとつは、け説(/)時系列的な{liVi(/）なかから、

そ(/)!AI(Iiへと、臨界へとつきすすむこと(/)Jll!、i0(fり夷践

から、 IIIJ凶を形成することであるn しかし、それが、

雌念l••(/））又1りにならなしヽためには、実践(/)I人」：（I?性を紅 I

みこまなければならなし 1。それは、 ii，悦がしヽ かなる火

践を、ど0)ように切りIllしてきている(/)かにil：総深く

あること，1 すなわち、概念(/)内包と外延について、明

確な指ijtl生がたえず1111われていなければならなしヽし、

概念など({(I：しないところにiiり乳をあてこんでもはじ

まらない。ii説(/)系ダllを延ばすd)なら、その切り 11• 

人り•Ifりに1ti爪であるぺきだ。 さもなければ、 どこかで

燃え尽きる。

いずれ0)｛l:｝iにせよ、 Ilil題がfmi'{J]こti［みたてられれ

ば、実践0),i 1 •iihi論的公準にllll して、 i i説は．IKi樅される f)

け説は、実践(/)i枠（I：性をはらむはずだ。そして、実践

をり［i{I：化させる構想と実現化は、，H・itlrj(/）（r；務へとひさ

つがれる。

野的11-1偲i「{l:、心識(/)探求」は、集合ll:＇む0)供給，ll・j1lrj

I})あり方を「＇‘料 1:tr麟．J として追求している過捏でi!J

l1iした叶l滋識クラスター」を「応l|l」させるプロジ

ェクト(/)解題である。こ())プロジェクトは、既に生1)＇(i

されている「{:t:Q識クラスター.I(/）概念(/)‘火践9I(J滸(I:

性を I.ilI・両」したも0)といえる。逆にいえば、 rll：総識

クラスター」にiti:iされている実践的効）Jと、そ0)・,i 

誂0)．ll:．IliiI}）実践性が、検証されはじめてし るヽ。'.i i.説．I

から門廿iilli」へと移動することは、fi・説())lllllからいえ

ば、 r新しさ」はみえないが、そ())実践()),i l •ilhi i泊的公耶

を見枷えれば、こ0)糾題が刀辻しているI})は、 きわめて

スリリングな光Jil・であるという他ない。という (l)も、

ti.説0)生i猾、その実践0)il|・illiとがliiJー・(J)lar究者に荷わ．． 
れ、：二つの次元で振動をくりかえしているからである。

もともと、「学術研究Jは、集合1]：宅0)供給計illiiにお

ける咽~il!·ill!i」の概念(J)fI l対化を試み、「側別性へ())対

応」の計画滋的な可能性を探求している（恐れたiI:、!jiで
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ある。そ 0)爪吸なテーゼは、供給の 「 (!~l)J IJ·l'J: ())対応」

())プロセスが、 9:I:．み手の(.LO識を應＇ソかにする、という

ことである。集合住宅(/)供給が「規格性」を())がれが

たいという l打lリ1性を相対化し、その自l!l性を1|t｛こ否定

する (I)ではなく、「住紐識I))探求」という次•)Cを （寸）JII さ

せることの、，il•両論的爪要性を提iぶした 。 省れば、 l柑

品化（j定の成立とともに、住宅市場の内i'iISで、ひとは、

tl：屯を、購い、 ii'i費し、維持 ・1籾l！し、 II荷い替える1fli

品として見なしてきた。野綺0) 「学1Ai研究」は、それ

に対して、古典(Iりな 「tl紐識」 一ー住宅は建て、 9.i:．み、......... 
手入れしていく li’il1位）、吸粕(})[I：まいである一ーを1ii

び開発しようとする試みである。むろん、こ())r(-l遠t
淑」は伝統的で古典(Iりなも(/)で、現在ではシミュラク

ルとしてしか存在しようがない。しかし、シミュラク

ルを｛i:（t：させることが現（I:、どれほどll竺むJ.；’(i菜にとっ

てir（嬰であるかも FLLリl0)ことである。集合（i:屯が強い

られる典刺的な規格的iiIii一性、均質化())咆計画とそ())

セッ lヽ0)なかでの表附的な投媒化は、シミュラクルを

もたらさない。それはli(I：かに、 ii'i費者の選訳(})シリー............. 
ズを拡げるが、この消費者ではなくてもよい以l...、そ

0)ii'it't者は「ll~lWl性」として 1l i現することはないから

である。 ii'l費行を「（i：み手」に変換させる「91b!9llJ‘tt(/）

対応」0)供給戦略がOO味ぷかしヽ 0)は、表I1，t的な差異化

にかえて、実質的な差媒化にふみこむからである。

しかも、こ0)「I、も/fl」(/）プロジェク 1、化では「（咄lj

性の対応」 0)次元が、 「学術研究」におけるti丁iプラン

0)次元（設計）にとどまらず、 1阪光の段柑•fに拡張され

た。さらに鮒題に示されているように、企ii!ii.rtl:II! • 
絋 l:(/）段附へと展IHIしていくプログラムが提示されて

いる。それは、「（生まい」としての「tl：意識」の領域が、

(tJ=i.!Jj.位から拡張し、 ti:．棟へ、そして、 ．I'［地する場所

柄へと延艮していくプログラムである。こうして、（主

戸プラン0)次元でうみ／1＼された「住意識クラスター．I

は、新しい次元をつつみこむことで、 「学術研究」とし

て再構築されるはずである。この似動こそが、実践の

＂補ii鉗Iりi‘ii1i0)ひとつの指椋である。

古村解題は、「ii’ljIIii者(:I:．宅」の行説．ー[.:(/）1り配i性を試る。
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こ(/)|:!ii(/）（i戸む政策におし、て 1・得的なi,;(J11！でありつづけ

ている nLD]（＝家族モデルは、核家1j知の形象を軸とし

ている。 しかし、家族形成をおえ、再び火婦家族と化...'..'. 
したri:j齢者(/)20年、あるしヽは3(）年の1位後のfigt(/）あり

Jjが、 3 11.t代仕宅、あるしヽは 「近），1}」するネットワー

ク）i｝9.l:．をふくめて、 liil題化されるぺき社会的条件が¥ii

（I：化しつつある。それは爪に、介Iり．介i般())吸開とい

ったHiitll:(I(19lll|l(liに遠］Cされて済むll!l題ではなく、 1i:jIIj令

:f'i・(/）人生 そ d)．［|：．泊災学であり、 iI :． ｛i(/） 災‘芥—--(I）

間題である 。 にもかかわらず、 '1•\' はもとより、民llII に

あってすら、 i¥'litl位抒l.ttを構想するにあたっては、 「イi

料ど人ホーム」(})fi・説と）f多象に制約されてしヽる。 こう

した実践状態にあるけ説はきわめて1iii)）なもU)である。

ひとは、あるしヽは、 ri'iiII愉行すらも、 li・l後(/)(I:．ましヽ を「1,ii

院」か 「1i料老人ホーム」などの施設性(/)イメージ(/)

もとで、済ませてしヽる。本当にそれでしヽ し、(/)か。わた

したちはどのような場所と空間(/)なかで夕じをむかえ人

れようとする(/)か。生の旅相にこだわる行にとって、

その場所は1R吸な課題である。

占村(i'，1加は、こ())|Ill題を杓察するにあたって、アメ

リカ0)liliIIj紆者il?t()）多様な艇間を参照にし、そ(/)!J澤

形態を分析している。そこでtl:11されている(/)は、利

)[lth!Jj式ではなく貿貸Ji式、介i鯰t'l191l(/）ffli呆Ii式では

なくニーズ発il:．Il,9f．点での実費徴JI又方式、そして、身休

機能の変化に連続的に対応した介護サーピス(/)提供で

ある。こうした事業手法にtl:1--Iする(I)は、入）沿するrhi

齢抒を、「社会的祁j者」と一方的に見なす(/)ではなく、

身休機能がゆるやかにおとろえていくごく当然(/))JIIII愉

者の最終段階と見なしていこうとするからである。f'j¥':j

齢化として分離してい くのではなく、）Ill11愉者の連続

的変移0)一つのfllとして位ii!tづけること。こ(/)ことは

爪痰である。ji:jIII令：者の分離という概念は、まさに、

nLDK＝家族モデルの延長」：・(/)11,iii’iに他ならない。）JIIII愉

者(/)辿続的変移0)慨念は、これまでの住宅政策(/)主祁.. 
9原理に切断をもちこむ。ここに、古村解俎の打説が介

入する。 この甘説の実践(/)計画論的公郎は、切断を指

撤としている。切断、すなわち、連続l':l：と非辿続性の

iiliilllli(Iiが住宅政策．．I.:(/）,fij齢者の位iitlづけをめぐって一



9i，1、lulli(I！に・小されねはならない。そして、こうした認

識曲(Iりな切断以降の、 ii'！illi糾Hlりもを組み人れた1j：屯政

策0)体系化(/)ti,ili(/）．粒場が0が用することができるよう

に息われる。

1{プリック ・アー トをめぐるこ7．つの解題は、 li．しIに

相hli的な位iiりを孤している。いずれもがこれまで(/)バ

プリック ・アート、とりわけ、 「彫刻(/)あるまちづく り」

叩如もとでのオプジェは、「彫刻公＇，＇｛」と称されるf'1!
度に、「イく・、：；：」なも(/)が多い、 という認識をペースにし

てしヽ る。研究作．が「湘 ，・イ＜．；ら」 と判断する •I：観的，i’lihlli

をもちいる良'ti()）プラグマティズムは必ず、それfl身

に、実践(})iiI•iilli論的公期を I'~蔵している。 それは、 Jll[

念にひきずられず、詳釧な経験(})‘~1誤へ肉赳していく

唯物曲的な；ぷ1情性をはらんでいるからだ。もともと、

「-9:,;,ィ<.9:,;．I(}）判断は、中観的である故にf|1対的なも

U) で、 パプリック • アー ト の経験にせまるひとつ(/)ツ

ールであり、それr,w()）妥晋性や杏観1'1：を1hlいつめて

いけば、'，~I，根な概念であることは l'I明(/)ことでなけれ

ばならない。 プラグマティズム(/)方法的な1~ろしさは、

そこにある。 だから 、 不•:;；なパプリック・アー ト が多

いという認識、そ(/)l •:frJ1.11：そ I}）も(/)が、 プラグマティ

ックにいえば、経験(})エレメントであり、 ：I:↑似性を結

呆させる；梢吸・9k())複合（本())分析への決定的な足場にし

て、また、その複合の構築物でもある。1:．観は、実践

(/）具休f|：()）•I―IFi!：0)ペースであるからだ。

そこでIiilいは次(/)ようにたて られる。なぜ、パプリ

ック ・アートと称されるオプジェはィ`＜辛と息われる r})

か、辛と息われるのか、その：1：観性の分岐を決定づけ

ている())はなにか、と。二つの解迎もまたここから：li

発しているように息う。

池村解題では、「空llil(j）文脈をIV.I係化するIiiI路をもっ

た空II11技術」というj災索をとり出し、それが、当1情
にオプジェと(/)「対話」 0)構造をつくりIllし、オプジ

ェをふくむ閲脱へと空ll110)9水験がNiかれ、その結果、

歩行行は「参）J|l」を促され、 パプリック ・アートとし

て窮受する ことができる、と仮設している。その空II[I

の体験の指原を、「机気を与えるほどの力」「）lil)!J.I}）甜

駆こI'-1悦；（lりになること」、ふと「周辺(/)競Ufiに気付く ．J

こと、「全休としてある一定の空1111(/）3'tll廿父しをつく るこ

と」、 「異化の感就を与え、空lii1を楽しむ」、 「アートを

身構 えて、0識することなく 」接すること、と いった記

述におとしている。空間技術がもたらす効果がこI))よ

うな語指探であるとすれば、バプリック ・アート(/)計

iIIli行は、そ(/)ことを1 •二.分に 1!-l 党し、 9:I ：掛けてしヽ く こ

とがlRり庄であ り、それが仕掛けとして機能するとき、

伽Ii空間へ(})rilt,l1;，が成立する。そしてまた、「批評」

がなければ、｛l：掛けとして機能せず、不平という，：l刈硯

に舞いもどる。池村解即）奇妙なトー］、ロ ジーは、空

li¥lU)9栂験(})ii/'i指椋を指ボしていることでみえにく いが、

概然と している。この解凶0)甘説では、 トートロジ一

こそがまさに夷践0)ii l•iihi論(Iり公i\/！の指檬であ る。 それ

は、サウンドスケープなどと同様、知況（Iり物質性とし

て空間を好察しようとする1i設の系列へと介入してい

るにもかかわらず、現象学(})lJし尾がりJれていないため

にり：じる。削わ くば、空1111(J）体験0)；梢指襟から空IIll技

術(})ii間IIへと〈分析〉をすすめるべきである。

•~‘・方、 ・内野解題はどうか。 この解！紺は、 9秘史を参照

しながら、 パプリ ック ・アート(})現れの殴階を柑淀し

ようと試る。戯くぺきことに、叫治2(i年に釘＇鼎 I神社に

設ii’t された大4•、I益次郎（俵が 「わがHil (/）月tiliの公共空llII

に閥かれた作品のはじめとされてしヽる」 ら い、 怜j•野

氏は、台挫に注IIする。f灘は｛依のモデルの結界のよ

うでもあるが、むしろ、見る5hと9象との視線の．I:・1浪I

係のあり方に、規餓された像と見る行と(})関係(})イデ

オロギー、 神話性を昭諒する。像を見ることは、(“↓(}）

モデルの神話（lり物iliをJ父復させ、戦前は、勤勉・忠誠・

滅私奉公())、戦後は、 l~IIll •平和 • 愛の価値が教化さ

れる。こ0)とき、 パプリッ ク・アー トは幸であった())

だろうか。 、~I I話が反復され、すでに教化されており、

（依を見るのはそのIi湛にすぎない。條は、計画の、岱l忍l

どおりに機能している。見られることがi和災なら、幸

という べきだが、それでいい(})か。

次())段附は、パプリック・アートが都iii(}）隙脱幣(i/i・

娘観形成(})コンテキストで設ii!tされる。そこでは、神

話性にかわって、その地域の物間・場所性の象徴())よ
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うなオプジェから、名をもつ作家0)屈外アートという

べきオプジェまでの拡がりをもつらしい。こ(/)段附ヘ

())変化には、オプジェをパプリック ・アートと名付け

ること、そして、そう名付けることが制疫や！層iにと

って何か邸味をもつようになる構追的な舞台の変動が

あるはずである。iil・jf「i(/）i籾liをする秋序、それは、締め

つける規撒もあれば、生成をうながす規撒もあり、そ

0)現線はきわめて複雑である。オプジェはそこに存在

し、 ;!Plけ↑は、 •`'；』；受するか否か、存外、 fc.l111だからだ。

だから、ここでは、「公園」0)計画論とは一線を両して

いる 。それよりも、台J±l~o)プラグマティックな分析に

もどる(/)がよい。

ファーレ．．＼、［川でのパプリック ・アートは、台9坐が洲

え、建物())外1¥t、換氣塔、 III.ii.：めなど都市の公共空1111

をかたどるilh施股が、オプジ ェと して提刀；されている。

パプリック・アートが、 ．hlIIli0)空間形態にうめこまれ、

都1|i(lり機能をはたしつつ、 1i1j時に、アートとして美的

機能を荷っている。いわば、都市空1111そのも(/)の台附

化の試みである。オプジェとひと、オプジェと空IIIl0)

連結、空llIl(/)形態のオプジェ化。そこで、ひとは、 パ

プリック ・アート(/)名付けのIIiii名iih(1,.)な効力がオプジ

ェとしてo;hllili形態にきえ、誰れのものでもなく、 liii

れにでも可能ならばいかようにも車受されるオプジ・

に出会う。それは、作者が表硯したアートかもしれな

いが、むしろ、歩仔r.・o)美学が、:ij(受者(/)エステティ

ックが生成する料在性をはらむ。吉野糾題は、こ(})災

的部iii空lll1(J）！I:．成を指示 してみせている。わたしたち

は、パプリック ・アートの名を冠した計画のもとに、

機能とガJ2杯と合II！ヤl：にもとずく都ili．空間の形成の9j!i.f!l!

とは別の、美学的）mJJl!(}）可能性にたちあっている。丼i，

!llf解題の実践0)il•I •画泊的公準は、こ(/)ような潜；（I：tl:―

それは収妥・・作り個別性の美学に対応する一一、あるい... 
は、可能性一美的都iii空間の形成の原理にある。翻っ

てしヽえば、都ili(/）空l111形態をかた どるハードは、ピル

からはじめマンションに至るまでことごとく、そのIfil

布の美学的な作法の試みの貨甜をうける段階にあるの

だ。
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講 評

さて、わたしたちは、；tniiり題が示す：火践(})itl•iihi論(Iり

公準0)いくつか())f「lを開示してきた。今日の都i|i?HIIII

はかくも、抽象性をたかめつつ、そのリアライゼーシ

ョンの構想）J（計画）とともに成り立っている。阪神

大紺災は、このような段階にある"iH行())hliiliを壊滅さ

せた。都市空IIIIO)iり建は様々な系列の輻校のなかから

たちあらわれてくるが、今Fl(/）わがl!ilの部i―I1社会につ

いての円説が示す実践0)計両論的公ilf!())水位をさげて

はなるまい。しかし、 ．lり建にむけての事態はきびしい。

山本W暉は被災マンシ ョン(/)iり建(/)可能性を論理的

に樅索していく。つぎつぎにうち出されてきた公的支

援0)iI消性をl憚化させるために、 11,本鮒題は、不l{|l

不離0)関係にあり、きわめて錯綜しているI:lllm状況を

つくりIllしている 2つのエレメント、「！l涌和と「＼1i[{i」

を柑,111し、分離する。こ0)生祈 ・i"fi!r,:()）分雌公柑iI}）全

i(i的な適JIl.JJtllりこそが、この解I凶0)実践的効））をひ

き出している。i「i吸なことは、分離によるTり建モデル

0)限界が、［・分離」そのものを形づくる社会(Iり詔／j；（llllを

相対化し、祈しい領域をひきよせようとすることだ。

実践的な臨界と1Jil、これが、この解叫0)、実践())iil・iihj

論的公糾！の指椋である。

なぜ、生活と椅；笙は分離されるか。区分所イ`ih1こと
って、 t'ti射形成は l•'.1JJ)J努力（自己担保）のJJiUIIIがi!［ぬ

かれ、生泊は、 j店本的な怖利として1li(lt4<ill！が保仰さ

れ、公的援助が投入される領域と見なされているし、

それがこのm10)社会的通念（合怠）だからである。こ

O)~I話と賓旅 と いう 2 つの系は、 1)1,：分所1.iマンション

では、共有 ・共Jll部分の領域に依存している。 こ0)依

存性は、生活と賢賄において、ひとりひとりの区分所

布者の独立を可能としているが、 一方で札1.1i.IIII0)依存

関係を、ハードな領域によって1111接的なもI})にもして

いる。被災マンションのIi建では、このハードな領域

への依存の個別性が、相互の依：（-f.|関係の確認ー一合紐

形成のI:{JI迅に転化し、匝桜的なものになる。それ故、

各区分所有者の生祈と賓j毅の系が一•2ドにそこでiJ.M在す

る。しかも、 1lil別の区分所1荘i者の生祈と賢il7,:の特殊性

の次元にいては、全休としての合絃には至れず、全体

の合悠がなくては、個別の区分所打行の生泊と賓1岐の



担保もできない。さらに、全体の合邸においては、各

伽l}｝III))|メ．．分iりffj行(/)特殊性が捨依されざるをえず、各

区分lりi1-J名は、全i(Ii的に1'.1ら(/)処遇を全体に委ねざる

をえない。こうした幾h、1にもわたる、似1と全体、生訴

救済とtW蹄'(r!i呆(/)ジレンマが発生してくる。合訟形成

は可能か？

111本解題り）分離モデルはひとつ(/)プログラムを示す。

生祈ihiでは公的支援がありうる。集（l：についての合邸

(/）、怠；ぷが形成される (I• もう 一渡、こ())マンションでJ し

に（l:みましょう」）。 ・11性にあたってt,(）IlfHIl(}）水準が

ぷされ、経済的('HIltit)J(/）格投がIII現し、分断が生じ

る。船Il:()) 合、ほ形成の水汁，i を維持すれば、 N':I:•(/）方法

--1U|l l ・ 建杵え • 91 l i紐•••ーをめぐって再検討され、

即n,ri ・ 貞似性能(/)ii’l容水邪が各ll~l)JIJ IK分；りHi行にと

われる。したがって、！1：．tlri(/）系を排除し、ハードとし

ての1位適なIWI:•()） 1}-il'！(/）合、岱 (tTI)ti(/）系）を1T（視すれ

ば、切り拾てられる I~分lりili者が1 1 1 るが、それを受け

人れる諦念が吸，11'1されよう，＞何がl:ll題かo I II本解題(/)... .... 
分離モデルが示す(/)は、全il(/）．~I:祈とし切廂をもらすこ．．． 
となく、十IIliに411f呆していく解は極めて稀少であるた

めに、様々な水糾！でのスクリーニングは不iiJ避である、..... 
ということだ。JlHもジレンマに満ちたiり生の方法は「解

散」である。そ(/)協議は、リitl:())合政の維持からはじ

ま っ て、 lりび、各I;(分所什K•の独：ヽ',:ti：にむけてそれを
分糾していく過相だからである。

かくて、ii濯i/¥.クiI)砂）分雌モデル(/)限界が様々な水

糾！ ・次元において出現してくる。手だては、ふたつの

1il{uにある。ひとつは、モデルがl)サ蔵している「公共

性」 ())JJ;illll.•K碑を合III！的に再il踪していくことで、

その1限界を解除すること。もうひとつは、松分所打者

という主休())次元を調股するのではなく、マンション

という都iii形慇をつくりあげているIりを、社会llオ（社

会賢本）とみなす）JlfiJ'l'I：を弛化すること、である。実

際、こ(})2つのペクトルにlIIjって、再生のために様々

な法 ・制度 ・手法が1次されている。ここにのみ、き

たるぺき新しい「公共111:」(J）iVi芽がある。

笠／J；i/9I隅題は、被災区分所1iマンション0)かかえる合

意形成の1/il題を、 El常的な管J!I！における意志決定の間

題にずらして検討しようとする。El本(/)府）]I！システム

は一見「ii!［接民．：I＿．:11ill」0)ように見えるが、実は、 〈自ら

が自らを規制し、支配する）という勝義(/)「.-ti*」(j）

概念に飯も述いのが、この社会の特質だ。そこにある

0)は、 r主体」ではなく、所1iiII,1人主義(/)亡磁である。

笠l)li解題はそのことを示す。アメリカ．！il(j)nl！事会1J1心

システムになるには、この社会では、 J]l!.iji会の社会的

権威・ 1斜制力が欠AIl しているし、フランス界).0) ↑{\~Ill！者

巾心システムになるには、無形のソフトに対hlliをはら

うという社会的猜盤が欠kilしている。ではどうする0)

か。集合住宅からH本の戦後社会の一端がはじま った

と考えるわたしにとって、被災マンションの再生にみ

られる新しい r公共fl:．」 0)可能性とそれにかかわる汎

気ある似分所打者の転換こそが重嬰であるように思わ

れる。この国に必吸なのは、まさに、新しい邸必決定

O)t(：掛けなのであるから。それがl'i剣に樅索されねば

ならない。

月説が内在させる実践0)itl•両論的公itI！をめぐって、

こ(/)講評はすすめられた。その指椋として、振動、切

断、 トートロジー（一種0)脱路であり、同時に、休系

的旋回）、潜{1:tl:・可能性、臨界・閾、をllIII[lした。い

ずれもが、既存(/)社会的印リ］性を内破しようとすると

ころにあらわれる概念である。ほんやりと息いr1,1,i<Iit 

究者の（像は、 'iif沢賢治の例の「デクノポオ」である。

生の強腹と受容0)極限を自らの生ff-(/）災学と したあ(/)

デクノポオは、わたしたちにひとつの範例として({-{1:

している。
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1.はじめに

本年1月l7日、阪神 ・淡路地域を製った兵l!li県jもi

部地紺は、地紺l⑬lでありながら、地役に対して必ずし

も万全の1脹勢にはなかったわが困社会の現実を浮き彫

りにした。とりわけ、区分所有マンションについては、

これだけの数がまとまって、強い地紺にさらされると

いう事自体が初めて(/)休験であり、建築物としての物

的な強度特性とともに、区分iiJi1iという保11・システム

そのものが、厳しい試紬にさらされたといえよう。

被災マンションに対しては、グループをあげての支

援態勢が組まれ、緊急点検や応悠梢itt、技術が1報の提

供等の対応が進められた。しかし、 これらは、主に建

築物としてのマンションヘの支援であり、 1ttnI！巡党の

対象と して、 社会的な存在であるマンションに対応し

たものでは必ずしもなかった。

長谷こ！；総合研究所では、災災(/)i'！：後から、社内にプ

ロジェクトチームを設定し、従来の平籾1！巡‘i的等の研究

等による柑梢を活／l]して、ソフト領域におけるilhli[JI迅

への対応をこころがけてきた。そ(/)趣旨は、地俎とい

う必ずしも想定が十分ではなかった吸索に対して、区

分所打マンションがどう対応していくべきかを、現実

的あるいは将来的な断i(iiで検討するものであり 、マン

ションの試純に対するソフ ト領域での解を捩索するも

のである。

活動内容についての報告は、本年報では別稿で紹介

する機会が1Tl；意されている。本秘においては、これら

の活動を通じて得られた、地震という視点を）JII味した

ときの区分所有マンションのあり方について、解閣を

試みる。

t疇震災により顕在化したマンションの課題

被災地域は、早くから市街化が進んだエリアであり、

近年においても住宅地としての人気がi翡く、数多く (/)

マンションが供給されていた。梃度の分布は述続的で

あって、数える範囲を股定しがたいうえに、区分所有

マンションという分類での数1It化がそもそも存在しな

いこともあって、強い地提にさらされたマンションの

数は定かではない。しかし、当研究所調ぺの供給実糾t



によると1973年以降94:年までに、神戸iliを中心とする

県 ド`！）I|i l ll|1では2万3千戸の民間供給があり、県l‘・

全休(/)約80％を占めている。これに公的主体による分

購戸数も）JIIわるので、区分所1iマンションは、 10万戸

規模の水ii(！で、強い地紺を受けたことは1!Il巡いがなさ

そうである。従って、 f1,！}文の投こそあれ、地i}Jにより

被せfを生じたマンションの数も、過去に例(/)ない規模

に述していることは明らかである。

紺災によるマンションの被災は、・!・Iffli者にとっては、

当該マンションの受けたダメージであり 、物Jll!(l,1h|i修

等をもってh1iいうるも0)である。しかし、今li|())地紺

およびその社会的発紺である俎災によって、区分iりf1i 

マンションの周辺に舷起された課題は、 llt純なも0)で

はない。(I又11)

まず、 ii忙接的には、被災した社会の復OOの前提とし

て、被災した住宅をi附l:．することが課題となる。こ(/)

点において、区分iりi1iマンションとそれ以外の戸建あ

るいは貿貸住宅とに大きな差異はないように見える。

しかし、マンションにおいては、 Fi生のための合邸形

成という手続きが必吸であり、また困難であるという、

他の住宅形式にはない特性があり、課題を大きなもの

にしている。

また、俎災の見せつけた大きな被'.i.Ifは、全1:iilレペル

でのi.-l:I1(/）1．ドで、公的支援0)必嬰性を認識させた。被

災地に対する公(Iり支援が必嬰であることについては、

|tl民的な合懃を得たといってもよいであろ う。 しかし、

具体的な支援のあり方については、従来の9,i地（1り災‘i!f

にはない部iliJ彫l(/）被災現状への適Jllをiiii提とすると、

図 1 震災により顕在化したマンション現状の分析と課題

（兵庫県南部地震〕

阪神・淡路大震災

（じ震度7の激震：未経験の加速度
（か）大都市直下 ：祁市型被災
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恨頂な姿勢が要求される。生ifi面での支援では解決で

きない都市的事梢が課題となるのである。

ところで、視野を広げて受けとめてみると、紺災に

対する全国の注目は、同時に全国の区分所有マンショ

ンに多少な りとも関わる居住者に、わが身への関心を

引き起こしている。地狽に対してどこが安全とは言い

切れないわが国の事梢と、むしろ関西よりは可能性が

浙いと思われていた首都間をはじめとする地域の当事

者感愧により、被災という現実へのアクションとは別

に、資施として、また住居としてのマンションの評価

が注目を集めているのである。

さらに、ここには、複災以前からの伏線があった。

既存不適格建築物は従前より建替え時に問題を引き起

こすことは指摘されていたし、区分所有法に代表され

る現行のマンション保有及び管理のシステムについて

も、少なからず問題を含んでいることが指摘されてい

たのである。これらの問題は、囮災後にわかに注目さ

れるようになったが、実は囮災より謡か以前から、マ

ンションが抱える宿題だった(/)である。これらについ

ても、被災現地で、また全国で、利1年の課題が一気に

顕在化してきている。

これらの諸問題は、単独で、あるいは複合して、現

地の被災マンションおよび既存あるいは今後供給され

るマンションの課題となっている。当而する緊悠課題

は、被災したマンションの復ll11uooであることは間述

いなく、これを解くことは、マンション全体に対する

大きな安心材料となるが、復災を経験してにわかにわ

き起こったマンション評価への関心に、的確な答えを

IIl意していくことも、長期的には重大な課題となって

いるのである。

3.問題を支配する生活と資産の区分

披災マンションに限らず、区分所有マンションをめ

ぐる諸問題について考えるとき、多くの問題は、生活

の訓題と炭産の問題とに分離できることに気づく。生

活の問題は、住宅としての「住む」機能に起源をおく

もので、あらゆる種類の住宅に共通の問題である。い

っぼう、資産の問題は、分譲住宅としての「持つ」機
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能に起源をおくも(/)で、（主宅や不動il:にかかわらず、

経済行動に共通のI:!J題である。そして、マンションに

ついては、「（主み」かつ 「持つ」対依であること、つま

り、生活の問題と資産のIHI題が、油在し(Jt存すること

が事態を複雑にしていることに氣づく(/)である。

先にあげた被災マンションの課題においても、マン

ションに特有の合意形成の11111組は、実はJHillオi!it0)巡

営という資i祖の問題であった(I忍11)。しかし、区分所

有者他l人は、只産において集1:110)悠志を左右する判断

者でありながら、生活においては集団に(K存する者と

位iiUづけられるのである。従って、被災等により、マ

ンションが居（主の機能を炎ったとき、これを1til1Uして

個別の居住を再開するには、個別の区分所1•i者(/)判断

では不足で、全体の合意を必要とする。つまり、 r1彫(/)

生活を共に委ねた」状態にあることになる。

これは個人判断の合致なくして集団の怠志は発りIIで

きず、集団の合意行動なくして佃人(/)ii.:.祈救済があり

えないという一種のジレンマを形成していることにな

る。さらに、その桐暉iiにおいて、 Jリl待されているIり伶(/)

水準は極めて高いにもかかわらず、佃人経済など・jlf生

のための賢並而の条件は限界的な制約の中にあり、し

かも個人差が大きいため、一致点の発見がlfl難になり

がちなのである。

このJ謝面について、他の住宅形式の場合を喝えてみ

ると、貿貸住宅であれば、生活iiiiの回復のみがIHI題と

され、資脱のことはさしおいて対処方針i(/）検討が可能

である。また、持家戸建等であれば、生新と賓i狙は同

ーの判断者に委ねられており、ジレンマは存在しない

のである。

生活と斑敵のそれぞれに含まれる内容をもう少し糾l

かく見てみる（図 2)。生活の問題に含まれるものは、

生活者としての基礎的要件であり、社会生泊のうえで

雌爪されるべき非本的枷利とも読みとれる。いっぽう、

演産の問題に含まれるものは、リスクとリターンを伴

う経済行動の要素であって、生活ll!]題に比べると、付

加的な価値と読みとれる。

この視点に立つと、先の公的支援のあり方について

も、一定の解が見えてくる。生活の問題がJ店本的な椛



図 2 生活の問題と資産の問題
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fllとして、そのマイナスに対して社会的な支援をJVl1.If

できる(/)に対して、 ¥'t,m(J）|iIl1紺は、あくまで私的な色

合いが強く、その解決は個人およびl関係HI体に委ねら

れるぺき（f(I：なU)である，， 従って、合、岱形成(/)困難さ

をもって、マンシ：rン(/)みに支援を集めることは、他

形式の(itむと(/)パランス(/)l：からも適切ではないと判

断されるd)である。K災という ’li1’'りに配l&.，するとして

も、それにより投われた！I(祈機能(/)lIl［復が、すぺて(/)

91名む形式にわたり果たされるぺきであり、マンション

においても、支援が必痰な場合には1t¥il(li())ilU1:．を撒JII!

して、生訴1(1jにつしヽての支援を受けとめることが求め

られよう 99

生t部）澗題と切躯l)|lIllu(J）分雌が、被災マンション

(/）みならず、現({-するマンション、これから())マンシ

ョンに共通(/)課題となる。本稿においては、こ(/)},1.iに

留認し、以 l‘•(/）検『けを展IH-1 していく 。

4.人命を守るシェルターとしての住宅

今Ii•II (}）地甜は、 i]i)的VII(/）激凋が人I. 1密1虻(})j\'ljい大都

iliに集111するという、ある、意味で不怜な偶然が．lT（なっ

た災！il｛であった し，しかし、 ：K災という ；． i•郎のとおり、

地域を特定して杓えても地恨は避けがたい現象である。

これを人災にしないこと、すなわち、どこで地囮があ

っても被‘jI｛を最小限にくい11：めることが、自然界(})1|9

では小さな人間に「IJ能な手だてといえよう。

地俎において最も懸念される(/)は、建物が峡れて1‘.

敷きになったり、多発した火1Jiで助けが1iIlに合わない

こと、つまり、人命0)1111題である。(l:．まいそ0)も(J)や

家lU泊具は、人命が助かって初めて、岱味を耕つも(/)で

あり、（］りむも人命を守ることを第一・義につく られてい

る必嬰がある。

阪神・淡路大俎災では、 5,500人を超える人命が奪わ

れたが、その!JO％ほどが、家）・{!(/）倒壊または家貝の I‘•

敷きになって(/)l.I：・タじといわれている。仮に、地甜が未

明ではなくもっと迎いIIが11114ifに発生していたら、交通

機伐lなどで0)被祁はも っと大きかったことは明らかで

はある。しかし、多くの人命が、本来命を守るぺき(l:

屯内で1[1なわれたことは、 (1：屯がJ1け本l!I：能を発りllでき

なかったill:li：であり、 ！I：．t,f(/）lli)題として残念なことと

いわねばならない。

この地紺におけるマンションの被；いを検iiil：したい。

残念ながら、公Ill）された悉悴閥．1tでは、物的な形式(/)

みの分類による澗究が多く、）りHil対係にまでH:11して、

いわゆる分譲マンションの全てを網羅した鼎l．． 代は見あ

たらない。しかし、 例えば、長谷エコーボレーション

0)il化il|・胤 l凍紅't3 6 9棟(/)il!J．ftでは、伐lJ拠li例はなく 、

建物ii隈による死亡も発生していない。1ii)閥．介．では、

構迅休にill似を受けた 「大破」のマンションは、4l東

(1.1%）とされている。また、不動iti協会や11本iflilp1(l:

宅協会といった業界1:ll体が、会H企業の報11tを集il|・し

た閥．在においても、分類の表況は異なるも(/)0)、ほぽ

Iii)程疫の被災水糾！が示されている。こ0)うち、 1:1本11,'lj

h-vi住宅協会の調府は、県1‘•93,000戸の会tiijし給実糾を

対線としており、先に述べた存在可能性の過・、ドを網羅

していると考えられる。

iH別の被災状況から目を離し、数字だけで'1!III析する

ことは危険ではあるが、今lfil(/)被災だけについていえ

ば、分it舟マンシ ョンは、人命を守るという住宅として

のJ.l財本機能において、つとめを果たしたと甘えるであ

ろう。

この事実を生新／賢i府の区分で読みかえる と、損壊
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/)）程度は、賓Ilttihiに大きな屈猜慇を与えてはいるが、少

なくとも倒版に至らなかった例が大半であるという事

実は、地成の一次災'.i!ゆ ij:1で、生固llll0)最も爪嬰な要

索である人命の保全を果たしたということになるので

ある。

し印災後、一定0)lUIIlilが経過してからは、例壊または

半吹した木造｛l：宅は、いち早く糾体撒去されて記憶か

ら洲れつつある。そ0)納集、なお残る無惨な姿(J)マン

ションの映倣ばかりが、報迎等を通じて1:IJ象づけられ、

無伐l心な附には逆―方向の1,iり報となっている可能性があ

るが、シェルターとしての機能について ,~．．分iりi1iマン

ションが111応0)鋤きをしたことは、事実認識として訟

識しておきたい！lfJfiではある。

5. 「壊れる」ことを前提とする八ード耐震性

J也紺に伐lして、人命0)次に取り沙汰される(})は、マ

ンション0)ftll•(i としての性能、すなわち、イ涌lJJ！代とし

てのマンションが地紺で瑕れるかどうかである。

粘論から貧えば、マンションに限らず、すべての建

築物は、ある水ii(：以上の地紺では煉れるように設計さ

れている 。 これは建物(})新ll」や術．ff.を受けたi~掠ぷ股；t1·

J訊f_!をl！ilわず、設iii思想としては同じである。

一般に、新耐俎(})股，りなら、強い地紺にもJ乳れない

という誤解が没透しているが、新Ifが1i:.11では、 1・壊れない

こと」ではなく「ど(})ように壊れるか」が設計0)l・:1椋

となっているだけな(})である。新耐紺では、「その建物

を使っているIIIlに数Iijl発生するf91!J.n:(}）地紺ではJ乳れな

いこと 」 という、—•••般通念に合致した規定がまず存在

する。しかし、 9史JIl)VIIliI中に一渡あるかないかの大地

甜に対しては、「人が逃げる余裕を確保するために急な

倒吸や崩落をすることなく、」壊れることが、確保すべ

き耐煤性とされているのである。大地紺のたびに改訂

されて今l]に至る前惰U闘！！は、経験の裕梢により、こ

の性能を確実に実現するための技術•手法が改訂されて

いるものと考えることが妥当である。

耐捉股：計におけるこの規定趣旨は、「建物が壊れない

ことが必要」という賓J！伐保全の期待の前には、なかな

か理解を得られない。しかし、 i奇i！代ではなく iI.：.titをま

ずI（視する立場にゞl：てば、建物の性能仕様について())

総合的かつ合刑的なil如定とJ-ll!h,1！できる。建物を建てる

I-Illりは、住むにせよ働くにせよ、「｛史川」である。削紺

性だけを出究して柱だらけで窓もない建物は、 l|iitd) 

快適さや経済性について1iil組があり、？H|i11の利JIl効乎｛

やコスト 0)|li幽も含め、生訴i-（liで())iif(IIIiを低くせざる

を得ない。つまり｝，韓礎性能部分で())'丸点によ り、 総合

性能は低いといわなければならない0)である。

地紺の大きさに、予見できる 1:I限はなし、。すべて0)

地紺に1前1える性能を求めるより、人命をilなわないこ

とを絶対条件とはするも())(/）、 「壊れる．1ことを前提に

して、その後の対策を連動させることが合JII！的な0)で

ある。 一般O)jl_l：論は、 時として、人命l!｝爪を1i)i仔d)も

0)として、 iil壊の1i無だけをi1ihlliする傾l,'りがあるが、

祉ii抒に厳然たる校をつけている())が1ij9|iも没，ii・())息想な

0.)である。(|又13) 

図3 酎震性の考えかた
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ここでもやは り、「人命は守る」ことが！T（吸な吸索と

なっている。地災に遭っても、命さえ助かれば、建物

はまた作ればいい、という現実的対策を枯盤とする息

想が底流を貨いていることがわかる。

ある水部を超えた地囮では壊れることを1ifi提とした

ハードのi射囮性に対して、壊れた後の対策(/)ことを「ソ

フトの耐祖性」と呼ぷことにしたい。ハード())紺紺性

には必然的な限界があり、それを~Ii うのがソフ ト ())削

腐性だということになる。

（要塞のようなマンション77) 
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6.ソフトの酎震性①：経済能力への対策

{l:．祈／貨i!i砂）区別を持ち出すまでもなく、 lぎ1己llオi崖

(}）保全は1’-1己責任によるというのが、わが国の経済原

llllである。従って、地煤という他者0)貨を1111えない天

災に対して＼勺i喉保全を図るには、自ら(})i1担でソフト

のi射紺性を利めておくことが必嬰となる。

一般の建築物であれば、あえて~;！代（呆令(})手だてを

施さず、まさに自己i!t(f：において、ハイリスク ・ハイ

リターン0)述‘,：打を行う l.：II l Iがある。その行れは、 •Ji

の場合にも、自己Wi)代をill耗するだけにとどまり、他

者の生祈ihiに被出を及ぼさないからである。しかし、

マンションにおいては、先に述べたl卜し1人と集団のジレ

ンマが存在し、佃人．ilWi.0)ソフ lヽ員廿紺性が、全休つま

り他者(})!l：·柄 i•(l i を支配する構追がある。 いわば、即．陛

ilIiとii濱町(iiに区分しがたい恨l係が生じており、特に、

ソフト1耐紺191:(}）保持がfi嬰な総味をもつことをJJI！鮒し

ておくことが必嬰なのである。

地i}i(}）ようにli(I囲が低い災i!fへ0)備え としては、ま

ず、保険(})システムにより、低負担で閥い経済能力を

担保することがlT（嬰である。現在の地俎保険は、保；ii|:

額(}).1:1限など甜lll虻としては必ずしも万全なも0)ではな

い。 しかし、マンシ ョンの復111を想定した場合、土地

ごと購入する場合に比べれば、 {U|l10)ため(})1't)11負担

は中ll対的には小さい(})である。むしろ、経済能力の(I/ii

人差を充崩する保険fIilll虻は、貸i猾のIIil題を他者を含め

た生祈のI!il題に拡大させない歯ll：めとして、経済弱行

にこそ布炒）である。

なお、地震保険にl関しては、多数0)9JII入による裕梢

J＆金が充実して初めて、11効な制度に有つと考えられ

る。紺災前には 7%（全国）に過ぎなかった）JII入玲くの低

さが現在のIlil題であり、今後、区分iり泊者への理解の

没透により、普及率をi%めていくことが、制疫改善ヘ

の近逍であろう。

さらにマンション特tiiの間俎として、補修や再建に

向け、所打者の共liij・合意が必嬰だというIlitliがある。

自分だけの家なら簡1liに削せるのに手続きが大変だ、

という見方が、区分所有を否定する意見として出され

ることもある。しかし、元のように住みたい、という

点では一致している筈の区分所打者が、事党のための

怠息決定では合意できない場合があるのは、手続きの

問題だけではなかろう。：は思決定の容易な戸建住宅に

おいても、 ：1り建(/)可能性を左右するのは経済力である

ように、こ(/)局i(iにも経済）JO)影評が枯底に見えてい

る0)である。

複数ある選択II支のうち、マンション全体にとってlii

適の解が含まれていても、そこで要する費IIIを負担で

きない区分所イ1者は、別の案を支持せざるを得ない。

何故なら、自分が参）JIIできない案が採択された場合に

は、その(l61人にとって、賓｝！代1!！l凶が生祈l!！l題と化する

0)である。もっとH.i端な場合には、あらゆる能動に対

して否定する立場も発生しうる。たとえWi府として不

全であっても、改§({:1、,t／Ilを節約したまま．':I：ぷれの場とし

ては使いたいという希望も、被災時など特殊な経梢）li

tli0)もとには現れうる0)である。

特殊な場合を除き、不一致の根源は、経済llij姐に帰

粘することが多い。 (μ1人ごとのローン残U'lや年収、別

即'(iの1—i無など(/) '（9lil1能）） 0）ばらつきが、マンション

0)叩1：.実現0)妨げとなっている。従って、 i呆l倹システ

ム0)粋及等による経済領域での底．1：げは、マンション

独特と息われる合、意形成のIV沿！化に対しても1-i効な措ii(i

となると期待される。

被災時の経済能力は、生祈／賓i?＇(iのl'i.<:分の上では、

tmiti(ii0)|iil雌であった。しかし、マンションにおいて

は、合、邸形成という過相を通して4:．t月の間加、すなわ

ち、ii炸i磁先されるべきil県／迅を支える機能を合わせ持ち、

ソフト川iiLせfl:0)煎要な吸索となっているのである。

7.ソフトの酎震性＠：組織能力と維持管埋

区分I.ii11者の集合f*である刑fnl！組合やこれを支える

管理会社が、緊急時にソフト訃lt引性を発りl［させるため

には、従来具備していた組織としての祈性は、欠かせ

ない嬰索である。「マンションは管理を買え」とはよく

いわれる肖郎であるが、管I!1！糾合や竹理会社が、その

組織力を••|•分に涵於しているマンションであれば、 fl1

対的にソフトのi甘紺性が泊jまっているといえる。
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区分所有者それぞれに復111(/）ための経済｝）があり、

共同事業を実行する良い近隣関係を祖梢していれば、

「命が助かったあとの復IH」の実現可能性はifliまって

くる。被災した現地でも、報逍こそされないものの、

経済的条件が撒ったり、被災程腹が軽微であるなど、

経済負狙能力に対して事業費用が柑対的に小さいマン

ションでは、多くが順刺な復Il:I事業を進めているので

ある。

また、 H'）it的な維持管理業務により、建染の初期性

能を持続させることは、地囮の際の第一次被宵を最小

限にくいとめるために有効である。例えば、巾性化の

進行等の眼体の劣化を適切な措ittによりくいIl.：めるこ

とは、理論的には、 i替在的な耐災強l£を餅めソフト耐

紺性の負担を軽くするといえる。従って、建物のFI‘iit

の維持管理は、賓部呆全に欠かせない行動の一つと考

えられる。

残念ながら、この点については、一般の認識は、こ

れまで必ずしも十分ではなかった。しかし、今回の地

紺による被災の状況が••I••分に解析され、日常的な維持

管理の実行が、被災を最小限度にとどめたことがり1ら

かにされるとすれば、これを機会に、日'i:tの維持管理

が、マンションの貿脱保全をi替在的に支えるものであ

るという認識が、ユーザに没透していく可能性がある

のである。

その延長には、これまで取り沙汰されることの少な

かった管理会社の技術カ ・事業力の水準差や、管理組

合の巡営の普し悪しが、正しく評価されるようになる

期待がある。これらが、例えば中古市場でのfilli格評価

等に反映されるようになるとすれば、今回の被災は、

災いが禍に転ずるように、集合住宅の巡営をよりよい

方向に誘導する契機となる可能性がある。そのために

は、自らの領域の重要性を強く意識した［関係事業者の

情報発信にも期待したいのである。

8.住宅供給における生活と資産

痰災を機会に、需要者屈に、貿貸か分譲か、住宅選

択の迷いがあらためて生じている。梢費者にとってど

ちらが有効な選択であるか、という稲類の議論は、こ

れまで幾腹もマスコミをにぎわせ、判定の根拠となる

試算が提供されてはいる。しかし、それらの試g)：は、
いずれも将来にある想定をおき、結果をそ0)想定に委

ねる性質のものであった。つまり、 将来の価格水準や

金利など、想定の対線が固定できない限り、得失の評

価も確立できなかったのである。

一方、個人にとっての貿貸か分譲かの選択は、住む

という生新行偽を前提にした上での、貨賄として所1CJ.

すべきか否かの迷いである。ここにも、 ！k活と貿施を

区分した撒理が1；J・効なものとなる。

賃貸と持家の比校においては、通党、賃貸{I:．宅にお

いては別の存在である貿伯人と大家が、持家住宅にお

いては同一人であるというI!I！解がなされる。 しかし、

これを分解して考えると、持家所打者は、ひとりで、

貿伯人の役割と大家の役割を担っており、両者のli11に

は、家計村り上の住宅費が、家貿相当として存在するこ

とがわかる（l忍11I-A)。

図 4-A 賃貸／分譲の比較と住宅投資
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ここで、賃併人に卜1［当する部分は屈住者として(/)機

能であり、大家の部分は、 (|l!1人Ili棠主ということにな

る。

いわば、持家においても、 tl:．むことだけを11的とす

るNi}住者と、住宅を賓本に投竹lUll|Uおよび4凶業益取得

を1忍lる事業主とが(-t1l：していることになる。そうなる

と、賃貸住宅0)大家が、家作をlli業と把え、収益やリ

スク対策に敏感であるような感＇i店とそれに見合う11,iii!t

は、伯l人事業主としての分譲住宅II情入者にも必要とな

るのである。

措littO)一つは、先に述ぺたソフ ト耐紺性としてのリ

スク対策であり、通’/it0)ローンで1船lilllJII入する生命保

険が生活者として(})リスク対策であるのに対し、地紺

1呆険への）J11人や科［織として IJ）維持↑ti;)1J!fl~)Jの見極めな

ど、投賓対象0)狩Q'（i(llliflれの保全を1匁1る行動が、これに

当たる。

また、 lIfitt以前の判断として、こ0)ti：屯事業投惰が、

事業として4i益であるか(/)検証も必嬰となろう。 一般

的に、貨貸住宅経営では、土地投府の利liIりをii1:I.：す

ると採葬が合わないという傾l{ijにあり、 (1&1人（：l:宅ロー

ンが、特に悩遇されていることを前提としても、不動

剛1llifitiが右上がりとはいえない場合には、必ずしも牙IJ

益が．上がるとは限らない0)である。

生活と賓Ifliとを分離して、持家取得についてl・・;！加）

ような91！解を前提とすると、貿貸か分iiI｛かの議論は、

従来とはやや異なる）iと1iI-1をみせる。 li}ti：者には誰でも

なれるし、生tf0)ためには、少なくともひとつのI:l：屯

の居住者である必要がある。しかし、個人事業：：tにな

るかどうかには選択の余地があり、必吸なl~itlttを含め

た得失を自分なりに判断していくことが求められてい

るのである。

現在のところ、 fl~I人レベルにおける貿貸と分腺との

差は、一つは個人事業主としての投資危険と期待利l[il

りを想定した経営条件の評価である。もう一つは、経

営に参）JIIする資本投入者である以上、自分の好みの（主

宅をJ→fl意できたり「釘を打てる」 lぎl[l.Iがあった りとい

う生活メリットをどう評価するかである。最終的には、

この両者の考散により、貿貸か分限かの選択がなされ

るよう、一般O)J.11！解を求めていく必嬰があろう。生祈

と貸i・府をilも1filしたまま0)淡然とした期待による選択は、

両方ともが必ず増進するとはいえない時代における行

動指針として適切ではない(})である。

ただし、ここで理解しておく必嬰があるのは、全国

民が快適に生祈するためには、 l!t、ilf数だけの住宅が必

痰で、そのためには、「i(tかが」住宅投府をしていく必

災があるということである。貿貸住宅において、土地

現(l:fl1iを椋入した経営は一般的には成立しないという

条件の下では、（Iii!人地主や公的主休だけが賃貸住宅0)

供給源になってお り、企業的参入には1限界が発生して

いる。現行のマンションが、個人の住宅投賓の対象0)

座を失なった場合には、 tlJ給バランスがlirlれて家貿が

iIij騰する事も考えられる。住宅事業に適il:．な個人投柑

を誘祁するためには、特にリスク対策などの強化や誘

悲さらには、投賓と1,lil：の分賠など、条件を再紺し

たうえでの新たなマンション（級の構築等がlUlfかされる

のである。

また、 1g分所1iマンションにおいては、この個人lli

業：l：(}）部分で、共ltiJが一什休で行動するために、区分所

. ．------

図4-8 区分所有マンションの場合

9 • 9 9 9 9,..,  

暉≫二ご1.！竺．；伍互・-9：ン返i"

暉 住宅費；
• • 9心石ゴ．．．—-＿i＿伍回i.► 

：ローン返済

呻，下戸竺丑互［ロー►ン返演

暉二石可竺空刊圧五 ！：口：ン返il'I

雌デ己匹DI口：ン返済
； .．,．．,.，．，．．．．,.,．，．．．, 

区分所有法・管理規約

39 



有法およびこれに枯づく管刑規約等が機能している。

この部分についても、；意思決定0)しくみを見I直すなど、

ソフト 0)耐甜性が今以上に強化されるよう、炭災を教

湘Iとした改節が削待される (I忍14-B)。

投貨．：I：．が11il人であれ企業であれ、 t布崖保全のしかけ

は必要である。災災を機会に、今後のマンションだけ

でなく、既存マンションについても、リスク対策や建

物の維持管理について0)恨I心を伯iめ、快適で安心な部

市）ifti:．がりと現されるよう、埋解0)普及没透をはかって

いくことが求められているのである。

9.復旧・復興の手順と選択肢

現実に被災したマンション(})復煎について考える。

被災マンションにおいては、少なくとも一般(})ユー

ザにとっては、 RC追(})集合住宅が1li壊するという事

態は、想像もしない出来りiであり 、そ(}):.li4lt者がl'.1分

たち怜Pl！組合であるという認識が必ずしも定柑してい

ないことを含め、規実への対処に十分な態勢はJll意で

きていなかった。
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図 5 マンション再生の手順

被災状況と LO建物現況の把提
〇区分所有者の所在確認

再生態勢の確認 lo再生取組み態勁の構採

再生計画の策定 I〇再生方針のあたりづけ
●建物実態の鯛査

事業条件の謂整I●非参加者への対策措置
●設計 ・事薬計画の策定

区分所有者の I ●再生計画案の提示
●総会開催の事務手続き

合意形成 1 ●総会による合意形成

a.再生工事

このため、被災したマンションに対して、分，浪企裳、

あるいは建設 ・ 販｝~ • fi'l11！など(})関係企況により、 {j

形無形(/)支援が行われたが、こ i しら U)支援は、氾務 I ••

の設定によるも())だけでなく、 1関係企業と してc))節は

による支援も含まれている（，‘必際には、破災から復腺

事業())実施までの過程では、難l~I といわれる合邸形成

以前にも、多く())手厠iを踏む必虹がある (l'X15)，9

これらは、本来は堺ili行であるIX:分1りr{jr;・((/)出合）
に課せられたも(})であるが、そu.）・・・・{111でも、関係企梨

による支援があれば、より 1り滑な進fiがlUItがでさる，9

初動段附では特に、巡各位）lil{,1を見定めにくしlだけに

1「fitとなる外部・サービス(})発枕が困難となる’l汁，11があ

る。行政からのコンサルタント派逍など、火幼性ある

対策がJUl待される0)である、9

復lll.1U典())Jj|｛りについても、 1iil題は氾l:．する，I f 

JUlすらしなかった突然0)」11J乳にII'り(liしたI;,(,：分所(iK.邪

0)関係当事者は、 「元通り lI¥：すにはどうしたらし、しlか ，

と考えるのが11然である。しかし、破災マンシ iIン(})

図6 マンション再生の選択肢
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選訳II支は、 h1i修による似Il l だけではない。 •ltll乳が大き

< h1i修i麻IJIIJがイ,・11［能なマンションは別として、 1.’l|lI

に選択できる湘Ii修」＇・建替え」「解散」())3通りの選

根II女が存在している(/)である（l汝1(i)。

もちろん、破災O)f!i¥/文により選訳II女())ln：みは変わっ

てくるが、 iltなるl,1Ht機能だけではなく貸I’代として(/)

マンション(/)|i',:wtづけを杓9紐すると、少々t'tlllを嬰し

ても建替えを希屯する権利・れもいておかしくない。

マンション(/)(1llif11'[には、（史JIl{Il1i値とiIiJJ.,HIliiii(/）こ7.i(li

性が存在する。大規樅なhli修は使川価値(/)|01復には役

fi．つが、411壊したり収や［［J依は、容易にはii'i去されな

ぃ。さらにhli條した躯（水は、紺災でltl壊した従iifi艇休

より怖化できた(})か、また1lilじ{il壊を受ける(})ではな

いか、 というtrj,j)jばftfig()）・イ況‘なもつきまとう 。これら(})

吸索が市場(Il1i1iliに影評を打・えることは想（依に難くなく

選択の力.l{,JがViI!tifl:．に影料を・リ.えるのである。 1U|ll0)

l~l (1'，J としては、 ~I浙りの 11Htu と t1 I9,i::(/） |iii復とがil(！存する

が、賓脱としてのマンションを1；iiく総識する／iJi(liでは、

如砂）［(11復が強く求められていることになる0)である。

また、 1μhJIl0)経済能））0）4く｝止により、新たな所打を

I 図1 等価交換など資産変換の技法

底地処分

► 

等価交換
~ 

1": I的としたJし:|ii].!•li梨に加わりにくい115：分jりrf-j者が多い

マンションや、後述する既{fイ<i爵格により、再建そ(/)

も(/)が困難なマンションでは、 i?ti)'（i処分による解散も

イi効な選択II奴たりうる。i罰繹による金銭rl'm:は、引

期(/))li態紹決と新ii：．祈への移行においてi恐れており、

個人))II(/）対策1!111渡 と合わせ、被災マンション対策と

してもっと検討されてよしヽと好えられる0

集合(.1名むの建f1えは、これまで、既（和コミュニティ

叫呆全が、合、心形成と人↑li0)l：でi「i嬰視され、殆ど絶

対条件(/)ように扱われてきた経紺がある。しかし、）既

に被災しているマンションにおいては、 iiI•iilli(/）合怠を

形成するまで(/)IIが1li1(lり余裕もなく、さらに1-H業1|1(/）2 

年ほどI))関 i:．)，i:・(}）h,(1［保も被災地では難課阻である。既

往(/)老朽マンション建｛弁えとは邸識を変えて臨む必恢

がある(})である。

なお、IX:分所打者(/)経済負ltl力が1泊足する場合には、

従i,1fit和砂）一部を取りiilして、 Pi.｛l:.1i業(/)W金に允て

るJi法も検、付する必嬰があろう(|叉17)。従来のマンシ

ョン建｛がえでよ</llいられていた等iIIi交換手法は、容

梢拡大により、l|I4りll}よに対応する」：地持分を減少させ、

建物

土地

所竺：分□□ ：貸先居；主居）

l土地 ITT 
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従iifi分と())毅を建設費に充てる方法である。この他、

底地を処分して、建物に対応する定期(li地権を設定し

たり、土地および建物を売KIlして、 ・fli業後の建物に賃

貸入肘するなど、生祈涌iにおいてマンション1村），•1;tl：を

細承しつつ、必要な竹1)侑i-(Iiで())fitii化tをとっていくこと

が考えられる。

10.既存不適格建築物の緩やかな消滅

被災マンションのうち、建犯llffJOIが古いものでは、

容梢率等のうえで既（i-不適格建槃物となっているも 0)

がある。これらのマンションで建替えを検討する場合

には、現状延床が確保できるかどうかがliill俎となるこ

とが多い。

沖｝い、述策指祁については、総合設計・i|ill殷を柔軟に

巡111するという通達が出され、多く 0)マンションに現

状延床を確保する途が1}flかれた。しかし、その一方、

公lif.l空地確保のため0)佑ilM化が、祁さ制限への抵触や

相隣関係0)應化を引き起こす可能性もあり、必ずしも

延lkifli梢を回復できるとは1{J化らない。

一部に誤解もあるが、既存不適格建染物は、建設lI:'i

ー・・ •• ...... .--·........ ____. -..— • ••• -----.． ．---•一.. ••• ................ ...............、..．．．.．..

図8 既存不適格建染物の発生経緯（主甕甕素）
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1973（昭48)用途地域の都市計画

頃 （具休地域の決定）
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1976（昭51)健槃基準法改正

（日影規制改正）

，点では｛i．派に合法建鉗であり、建物が{f続している限

り、現行法制においても合法であることにti:、意する必

要がある。建染J.I闘Iii1;(j）集15l1規定強化の過程において、

語規制のなかった1f!i代に合法的に建設された建鉛物に、

後から規制が加わり、現行法0)・・ドでは祈槃できない形

態となったのが既f炉ド適格建築である（l又18)。

これらは、本米ならば、規制付与時点において、 将

来に向け(iIIらかの方拍J性が示されるべき建裕群であっ

たのだが、そのような動きはなく、また経済的な制約

に対する1/tli{｛も取られていない。その結果、既存不適

格建第(/)土地利JI] （illi•itiは、利JIl年数にわた っ て緩やか

に減価し、現建物滅失II寺に、規制通り (/)(111ifu'iに収束す

るぺきものとなっていた。

しかし、 iti災により突然に建築物を失った」：地は、

所有者に急激な滅ilIiを与えることとなった。所打者が

Ili独の法人または個人の場合には、貿ili'UIりな滅価で済

む事↑i'iも、マンションにおいては、生活空1111(}）減少を

伴うものであり、生活ITiiへの影梱が大きいものとなっ

ている。

被災した既存1遠針各建築に対し、復判と称して従iiii

の容梢を与えることは、マンショ ン／計（主者(/)ii:．活jlJ建

のために望ましいこと ではあるが、既存不適格状態を

延命することになり、都市計画(})見地からは必ずしも

好ましいことではない。周辺と(})一体開発等により容

梢条件をクリアすることが望ましいが、可能な場合で

も、上地あるいは余剰容梢を購入することとなり、 1,t

/fJ負担やI'13圃との澗撒問題が追加される。

解散という選択肢は、当該地における生活i(ji(/）放棄

ではあるが、都市計画の上からは1i効な手法である。

また、灰り入屈の歩留まりを見込み、金銭ti!13代を織り

込んだ縮小隈の建替えも、負担のliij題はあるものの現

実(Iりかつ合理的な手法として、検討の価1Itiはあろう。

既存不適格建築物は、後手に同った都市施策(/)つけ

を背負った存在である。現実(Iりには個別対9心ながらも、

生活 ・資j祖の両而に配應した対応模索を続け、今後の

問題解決のための共有認識を形成していくことが課題

となっているのである。
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ll．これからの取り組み

以上、復災以降())区分所4iマンション())現況と今後

に関して、生訴と貨;mという視点を立て、特に懸念さ

れる事項について論労した。見解(})うち())幾つかは、

既に社会的に関心を集めつつあるも())(}）、大勢につい

ては、 一部d)関係者だけが温めている｝jiIiiである。こ

れらについて、構迎的な分析をif（ねる 一•力、 1!ll t)やす

い表現で発ki.することにより、一般のJ11！解を求めてい

くことは、関係行()).tt務である。本秘は、そ{/)-・端を

担うものと；意識して構成されたものであるが、必ずし

も1;1rr•J を果たしていない(})は、筆者のカ(})及ばざると

ころであろう。

いずれにせよ、現在0)社会梢勢と経済J1し盤をiiii捉と

するI限り、 91船1人i勺金による集合住宅は、都・IIiが必嬰と

する構成要索である。俎災を契機に1hiまったl関心を1i

効に誘甜し、リスク対策やi呆H・ 平tJ!I!0)あり方を含む

.jj策を祁ずることは、マンション事業界0)爪い課題と

いえる。特に被災マンション0)復郎にIMIしては、現在

0)ところ、従前の手法で当たらざるを得ないにしても、

ここで培った紫梢は、今後ilti(Iiすべきストック対策に

援JIjすべきi［嬰な経験であり、想像したくはないもの

0)、lり度の地紺へ0)備えともなるものである。これら

を訴かした今後0)関係業界のilil進にJUl待していきたい。
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日本のマンション管理システムの底流と将来像
The Ji'oudamcntals and the Future of Condominium Management System of.Japan 

酔聞の対象

日米のマンション管理システムの比較研究
A ComparaLiVl• SIluly o(CoIIeIominilIIIl NlaIIngcnI(：nI SySICIn cl( 
Japnn aIIIl the Unitcd SliIICS 

l．はじめに

e．管理システムの類型化

3．アメリカの管理システムと社会

4．フランスの管理システムと社会

5．日本の管理システムの将来像

1.はじめに

F1本の分談マンション1奇nt！に関しては、阪神大紺災

を契機にして、迅速な意息決定の難しさなど、かずか

ずの1111題点が浮かび．tがった。本稿は、「．集合tl：屯国際

フォーラム'94」 のIll•I III！にあたって収集した貨料をJi礎

とした対応研究を1ヽ・敷きにしており、汁ii外(/)マンショ

ン符JII！システム(/)類型化を通じて、 I・じ1本(/)11fJlj！システ

ムを再検irlする試みである。

？．管理システムの類型化

日本の分限マンション(/)料刑！組合では、巡‘ii';(/）主甜

権はJ.!l!*会にあり、外部糾織である符J11！会社は、迎営

補助機1対に過ぎない。）nill.（な意息決定は総会において

行うことが原IIllであるため、 Fl本のf利l！システムは、

直接民主主義的な色彩が強く、「総会巾心システム」と

呼ぷことができよう(|没l表］）。しかし、マンション竹

J1.l！の手法はこれに限られるわけではない。今世紀後半

以降、世界各l国lにおいて、分譲マンションはJ¥ii)J!Iしつ

つあるが、その符J1J!システムは各l団I各様である。

図表 1 総会中心システム

|．． 役罵 1 意思豆竺竺［・運営機関 ［＿竺竺＿1

任就

会事理►
 成

名

一
出

構

出

有

下
t
疇

‘
 ►営理者

笠原秀樹
管理受託者等凸墜誓匝会社等

Hi曲klKASAHARA 
'··- ・・•------・ • ------• ----------------------・ • ------・ • • --. ; 

例えば、アメリカの分訊マンションの竹月l！システム

は、形式上、l:I本と類似しており、竹：FJ!組合、総会、

理事会などの1店本的な道具立ては、ほぼ共通している"。

しかし、総会において選出された理事が、全l区分所ホi

者を代表してほとんどの事項を決定し、一般18:分所1i
者は、理事選出以外にはほとんど管理には1,911与しない

という点が、決定的な違いである。いわば、理事会が

巡営機関と意思決定機関を兼ねており、総会は理事の

選出機IJ!Iなのである。このような代議制を4店本とした
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釦肌システムは、「J!l!!）i会中心システム」と呼ぷことが

できよう (I匁l表 2)。

図表2 理m会中心システム

|――••五―l•一一恵;;'ff.-IllOO[` 五―「~~-~―·
,—··- - --·—--•-----------• I 
I I畔畏ー・----•..壁荏—一ー→（管理者）
： ↑選出
l I里↑虹ー，►[］面―＼選任
；区分所有者見民璧l旦組合胆会 （管理受託者筍）◄型五1里会社等

これに対し、フランスの分譲マンションの箭J!1！シス

テムにおいては、［§|家貨格を持つ1↑I!l!"i1"l家が大きな

地位を占める(J)が特徴である。日本と同様に、怠息決

定機l~Iは総会であるが、 19-91 米(J) ようなJ]I！事会は存（I: し

ない代わりに、竹J!l！組合から見れば外部こ行である管J11!

叫"j家が1芍理者に就任し、巡営機l~I としてJn)災な役割

を果たす。約 11！行には、広範な権限が与えられている

(1)で、「1,1,i!I！者巾心システム」と呼ぶことができる (l剥

表 3)。

図表3 管理者中心システム

Iニ・臓ーロ五―iOO」'‘―|―五五―••-］
・ •一•

受任
管埋者 ～•-一管理専門家

区分所有者hず管理組合選ここ痙1見業会社等

このように、アメリカでは、意思決定に隙し、訓接

民主制ではなく代議制が採川され、フランスでは、迎

営主体の外部化が図られている。これらを幣理した1没l

表 4が示すように、 l:'I本における総会中心システムは、

さまざまな管理システムの中の解の一つに過ぎないと

いえよう 。

区分所有者の中には、管理への梢極的な取り組みを

希別する行がいる一方で、 1符I_!|！をtr叶llではなく義務と

してだけとらえ、否定的な態l文を；』tす者も少な くない。

この点では、アメリカが採l1JしているJ!1!-'.ji会l|9心シス

テムは、竹l]I！への参IJII邸欲に応じて、｝］IUliとして竹Pl!

にかかわるか、 一般区分所仔行として1脊理にほとんど

かかわらないか、 ll分iりi1-J• ,99行は選択することができる

ため、さまざまな嬰求を瀾和させやすいように息われ

る。

•―` .ji、フランスでは、分誰マンション(/)/h国史が長い

ために、貿貸化した（：l：戸が多数に(/)ぽっており、区分

所h者による自治が成り ：＼・［ちにくくなっていると いわ

れる。111,II！者l|I心システムは、区分所イi行(/)能カ・；意

欲に依(tしない1.，ij!！！手法であるため、こ(/)よ うな状況

には適合的であろう。しかしその代iftとして、 1利l！者

に就任した竹JJl!Wl"J家に対しては、区分iりi1i者は多額

(/）1'tJ1Jを支払ってし 1る。区分所(i廿の期待に応える能

力を持つ1.，i屯l!Wl"I家が存(l:．し、さらに区分iりt1:i者が'l'c

lllfdl1を合fl！的と好えるからこそ、 i|illl且は維持されて

いるといえよう。

図表4 管理システムの類型化

斥文： 一
‘ヽ` ‘̀ 還営主体

＼ 、
決定手法

代1n制

謳接民主制

I 

洲外の狩J11！システムは、 当然ながら、それぞれの社

会山雑盤に支えられている。従って、それらがいかにそ

れなりの合I!l！性を持っていたとしても、国が1の異なる

日本にそのままの形で移柏することは、実際には困難

であり、甜入の節‘i!｛になる条件を十分認識した上で、

適切なモディファイを行っていくことが必嬰である。

以―rでは、アメリカとフランスを例に取り上げ、 11本

との社会基盤の巡いを考察することを辿じて、わが1圃

における今後の管理システムのあり方を探っていきた
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し、ロ

3．アメリカの管理システムと社会

マンションで定められているルールの違いを手がか

りにして、日米(/)社会・！＆盤のt11述を探り、 III!lli会Ih心
システムの1:1本への適合性を探る。

(1)マンションにおけるルール設定

l:1 本では、マンションii~訴におけるルールといえば、

ペット飼育やJが有部分改装の制限が主だったところで

あり、これら以外のルールを定めているマンションは

一部にとどまる。しかも、定めたルールを厳密に迎911

しているマンションは、もっと少ないのが実梢である。

ところが、アメリカのマンションで定められているル

ールは、きわめて多岐にわたっており、かつ事実上も、

これによって厳しいコントロールが行われている。

図表5 )レール設定の有無に関する日米比較

アメリカ ： ， 日本
， 

ベット飼育制限 有 ， 無ー有， 

カーテン色指定 有 無

子供居住禁止 有 ： 無

年齢制限 有 ： 無

物干禁止 有 ： 無ー有

改猿規制 有 ， 無ー有

賃貸供用規制 有 ， 無

抵当襦設定制限 有 無

図表5は、マンションにおけるルール設定に関する

さまざまな事項に関する日米の相述を撒埋したも(/)で

ある。 1:1本では、年齢制限やカーテン色の制限などを

行わないのが、自明のこととして社会的容認を得てお

り、このようなコントロールを、区分所有者が1打！l！組

合に要望することもあり得ない。むしろ、制限を行う

こと自体が、反社会的なこととして指弾されかねない。

このように、認容または排斥を行うことが当然であり、

あらためて制限を行うまでもないと日本で見なされて
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いる事項についても、アメ リカにおいてはさまざまな

ルールが存在しているのである。

各マンションが、年齢制限やカーテン色などについ

て独自の枯準を設けている1Jけ実は、アメリカでは11本

に比ぺ、社会規範のグレーゾーンが大きく、マンショ

ンごとに個別規範として(/)ルールを設定する必嬰性が

Ihiいこ とを示していると考えられる。

これに）JIIえて留意すべき点は、新たなルールの形成

は、 一方ではその集1:jjから(})雌脱・・行を生み出し、他Ji

では新たなJJII人者を選別する道具になりうることであ

る。アメリカにおいては、人々は自らにフィットした

刷：l:．地や職業を求めて、移動を繰り返しうる翡い社会

流動性を持っているため、マンションにおけるlえ・分所

1i者の転入 ．i|囮li(}）1!lr.l:I渡もまた泊iくなり、これが、

それぞれのマンションにおけるルールの強i化等も氣楽

に許容しうる条件となっているということもあろ う。

これに対して、 El本における社会流動性はあまり泊i< 
はなく、現t1：地を転）月しないこと、むしろできないこ

とをiiii提として物事を考えなければならない状況にあ

る。この条件下で、多数(})特定のルールを設定するこ

とは、既得楕！を主張する）（i｝（l：fi・と(})軋様をJIYI大させか

ねないであろう。

(e)社会集団のあり方

アメリカでは、人々はりiに価格())安さだけに；似かれ

て、マンションを購入しているわけではない。マンシ

ョンは、規校())利益によって、さまざまなサービスや

共益施設を捉供することができる。このため、例えば

充実したリクリエーション施i役を1北l当てにして、マン

ションを利t極的に選訳する人々も少なくない。 1脊理絹

合は、行政サービスが不十分と思えば、行政に1棟梢す

るのではなく、自らサービスの実現に乗り出すことも

できる。治安への関心が研まっている現7(l.：、僻察に頓

らずに私股ガードマンを設樅するなど、 9H人では実現

困難な対処策を購ずることは、その例である。

そもそもアメリカは、はじめから権力ありきという

日本の風土とは異なり、住民がゼロから出発して自ら

地方自治体を作ってきた歴史を持つ。管理組合から地



方自治体に至るまで、公私の区分に1関係なく、あらゆ

る社会集団は、相似的な独：立した存在としてi'.y:j「（され

ている。それ故、約11！組合は、必ずしも地方自治体(})

下位に位1;りする脆弱な1!ll1本ではなく、決定事項に従わ

ないれーに対しては、社会的非難が集まるほどの力を持

っといわれる内共有関係は、やむを得ない拘束ではな

く、集合のメリットを実視するためのバネとして(!fi）<。

このため、 Jし1:J•関係を結ぶ必然性のない戸姓91：屯地に

おしヽても、一部にJ山地を設けた fH·iilij(1,•)分譲地の人気

が刹いのである。

↑脊Pl!fil合の機構のうち、 J!IPli会は行政府に、総会は

議会に＋1．1当するものであり、あたかも1!.1治休0)縮小版

())ような構成をと っているため、ミニ政府と呼ばれる

こともあるほどである。このような集lJIO)構成厭雌は、

なにも1判l！組合に限ったことではなく、全ての社会集

li91に共通といってよい。そのあり方は、そのまま法令

にも反映されており、会社法、 1JI体法などもldJじ抒え

方で~tかれている 。 いずれも、 1iJ1休メンバーから選/( \

された理事に、相当な範1)11(/）権限が与えられているこ

とから、マンションfi;nl！に理事会中心システムが採11l 

されている0)も、必然の帰鮎といえる0)である。

もともと、 Pluli会,11心システムの方が、総会I|l心シ

ステムより、少なくとも1i能なJII！事を登IIlするために

は、合理的であるはずである。なぜなら、 n.l!iji会中心

システムであれば、 l]l！事は労は多いが、権力0)掌梱と

いう形で功もあるのに対し、総会中心システムの場合、

理事は労多くして功少なしという魅）Jの乏しいポジシ

ョンになってしまい、必ずしも俊秀な人材がJJI！事に就

任するとは限らないからである。

ところが日本では、管理組合は共布賓i.）代を維持する

ための必吸悲程度の存在としか考えていない者も多く、

これによって強くコントロールされることに対しては、

抵抗感が強い。竹狸組合自体が最末端の社会集団に過

ぎず、従ってその理事会決定程腹では、アメリカのそ

れに比ぺ、社会的権威や強制力に欠け、これに反発し

続ける区分所打者を抑えることは難しい。このように、

日本には理事会中心システムを可能にする条件が欠け

ているため、現状では総会rl1心システムを採川せざる

を得ないと好えられる。

4．フランスの管理システムと社会

社会における専門家のあり方を手がかりにして、II 

仏の社会枯盤を比較し、 1奇P.l!•打小心システム())祁人11J

能性について検討する。

(l)自治と国のコントロール

フランス(})マンションでは、 1;1裕府は1‘•1府に、 tt乏

人は屈根夷にという、空間的住みわけによる語！り~1111()）

il•ul：が歴史的に続いてきた。 いまでも、こ 0)傾l；りは残

存しており、 (μ1人O)f111i(i｛国を・）＆湘としてマンション1iil

で｛l:み分ける傾I{，1 はV!'i:•作ではない。 加えて {I:．j i()）賃貸

化も巡行しているため、もともとマンションにおける

区分所打者によるI'.!治は柄発ではないが、国家による

i脊J:11！へ0）介人が、この傾l｛りをいっそうlりJ長している。

フランス区分）りHi法は、 41）条111:12条が1iitilJ!'必であ

り、強制（Iり法祁としてI))性格を持ち、f籾1げの設Iiりを

義務づけている。さ らに1.iilは、 1011！リi|＂］家のし？質を、

柑格制疫を通じてihi水準に維持することによってtr,t威
を与え、 1,'r）！1！に大きな影榔力を行使している。これに

対してH本では、平fPI！会社の登録甜lll紅はあるも (})I))、

1籾l！会社へ0)委託が1脊｝11！糸II合に義務づけられているわ

けではない。さらに、アメリカに1たっては、 1”:JIl！沼行

0)公的賓格はほとんどなく、民llillil19*CA I （コミュ

ニティー ・アソシエーシ ョン・インスティテ ュート）

が代わって府格認定を行っている状態である。

(e)社会における専門家の役割

↑乎111!ヽ．i，り1"隊は、窪裕hWO)府）11許'¥'l!I！を主な菜務として、

すでに19世紀から権威あるプロフェッシ ョンとして邪

頂されていた。全てのマンションに1(tJ!I！秤をiiii，くこと

を義務づけた区分所有法により、そのニーズは大きく

WI大したが、法の制定以前から、プロフェッションそ

0)ものは存在していたという、歴史的側I(riにも柑l、意し

なければならない。管理者制度が幣紺iされる以前に、

↑籾！WI＂隊を必嬰とする 市場が存在した(})である。い

わば法は、その存在を追認し、符Jll！しur’'］家の泊肌9J範lJIl
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を拡大したに過ぎないともいえよう。

"f-l'’l家0)ili場が成り立っためには、賓格制度が存在

するだけでなく、区分所1;i者が、 ーWl"]家(})効）りを認識

し、 その効91Jに見合う対hlliを支払う意識を共打するこ

とが必要である。日本では、一般的に、たとえ賓格を

持っていても、医師・弁護：tなどの少数の例外を除き、

lli門家が1廿立して業務を営む例はそれほど多くなく、

専門家と して長い歴史を持つ建築I••• もその例外ではな

しヽ。

1:1本では一般に、 無形のソフトは、有形の商品とセ

ットにして販売するiiiti!！行が支配的であったため、 II：：

当に評/illi さ れずに 、 -1•分な対価が支払われない付廊が

ある。その理Il1としては、 ii,ij品の販売元が、 I:l.. ：松l(Iりな

資力、営業力、信9TJ力を備えるようになり、{|膨I人経営

規模の専I"J家が対抗できなくなったこと、その結果、

能力のある専門家が育ちにくくなり、その介在によっ

て質のltiJ.Lを図り、コストダウンを実現できるとは限

らなくなったこと、そのため、貨任の所在が明確なiiり

i.1受tl：の形態が、刷i客にとっても、品質保証など(/)ihi

で、かえってメリットがあったことなどが狼げられよ

う。

このような事梢から、 l’f.Ilrl家といえども、企業内に

スペシャリス トとして在籍するケースが多くならざる

を得ないのである。まして、マンション管理という新

しい領域を対象とする管理専門家は、なおさら厳しい

立場にあるといえよう。その結果として、かりに管理

専l"l家の賓格制度が専入されても、管理期"j家も竹理

会社に刑われることになり、フランスの管理者中心シ

ステムとは、かなり異なったものになりかねないであ

ろう。

5.日本の管理システムの将来像

l:！本の総会中心 システムは、労多くして功少ない理

事への積極的なり手が少ない、区分所行者1川の合應形

成に時間がかかるなどの問題点が、かねてから指摘さ

れていた。こうした問題点は、阪神大梃災によってよ

りあらわになった。すなわち、一部の損壊マンション

において、区分所有者間の合意がまとまらず、復興が
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迎延しているケースが存在するI])である。こうしたIli

実に鑑みれば、今後、全国スケールで発生するであろ

うマンションの老朽化に対応するためにも、総会巾心

システムを見ili.（していく必嬰性が明らかになったとい

える。

迅速な合意形成や断li附lたる業務執行を可能にするた

めに、 J!I！事会中心システムや1trnI！者中心システムを消

入することは、有力な選訳肢の一つといえる。ただし、

ある管理システムが受け入れられるか否かは、社会が

決めるということに注意しなければならない。社会集

I91のあり方やソフトに対するillilili観など、社会0)枯府

に及ぶ1:1米仏の社会の大きな朴I述を考えると、理事会

中心システムや祁穫I！者巾心システムをそのまま l1本に

埒入しても、おそらくその巡）l］は困難をきわめると思

われる。

それではネクストペストは何か。 IJI！事会中心システ

ムは、 l1本の政治1叔kl：では、その本旨に反して、少数

者による独裁を許す危険があろうし、符理会社や符Ill

糾合に一定のノウハウを持った人材が裕利されてきて

いる現状からすれば、むしろ管理者中心システムを1:1

本化した形で、アレンジしていく方が現実的ではない

かと考えられる。

現行の総会中心システムですでに良好な管理を実現

しているマンションにおいては、そのまま現行システ

ムを継続することでよいのかもしれないが、少なくと

も今I国のような緊急時には、機敏な対応が可能になる

ように、管理者中心システムをいつでも祁入できるよ

うな措樅を講じておくことは、無意味なことではある

まい。

註
*I 各州毎に若干の相遺があるが、ガイドラインを連邦が示し

ている。

* 2 日本マンショ ン学会における寺尾美子氏の発言。
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3．住意識クラスターと判別プログラムの概要

(1)研究開発の進め方

（叫主意識クラスターの考え方

(3)販売ツールとしての役割

(4)マーケッテイング ・ツールとしての役割

4．令後の展開と課題

(1)システムの普及に向けて

(2)今後の研究の見通し一本研究との関係と展開

野崎 薫
Kaoru NOZAKI 

1.はじめに一学術研究から実用研究への展開

こ0)ところ、阪神大紺災、地下鉄サリン事件、東京

都り；11:!Ji選、オウム真理教Itl題と、目まぐるし くかつ）削

的にIU..(}）巾が勁いており、世紀末0)到来を輝感させら

れる。削的と許えば、 1作年0)7月に研究所が独立し、

株式会社鼓谷；t．．総合liif究所となったことも、私にとっ

ては大事件の一つであった。その結果 「いかにして{ilf

究で稼ぐか」ということが、研究を進めていく上で、

新たな命題の一つとして）JIIえられることになった。

あくまでも客観的に自己分析するならば、 独立以前

に行っていた「集合住宅における個別対／ぷ供給に1対lす

る研究」は、企業l村rif究所のメリットを柄かし、企業

の事業祈動を姐材とした学術的な研究と位Itt付けるこ

とができる。私個人としては、たとえ学術的な研究で

あったにしても、それが実際に供給されるマンション

に反映されてこそや りがいがある との考えから、 企業

の事業泊動につながる研究をテーマにしてきたつもり

である。従って、独立以前から、研究成果の一部は、

実際の事業に多少なりとも役立ったであろうことを期

待している。しかし、やはり実務をill当者にとっては、

さらに結果をかみ砕いて、具体的な提案が欲しい場合

もあったのではないかと思われる。

II',：年秋より新たに開始した 「住意識クラスターによ

る協i客分析に1関する研究I片l発」は、株式会社長谷エア

ーベストからの委託研究で、前述した「集合住宅にお

ける{IIiijll対応供給に1具lする研究」で用いた分析手法の

一つである住意識クラスターをマンションの販売話動

に応／11利川できないかという問いかけが発端になって

いる。研究所が独立したことにより、 tlらずして、学

衛研究で）llいた分析手法の一部を新たに応II1開発して

実川化する機会を得たわけである。

2．これからのコンシューマーズ ・サティスファクシ

ョン（願客満足度）とマーケッテイング

マンション事業におけるマーケッテイングは、車や

窪気製品などの耐久消費llオのマーケッテイングと比餃

すると、科学的な手法の確立という点からは、かなり

遅れている。マンション事業におけるマーケッテイン
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グでは、まず何よりも立地条件が大きく左右する。周

辺のマンションの供給動向について、販売価格、規模、

グレード、販売状況等を細かく分析した」．^．で、商品企

両を紬っていく。個別プロジェクト単位での、土地梢

報の説み込みが、マーケッテイングの主流を成してい

る。 一方、市場全体を俯戦したマクロな視点からの市

場分析は、あくまでも、販売率、在ilI戸数、 l阪売価格

等の販売状況に関する数値的なデータがI.l・・I心である。

つまりマンションにおけるマーケッテイングは、土地

梢報と市場の販売動向の統計数値を巾心になされてお

り、購入者の評価や意識を踏まえたマーケッテイング

はほとんどなされておらず、その手法すら確立してい

ないのが現状である。

しかし、車や家鼈製品などの耐久洞翌tllオのマーケッ

テイングの分野では、常に前に造った物を陳閲化させ

て新しい何かを造らなければならない状況―ドに1i!iかれ

てきた。バプル経済の崩壊と共に、多様化への対応を

意図した多品種少nt生産体制は見直され、コストダウ

ンが爪視されるようになり、クラスター分析やライフ

スタイル分析等の価値観分析の手法はあきられつつあ

る。クラスター分析やライフスタイル分析によって、

すべて知ることができないのは当然であり、ツールと

しての効果と限界に留意しながら、使う必嬰がある。

一方、販売活動の実状を分析すると、セールストー

クの第一段階では、賓金計画等の金銭的な事柄を中心

に進められており、住まい方や生活といったソフトな

JJi柄にまで胃及される ことは少ない。本来、住まいは

生活の器であって、単なる不動i産資蔀ではないのにも

かかわらず、本来的な部分に関する対応が欠如してお

り、これはコ ンシューマーズ・サティスファクション

（顕客滴足度）という恨点からも問題がある。顧客の

購入のプロセスを豊かにし満足度を高めることは、販

売戦略上有効であるのみならず、住まいに対する愛消

を i~liめ、入居後の生活をも豊かにすることにつながる

ことから、今後重視していく必嬰がある。

本研究の母体になっている「集合住宅における個別

対応供給に関する研究」では、（主まい手の個別性に対

応することにより、物理的な面のみならず精神的な而
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においても、 tl：まい手と住まい0)関係をより戦かにす

ることを意図している。本f船晶論文の対象となってい

る「ti.：意識クラスターによる羅i'各分析に関する研究Ilii

発J においては、この考え方をさらに発展させて、い

かに販売のプロセスを［阪！かにするかという、コンシュ

ーマーズ・サティスフ ァクション（伯'i客消足）父）を4,し

本概念とする販光ツールの確立と、顧客の住まいに対

する全般的な意識（以下(;lt意識と略）に柑l:1したマー

ケッテイング手法の開発を目的としている。

3.住意識クラスターと判別プログラムの概要

(I)研究開発の進め方

まず、研究開発の進め方について概説する（表 l参

照）、第一）PJの調森研究段附において、 85年から94年の

10年lillにおける首都lむ1(}）マンションI!怜人者を対依に、

アンケート調宜を実施した (19事例・ 1507戸に郵送配

布、 431票を郵送回収、 liiliI又率29%）。アンケートは、

性別、年代、ライフステージ、職業、購入時期、 『（l:戸

irii梢、世術・if.収、その他不動旅の所1-i状況など(J)フェ

ースデータと、 28項目の住意識設Il'11からなる。tl:、意識

設illについては、世僻主と配偶名•それぞれのIiil答を求

め、 8'13鼎のデータを得た。これら(})データをコンピュ

ーターによる因子分析及びクラスター分析を行い、 5

つのクラスターに分類し、それぞれのクラスターの特

性を分析した。

次に第二期の応用litl発段階において、顧客が直接コ

ンピューターに28項目の住意識を入力すると、前述し

た5つのクラスターのいずれかに分類される判別プロ

グラムと、回答結果の集計•プログラムをIJH発した。 判

別プログラムでは、予め、物件コード番号と顧客番号

表 l．研究の流れ

第 1期 94年 12月 アンケー トの設計
訊査研 95年1~2月 アンケート発送準備•発送 ・ 回収
究段9位 3月 データーの分析・クラスターの作成
第二期 4月 コンピューター判別プログラムの作成
応用開 4月 モデルブロジェクトの実施準備
発段指 5月 モデルプロジェクトの実施(5/12~6/IO)

7月 モデルプロジェクトの評価
第二期 8月 本格実用化の準備
実用閤 9~10月 本格実用化・データーの収集
発段指 11~12月 エリア9llクラスターとプログラムの作成



を入力し、スタートii!ji[（Iiにする。ti測、年齢、 28Jti卜l

(}） •9:Iむ意識設llilが ill1ir(1i . I：に順次表示され、顧客が1!＇［接数

字を入力していくと、その場で何派であるかがわかる。

所狡Il珈lは、 3分から 5分f.l,！度。コンピューターの操

作にtl'Iれていない人でも筒il1に人））することができ、

ゲーム感党でアンケートに答えてもらえる。購人.打'が

決定した段階で、購入のイil限を追加人））すると、来訪

者と1構人れ・、さらにそれぞれ男女別に、クラスター(/)

分布状況と、 28Jfit1(J）（；i這識設lhl(J）ifil答結果が集；ll表

示される。こられのデータはすべてl!91動的にハードデ

ィスクとフロッピーディスクに保存される。

現(I:、本格的な実川化にむけて「ソフィア．：l，：• •I'・神谷

クラッセJ において、モデルプロジェク 1、を実施して

しヽる。コンピューター燥作マニュアルを削名紺iすると1fil

II!J.：に、 I｀ ソフィア：l ： f• ,ttll谷クラッセ．i (J） ：rli業特性に応じ

たクラスター）jl(/）セールストークIii|1を検ii寸し、販売

担当者と(/)打ち合わせをif(ねている。本格的な祁入に

むけて、紺umit備、 Ilij題点の洗いiliし、対応策(/)検，iJ

等を行っている

さらに第三段階では、モデルルームにおける本格的

な実川化のため(/)段＇t様を撒9iiiし、新たに得られるデー

タを元に、 95年＇ド期の地域別のクラスターを作成し、

より:fi'IJ.Q(}）Miい91：訟識クラスターを構針£していく。こ

(}）地域りljクラスターは・‘1,：年から 1年で更新し、よりiii

場(})動l｛リにそったも(})とする。経年的にtl：総識に関す

るデータをストックすることにより、 1構人；行())ti：舷識

(}）削JIりもi叫lせすることができるようになる。また、今

後、 lilil.liでも同様の試みを行う予定であり、関東と l~I

西での住認識0)巡いなども分析可能となる。

(2)住意識クラスターの考え方

ここでは、分析手法として1llいている・tl：意識クラス

ターの考え方を1リlらかにし、本研究IJfJ発の特徴を示す。

具体的には、「集合{lゃむにおける9附11J対応供給に1具Iする

研究」の段附から継続して使Illしている、 28Ilit10)tl:

意識股l1llの Iilグ耀i果をコンピューターで1朴f•分析し、

複数の1入1和1qII を ii岱定する。さらにそのl~I疇9fihII を元に、

•1’il且コンピューターでクラスター分析し、 li軒1答打をい

くつかのクラスターに分類している。

今lOl(/）アンケー ト調牡では、 ,1,t;:の l人l••r·9NII を採III し

ており、第11M1はデザイン！Ml、第2lillは賓1府・格式柑l、

第3軸は立地 ・コミュニティ柑1,、節4iillは[I:1,1}観細と

いう結果になった。lKI子・thlll:1休は、分析0)対象となる

i枇'J.介結果によって異なるが、過去の淋l:ft.ではいずれも、

デザイン、竹i府・格式、立地に伐I係するlbi子柚が、奇

与.}祁等は異なるもののlll現していた。

さらにクラスターについては、今回は1文llにポすよ

うな 5つのクラスターに分類しているが、その内容も

対級となる；iWihli果によって人き<!J'Mなる。例えば、

-¥［地に対するぷ1t,1f!I：に4‘,ftlした場合、令 5グループIlk

今liJIは都心志l｛りは 1グループ、郊外ぶl｛りが3グループ、

1|IIlll派が1グループという内訳になっていたが、仮に

都 心 叫I：者を対象にした枇輩であれば、 h|hli；ぷli,1(/）グ

ループがJIY/え、都心志1,'ijの中でさらにデザインや機能

を爪視するグループとi?fi!ri.格式をi(i：視するグループ

へと分かれることが予想される。

こ0)ようにtl：怠識クラスターは、その部）虹訊＇」 ：代対象

によって異なることから、本研究I•JI-l発では、Wi都l~I と近

畿I在I、さらに東｝れ、神奈川、千梨、 J飢[{、大阪、兵／tl[、

その他(/)関西（京都 ・奈良 ・flli炊II I •滋t‘l) (/） 7つに1メ

分俯に、 9J池識クラスターの作成を検討している。

(3)販売ツールとしての役割

本研究開発では、紺i客の住、Q識に乎tl;-lし、より適切

図1. 5つの住意識クラスター

ーバ・―̀

己．．＼ノ‘-•

（：―-：I〗膚邊□戸
あなたは何派？
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な顧客対応の＇必現を 11指している.,I構人のプロセスを

殷かにすること により、 Mii客0)泌足l．しを糾め、人／，り後

の住まいに対する息い人れや愛沿へとつなげることを

総図してし＼る。

liii客0)（l:．心識を把握することにより、 Ju(I：検討して

いる以外にも適したマンションがあれは枇続的に紹介

したり、あるしヽは将来0)買い杵えや{l:．み替えにも対応

できる。アメリカを1|l心とするマーケッテイングの分

野では、バプル経済0)崩壊後、「(|A1人liiI•Ki}(}）マーケッテ

イングl)」がtjiたなキーワードとしてit1,1されている。

マス ・マーケッテイングからダイレク ト・ マーケッテ

イングヘとマーケッテイングのトレンドは移行しつつ

あり、今後は閲'i客満足．J{，!付）Jllfllli{11'[・l)・ーピス戦略が！・「激

であるとされている。これからはマンションにおいて

も、 Kiii客一人一人を的確に把ik！し、例えばダイレクト

メールを送る場合でも、無i¥':：）}ll的に発送するのではな

く、希侑U)沿線や価格僻に）Jllえて、胤i客(})li遥識に応

じた;il・frlri約性をイiするマンションを紹介することなど

が行えられる、， またり＇しったらおしましヽではなく、 i，'しつ

てからの関係をいかに糀続•発展できるかが重嬰にな

ってくる。

(4)マーケッテイング・ツールとしての役割

4く研究liり発(})第二(})特徴は、 lO'i客0)．位識に杓11し、

なおかついかにすればそれをデータとして、効玲北的に

存泊'iできるか辿求してる点にある。マンション供給の

流れは大別すると、企iili、北il・、胤 L..、1阪；Jじ、 1,1,JIl!(/）

5つの段階に分かれており、さらにそれぞれが細かく

業務が糾織的に針11分化されており、次から次へと祈し

いプロジェクトが、いわば流れ作業的に辿行していく 。

蘭I客とifI扱接する0)は1阪光と叡I！の部門であり、顧客

(J）,ifhlIiゃ；岱識をいかに適切に把梱し、次の事業に反映

できる{I:filみが造れるかが、今後は企梨の命巡を1E布

していると訂っても過符ではない。いかに確実にかつ

効果的に梢報を集めることができるかがポイントであ

り、梢報を秘めることへのインセンティプをいかに付

与できるかが課題となる。本研究IlI・l発は、それを住訟

識クラスターを作成し販売ツールとしてt,qlllするとい
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う11 (l{）を付りすることにより、 'K現してし、る、点に特徴

がある、、

本研究1}り発では、販旭丙鼎JU)ツール としてだけでは

なく、顧客叫i：必識に関するデータを定htil勺、かつ定

期的ににストックすることにより、エリア、物件、ヤ1:

別、年代、経済状況 、^和こよる｛l:総，ii(し(/))如ヽ を分析する

ことが可能になる。これら(/)データは、 1‘ス12 (/） |＜段に

ぷすように、企iihj、iiせ，iI·、施 l .．、 I恥'~、 'l'i; 11 1rn; (/）菜務

に）J|lえて、技術IHI発や新規’li菜0)|iil発をするμ祭0)、デ

ータとして祈Illすることを邸図してし、る，，そ こで、具

1本的にこ (/)( i:．；意識(/)データを的lhi 、 1:せ , i l •、施 l:、阪凡、

↑利l!、技術I!!，1発、新規’li如忽(/)|｝ll発^が(/)沼務へ(})訴IIIU)

}j策につしヽ て、 しヽ くつか！！．休的に，iじ述する，．

まず、企illI廿I!．ヽli行は、それぞit(/）地域における阪｝¢

実糾と（l:総識クラスターの分布状況を参杓に、地域U)

供給構追に応じたマンショ ン を企11liiすることが叫i~に

なる。 さらに杓え )jを発展す~tは、例えは Jt:（i'JRIlilや

コミュニティ訴動にl「t,.＇．（をおいたマンシ ：！ンを祈たに

企Illliする場合、例えば今III|(/）｛l遥識クラスターである

ならば「J込識 ・コミュニティ派」など、それにふさ4)

しいMii客を組織化し、企iilli段階からi/J’i客U)、邸見を取り

入れるJi式なども衿えられる，9

設，iH！いi,r.・は、 9.I・：まし＼HI:．怠識に関する・データに 1,し

づいて晶ii・を行うことにより、バプル経済時代U)KII、1

的なレペルでの多様化の迅求から、．K質的なi¥、:：'l''！化へ

移行することが可能になる。

竹jll!4113i •行は、コミュニティ訴動に対して熱心な人

を利｛極的に1罪l！糾合0))lli,i化やコミュニティ祈動に参JJII

するよう慟きかけたり、今lIII O) •(1訟識クラスターであ

るならばプライペート派のように、コミュニティ訴動

に対してii'i柘的な入｝沿行が多い場合は、なるぺ<i’i•Pll 
糾合(/)祈動等が負担にならなしヽよう配I,紐するなど、竹

l]I!iill,i:t..I,..0)参衿データとして祈）Ilすることがでさる，9

技術lJ11発や新肱ji棠0)|｝ll発については、 [lt代や叩！｝

レベルによる池識0)違い等に名什lして、1itl発0)）i|｛,l11:

を探ることが可能になる。また当然())ことがら叫げ合

住宅における｛！6|別対応供給」0)在り力を検討する1：で

も、極めて重要なデータとなる。



4.今後の展開と課題

{ 1)システムの普及に向けて

現在、本研究IJN発は、イゞ格的な先立って Iーソフィア

:Iがr•神谷クラッセ」において、モデルプロジェクトを

実施している。各クラスター）｝ll(/）セールストークJril| 

O)！！召II！や、作業マニュアル(/)撒備と共に、モデルルー

ムで(})観寮』1,ぽより、システム0.)普及にJ{IJけて紺樹糾i~

りiid)在り Jiについても樅索・検討している1:位|：｛がである。

間々の販｝＆机‘.lt行にとっては新しし、試みであり、シス

テムの普及にlhJけては、 J阪；J困ll‘’i名に対して、まず住

ぶぷ諏クラスター(}){i効性とi,illl(/）｛I:Jiを徹底的にI!l!'1，1{

してもらう必吸があり、 将及将＇伐括動が今後柘めて．，n
吸になってくる。

販）＇t:訴動での1i効固IIとデータの効果的な収集にJJIl

えて、企Iihi、北廿、施l:、 1•It.l11!？似l)マーケティング ・

ツールとしての効果的な泊Ill(}）}j策については、ある

程IQデータがス トックされた段1府で、水格的に検ii、Iす
る必吸がある。 J•！↓段附ては、こ 0) ようなデータがコン

スタントにストックされつつあるとしヽうことと、その

総図と効県を関係佑こIぶく，認知させる必吸がある。さ

らに今後は、いかにすればそれがそれぞれの分野でク）J

果的に訴Illできるが、山村lりかつ詳細に検討をIf(ねて

いく必要がある 9)

(t)令後の研究の見通し一本研究との関係と展開

餃後に、水解題0)研究のI吐i,t.:liJI究である 「・集合(.Itむ

にける岬ll対応供給に関する研究」と(})関係を幣月[1.し、

今後の研究の見辿しと殷堕について好察する、）

「集合(l:．宅にけるi附l別対応供給にIYilする研究」では、

r！即l•iIIi」に代る新たな計画概念(})一つとして「(|AI)jII

性への対9心」に狩11し、 ・集合{1珀 0)｛-l:．戸内部において、

（l：まい手のi161別的な要望に的Ii,(Iiに応え、なおかつ！l：．i.),（;

ti:ともパランス(})とれた供給方式の（I:り方を1リIらかに

することをll(Iりとしている。具休(I,・)な研究方法は、従

来のレディメード隈から、イージーオーダー捌、さら

にはオーダーメード型の集合(j:．宅まで、 i|ll}jij(Iりな対応

叫！雌が段階的に異なる 8事例をiU,',lft対象とし、住ま

しヽ手(/),i平(IIIi と、8識、供給Jj式(/){IIli比較、供給ft•サイ

ド(}):ili業分析より、多fり的に分析している。なお28項

I IO)（：l:．ー、意識設1:11より、 t1:：意識クラスターを作成し、 [i:

必識による111,1別設計対応に111:1する意識0)巡いに将l]し

ており、 tl：認識によって供給方式に対する，岱識がかな

り沢なることがりlらかになった。しかし、実際(/)選択

行勁と{l:.，舷識の関係は、それに比ぺると弱く、 II、fllil(Iり

や経験による認識の変化や家族lllで0)｛l：意識())』,J撒宵

に）JIIえて、そ())他())よ財本条件的な吸因（経済レペル ・

家族構成 ・ライフステージ等）による影押も大きいも

())と杓えられる。

凍合tlgむにおける個別対応供給に関するWf究」で

は、(|呪I的な対応をすることによって、 tl：まい手の住

怠識(})校への対応の実現をII指している。そこで今後

は、実際())取得行動とJ，財本条件l'lりな吸l・川と{l必、iii測と(/)

1関係を分析を通して、 il：総識と行動のずれ0)関係を1リl

らかにし、より適切な対応0)在り方について芳察して

いく必＇災がある 。

今Ii11は初めて委託研究を対象にii/｛題していることか

ら、過去の解題と比較すると、 •II·:『（ri ってかなりまと

める(/)が難しかった。例え委itt研究であったにしろ、

あるいは委託研究であるからこそ／if究0)おもしろみは

あるのだが、今までのように自己(/)判味とil'it及(Iりかつ

叫地に結びついているわけではなく、それゆえ研究と

刺味を1関連付けるためには、 1ji1段階かの変換装ii{tを経

る必嬰がある。しかし、そのあたり 0)ことに{IIlかく触

れすぎると、委託研究本来の持っているおもしろみと

はかけはなれた；抒劣れを重ねることになりかねず、この

あたり 0)兼ね合いに苦成した。これはつきつめて抒え

ていくと、最初に内いた「いかにして研究で稼ぐか」

というi:11題にまで行き将く事柄0)ような氣がする。 Wf

究所が独立した最初の年ということもあり、こ0)1．年

IIIlどちらかというと社・：文())あったテーマに応えるとい

う受け身であったが、これからはもっとfti極的に自ら

(/）|tl1船；意識に0)っとった研究テーマを獲得すべく、努

力しなければならないと解題を柑きながら反省してい

るしだいである。
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図2．研究の全体構成

モデル・プロジェクト・レペル
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1.はじめに

民l!il企業が手がける有料老人ホームが岐跨に：＼＇i.たさ

れている。ここ数年、入）i!｝者数0)｛1|iぴ悩みがみられ"、

tl,}嬰がMiー（I：化しに くくなってしヽる。これは、第一にバ

プルiii壊後(})貸J．梧デフレの影態によるところが大きい。

利IIl者の多くは自屯などの不動J)代を処分して人J,l}tt金

を捻出しているが、地9llliI‘.t料により ・イ通りj)代の和梢9lli{|l’(

が低Fし、ぅ蹟Iが困難になってしヽ る。このため、以iiii

より購入ilJiit11，1(}）糾が狭くなっているとも芳えられる。

現在のfj料老人ホーム人），i｝者数は約2万人で、 65歳

以 Iー：人1こl(}）（）．1％に過ぎなし＼。今後も1沸lJJ)tiIli況の低迷

が続くとすれば、新規利｝IJ者(})大糾なJ{(1）JIIは見込みに

くい。・イi料老人ホーム市場の先行きを悲観する由がili

てくる(})も渭然であろう。 果たして、わが国(})1i料老

人ホーム事業は、この先どこへ行き沿くのだろうか。

私は1994年10)1に、 (JIオ）iWitl伶者住宅財1Jf:l:911!())「カ

ナダ・アメリカhi11愉者住宅視察」”に参加する機会を得

た。この視察では、民lI[l:l湛訊＇れで新しい iiりli,＼企iilii.lll•I 

発を次々と進めているアメリカ合衆IJ~()）動 l｛りから、実

に多く 0)示唆を得ることができた。

意欲的・梢極的な事業展llliを行っているアメリカと

は炭llUに、 r1.i料老人ホーム」という形態にこだわるあ

まり、村／j齢者tlgt市場の枠を自ら狭めてしまっている

0)が、 Fl本の民IlIl事業の現状である。そればかりか、

現在の有料老人ホーム事業を性紙に粘諭づけようと し

て、今後の新たな展l}りを検討する必吸さえ見失いかけ

ているのではないか。私は今回、アメリカ0)ifli11愉者tl:

宅事業の実tiりを一部でも知ることで、こうした息いを

ますます強くしている。

本秘では、アメリカj¥'/j齢者住宅0)視察で得た伏II見を

踏まえながら、El本の民間による翡齢者住宅”事業を柑

考し、今後の可能性について検討していきたい。

も多様なアメリカ高齢者住宅

アメリカの悩齢者住宅に関しては、既に各‘Jiifiiから

柑当程度の実梢報告＊4●6••がなされている。 ここでそれ

らの詳細を述べることはしないが、その枠糾みについ

て概説しておこう。



(1)高齢者住宅市場の成長と社会背景

アメリカの場合、社会保1収制段においても、政府は

個人(/).':I話には介人しないという I!l己責任())梢神が1J;t

HIIとされてしヽ る。そのため、公的年金制度や、 ifiillh者・

i外ti!f者および一部の低所得者のみを対象とした公(Iり1袋

似費i呆i/itiIil康が一1、もは存在するが、その保間はいずれ

も最低限に近い。介護サーピスについても、 ili場を通

じた自由競争）J;環を翡本としており、 'i;粁11・非営利0)

民liil組織によるホームヘルプサービスやホームヘルス

サービス＂が 1|I心となっている。

このような社会システム0)もとでは、たとえIhi11恰WI

であっても、 1礼ii.l'.：IJJ))が原則となる。i¥.lill伽仔0)家族と

0)lrilli}率もl:1本に比べるとはるかに低く＂、身休機能が

低Fしても、子供や親族には刺'iらない伯[|｛りがある。

アメリカにおけるi'，ij齢,f;・住宅は、このような社会構

追を前提に発展してきたといえる。それは翡齢行の111

:＼』I:Ii!Hi:.0)ための多様な選択ll女を含むものとして受け入

れられてきたのである。 l'，ij齢者は自ら0)意志と柑任に

おいて、自分に最適と思われる佑ill愉者｛：i:屯を選択する。

一方、)li業者側は、 1[Ij91恰者の多様なニーズに応えるた

めに、様々な質 ・ (llli格O)jl'liil伽者•91：宅を提供していく 。

こ(})ttt嬰と供給0)バランスが確保されることによって、

轟齢者住宅U)市場が成立している0)である。

アメリカでは現在、 65歳以l：人口の約5％がiflill記者

専Jl]の住宅に1ii}tl：している”。」：述した社会構辿のほか、

多様な人種構成や経済附崩なども、 I|i場形成には大い

に捌係しているものと思われる。

(2)高齢者住宅の種類と特徴

アメリカ(J)ifij齢者(i:．宅il1業は民1i[l.：I.：祁型といわれる

とおり、事業主休の大半が民II、il(J)営利 ・非営利のHI休

である。様々なii,ij品企画や新規開発が利曲的に行われ

ているのは、このような民lfil:=1：埒の成果でもある。新

たな試みが次々と進行することもあって、アメリカ全

体の悩齢者住宅をj]：．確に概念規定することは容易では

ないが、現在は概ね次のようなタイプが存在する。

①インディペンデント ・リ ピング＊10:健版で自立可

能な計／j齢者のための住宅。フロントサーピス、最

低 1日1回の食事サービス、週1回程腹のリネン

交換、 ti'湘ii等、必如i~小ll{(/）サービスが(•HIfする 。

②コングリゲート・ハウ ジング•I l :公的援助施策に

よって{Jし：給されるサーピス（寸住宅。人／i}者の経済

陪91，1はインディペンデント・リピングに比べると

低くなるが、llgむの形態はほぼ類似(/)も0)である。

③アシステッド・リビンク．．口 ：インディペンデント ・

リピングとナーシングホーム拿ISO)l:|lillに位li~lする、

身（水的にややi)i}化したi¥,liII愉者liiJけの住宅。食ili.、

如Ji援助(/)ほか、 l,1/.I"I(Iり1促僚ケア以外の介護サー

ビスが付僻する。

④コンティニュー・ケア ・リタイアメント ・コミュ

ニティ (CCRC)...:インディペンデン 1ヽ・リピ

ングにアシステッド ・リ ピングかナーシングホー

ム0)いずれか、あるいはその両方を係IIみ合わせる

ことによって、終身にわたる梱続(lりなケアを保；lil:

したWIi11愉者9:l：宅。

Rリタイアメント ・ピレッジ＊16:数千戸規樅(})ihi齢

抒liiJけ{I拝むと大規校なスポーツ ・レクリエーショ

ン施設から構成される一・l;110)|）ll発91：宅地。住宅は

ほとんどが平凩の戸建て分譲住宅である。

アメ リカでは、大まかにみても上記のような稲々の

泊ill愉者（：i：宅がft(I：する0)に対し、 11本における最近の

ィi料老人ホームは、そ0)大半がコンテ ィニュー・ケア・

リタイアメント ・コミュニティに類するも0)である。

これは、終身にわたるケアを爪視する結果とも受けJI又

れるが、 iVli齢者（：I:宅の形態を少なからず陳il'［化させる

嬰因ともなっているように思われる。

3.転換の必要性ー「画ー的」から「多種多様」へ

アメリカの泊ill作者住宅事業については、その多様な

試みが実際どのようなかたちで行われているのかを把

棚する必嬰があるだろう。ここでは、 l:I本における今

後の事業展l}tlにも重嬰な示唆を与えると思われる次の

4点に注目し、 卜1本の利料老人ホームの現状と対比さ

せつつ考察したい。

(1)入居形態（権利方式）

日本の有料老人ホームは利lfl権方式＊1°をとるものが

圧側(lりに多い。一方、アメリカの翡齢者住宅では、 flJ
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lllthi方式50%、貿貸方式40%、分譲方式その他．10%(/）

割合になると推定されており、貿貸方式がilY/1JIIするftti

向にあるという●17。また、 fll}llth切式の場合でも、貿

貸方式に近い形態として、退去II寺に入1,i}金の大半を返

迎する方式が好まれるようになってきている"8●100 

アメリカO)jWj齢者（：l：宅がflllfl権力式から貿貸方式へ

とシフトしてきた経紺は、人｝困形態（権利方式）を好

えるため(/)一つの重要なヒントになると思われる。日

*(/）布料老人ホームが利11•J椛方式に偏りすぎている(/)

ぱ、結果的にjf:j齢者住宅市場の成長の可能性を小さく

することにもなりかねない。 lfill1寺に、利llJ杵1！方式l:1休、

椋々なIl!l題を抱えやすいということも認識する必嬰が

ある。利lJIl権は実定法に定められたtl籾lではないため、

{i.,i家法のような法的な利用者のi剥妓や権利性などが1く

咄 i(1！である。また、事業者にとっても、人1,n者0.)平均

入叫VIIlil,．平均余命 ，退去乎（などにJ1しづく確率fillllに

依存した事深であるためリスクヘッジが難しい。もち

ろん、利川権方式ならではのメリットもあり、一概に

否定することはできないが、現状では、利/IJ者・事業

者双）iにとって1く確定嬰索が多すぎる。

蒻齢者住宅といえども、「終(/)ti:．み処」という従来の

発想によらない人｝呂形態があってよいはずである。終

身拘束されるのではなく、気軽に住み替えができるよ

うなシステムが／il意されるぺきではないだろうか。ま

た、利｝ij権方式とは異なり、人[iill靭）費川負担が大幅

に軽くなるようなタイプも考えなければならない。そ

のためには、貿貸方式を含め、平IJ/fW1t方式以外の入）｝｝

形態について、 十分に検佑Iする必嬰があるだろう。

(E)介護費用の支払い

l1本における利用椛方式の有料老人ホームでは、入

居一時金とともに、介護サーピスに係る費IIlを入居II寺

に徴収し、 WI保しておくという方法が多くとられてい

る。アメ リカでも、以iiijはこの方式がとられていたよ

うだが、現在は介股ニーズの発生に合わせて、その都

｝虻費ll]を徴収する形式が主流になっている”°。これは、

祁齢者(/)身体機能の変化には、 ti測 ・年齢 ・健康状態

等による個人差があるため、介殿費／r1を一tltに設定す

るのは公平でなく、また、将来の介設コストを正確に

予測する0)も困難であると胡えるからに（也ならない。

介i般サーピスのように、将来の利Ill(/）イi無を •-fめ決

めにくいサービスに対する1Jtl1JO)！liilii徴収は、ともす

れば、i)：li齢者(]:．宅0)il,ii，'i,'，性を不明瞭なも())にしかねず、

事業システムとしては難しいi(liがある。H本でも、介

渡1．彫l辿費／fJをニーズ発生時点での実'{1徴収とするil'fi,',111

の検討が一部で始められており、今後の動Ihjには注FI

していきたい。

(3)介護サービスの連続性

il:jII愉者（おもの先進圃アメリカでも、介護サービスに

伐lしては祁に試行錯協！が行われている。ti:．I;Iすぺきiii

新動l{，l(}）一つに、 11'1：今0.）アシステッド ・リピング0)増

lJIIが指げられる。

アシステッド ・リピングは、 インディペンデント ・

リピングとナーシングホームのI|1|illを受け持つという

怠味と、介；i應サーピス費J1JO)l‘.I己負担が"I能なMi齢行

の新たなニーズを掘り起こす視点から 1)I·•1発されてきた

経緯がある。近年、アメリカにおけるj¥'/j齢者tl::，巳の入

Jii；年齢は徐々にl：昇してきてしヽ る。このため、当初か

ら何らかの介助 ・介；護を嬰しても入J因でき、ナーシン

グホームなどの施設とは異なるtl:：も系(})アシステッド・

リピングに人気が集ま っている。

健‘iitからiji)化、虚弱、股介渡へと変化してい<ihiII愉

者の身体機能に対応できるよう、介泄サービスには連

続性が必嬰である。したがって、従来の（紐版．1利と嬰介

脚 ．i物）ギャップを埋めるという意味において、アシス

テッド・リビングに対するJUJ待やニーズは相当大きい。

E1 本の利料老人ホームの場合、 Itil•-•施設内介設によ

る終身和JlH型“'が多く、ここでは終身にわたるケアが

保証されている。しかし、入屈条件として「入Ji]時に

封の同りのことができる健康な人」というl限定がつく

場合が多く、身体機能が弱化してきたi¥ij齢者は対象と

なり得ていない。つまり、重度の嬰介股状態ではない

が、｝JII齢により中 ・i怪疫の介護を必吸とするifii齢者の

受けJIilがほとんど存在しないということになる。H本

でも今後、アシステッド ・リビングと同様の機能をも

つi翡II糾者住宅へのI具I心やニーズが泊iまる ことが予想さ

れ、これに応えうる祁品開発が必要になると思われる。
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(4)住宅 ・サービス供給のバリエーション

iii:ill愉者住宅事業をil：宅とサーピス0)供給(/)関係でみ

た場合、アメリカでは概ね次の 3つに分頬できる”ぢ

〈タイプ1: fl:＿宅 ・サーピスー括供給．1軋〉

ー事業者が9_l名むとサービスを一括して供給する1i

式。住宅1彫！辿1't/ ll とサービス1il連費Ill は一—•本化さ

れている。

〈タイプ2:サーピス業行誘致 ・提槻削〉

tlゃむ供給業者がサーピス供給榮者を誘致するか、

または業者と提携する方式。 (I:．宅1拙l述費Illとサー

ピスill辿t'tlllは別＿：立てになっている。

〈タイプ：i： ll：宅独：＼ヶ：／サーピス：Iiilfiml〉

住宅供給業行は9.l:．宅())みを提供、 1,l}tl：者は必吸に

応じて自分で外部のサーピス供給梨：行にサービス

依頼する方式。リタイアメン ト・ ピレッジに多い。

1 1本の1i料•老人ホームは、ほぼ〈タイプ l 〉に限定

されるといってもよい。こ0)方式では、 一ll凶恕l:休が

住宅とサーピスを一括供給し、自ら管理 ・巡営を行う

(}）が一般的である。

一方、アメリカのi¥’li齢者住宅の場合、同じ〈タイプ

l〉でも、箭Jll！・ 巡営0)外部委託が数多く含まれると

しヽ う点が11本とは異なる。これは、いわばピルやマン

ション0)オーナーがiItII！を1籾l!l.lf.l"l会社に委ittする(J)

と 1n1 じだと考えればよい。 ifii II＠者住宅0)1•ItII！ ・巡‘}打を

:i、'il"］に行う会社が複数存在し、自1.l1競侑原理が鋤くこ

とによって、油j齢抒住宅•1Ii場はより成熟したも 0)にな

る。 11本とアメリカの市場構迎の差異は、このような

点にも現れているといえよう。

〈タイプ2〉は、日本では実践例が非'iitに少ないも

のの、今後特に注FIしたい手法である。この方式は〈タ

イプ 1〉(J）『紐I!・巡＇営委托方式より、さらに合理的な

方法といえる。住宅供給業者は変動しやすい入）井者(J)

サーピス1屈要という不確定嬰索を抱え込まずにすむ。

また、サーピス供給業者は一定規換の顧客i,{［保を保証

される上、翡齢：it住宅を拠点に して周辺地域への在宅

サーピス事業を同時に展開することも可能である。 一

方、入｝沿者にとっては、アラカルト方式でサーピスを

利II]でき、料金も明1央であることが、事業者への僧頓

感をj¥Ylす条件になる。何よ りも、人／11}抒l'I身の選択fl:

がifijまるという点は評価できるだろう。

〈タイプ2〉は、事業手法の具体化 ・火現化のため

にも、そ())メ リット ・デメ リットを詳iillに検ii寸してい

くことが望まれる。

〈タイプ：｝〉は、 1.＿1本の--f:j料老人ホームではまず見

られないJi式である。将来的に事深化 されるかどうか

は和1ilし難いihiもあるが、 Ij沿を手法U)一つとして、そ

0)特性を•-|•分理解しておく必嬰はあるだろう。

以．1：4点の他にも、 il:liIし検討すべき l’汗容は多し、‘’

しかし、ここまで：i)1 き進めてき て息 う 0) は、 lli|d) •t l ：会

構造())述いがあるにせよ、アメリカに比べて11本のHi

齢招．揺は、 ifn1,11,、111:• ili場性とも に、そ(})tt5}ijさはfi

めないということである。これは、様々なlfli品企iilli.

開発が可能な民IlIItli菜においてさえ、既：（位）枠糸llみー

一実質的に拘束力を伴う棠界内の規制や）訊’!、従来111!

ii帥'1())形式など一ーーに必嬰以 l：にとらわれるあまり、

自由で豊かな発想が妨げられていることがJ,U大I))削111

ではないだろうか。

私たちがアメリカ (})1\'/i ll~行9:lgもから‘‘i!：ぷとすれば、

個々 ())iftt品のアイデアもさることながら、むしろ多様

な試みが次々となされているというそ(})!li'火、そして、

それを可能にする社会システムであろう。 こ())よ うな

多様な試みがあるからこそ、アメリカでは i\'lil愉―K•(Itむ

に対するニーズを一定htl刷呆し、様々なil'り品を「ドう rli
場を形成することができているのではないか。 I|4ぐぐ

も、打料老人ホームなどの従来の枠糸l［みを越えるよう

な新たな提案 ・企iilliがもっ と利極的になされてもよい

はずであり、それを 11―lrll にfiえるのがLし1JIl ili〗を()) ，；飢み

でもあろう。そのためにも、「[lli-（1り」から「多桶多様．I

への転換がぜひとも必嬰である。

4.これからの民間高齢者住宅事業の考え方

では新たな提案のために、これからのifIi齢社会と伯j

齢抒、そして情i齢者tl:．宅とそのl:lt業をどのよう に行え

ていけばよいだろうか。従来の見方 ・考え方とは媒な

る発想の転換を行いつつ検肘してみたい。
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図 1 高齢世帯（世帯主65歳以上）の家族類型別世帯数の推移（実績およぴ推計）
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(l)高齢社会像 ・高齢者像の転換

iI'ij齢社会の到来は、一般に悲観的な立場から捉えら

れることが多く、旧j11愉化に伴う深刻な問題が次々と甜

られている。しかし、元気で．骰かなifiili愉者が幸せにf'i

らすことのできる社会への将来展望を、なぜ賠く描か

なければいけないのだろうか。社会(/)~i:j齢化に伴う現

状を客観的かつ冷l（（1に理解することは必要だが、そ0)

すべてが1lifい展望につながるというも(/)でもあるまい。

まず、 ifii齢社会i伽i(/）転換がなければ、私たちはJi妹l)か

ら後ろ向きの発想しかできないだろう。明るい籾齢社

会がJll待されてもよいはずであり、そのための条件腋

備を考えるぺきである。

高齢社会（象とともに、松j齢附伽l)捉え方にも転換が

必吸である。今後の10~20年で、従来の「ii:/j|I愉者」(/)

イメージとは大きく異なる新たな料齢llt代が社会の中

核をなすことが予想されるからである。この予兆を読

むための一つの鍵になる0)は家族の変化であろう。

例えば、麻齢1U..1I}.＊ 23の家族類型りllI!!•;ilf数をみると、

19叩年から2010年にかけて、「夫婦のみのI!LAl}」は2.5

倍、「単独l胆ifi」は2.9(t1も増加し、 2010年には「夫婦

のみの世幣」が530万Itt術で36%、「111独世幣」が463万

lltii19で31％と、両者で全泊jilh|仕lifの3分の2を占めると
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予測されている (I匁11)。また、 1’・ijしとのliij},1}志I｛りも、

欧米に比ぺれば、しヽまだかなりjf:jしl比乎；を示してはい

・る ものの、年を経るに したがって低lヽ・ してきている(|汝l

2)。今後は、 ifi齢者で独立した1tt術を形成する傾向が

回2 高齢者の家族（子や孫）とのつきあい観

0% 20% 40% 60% B0% 100% 

日木(1981)

日本(1991)

戸．iこ生活 戸 亨て食事や葎
四たまに会話する程度 ●全くつきあわない ．

口無回答 - - ----—-1 
資料：総務庁「老人の生活と意紐J(1992年）



さらに強まることになろう。

こうした家族形態の変貌は、従来、家庭内で枯年1!t

代0)手を多分に伯りて解決されてきたifli齢者1iill直に、

翡齢者自身がぷ[•• il.：.ihiからl{i]かわなければならないこと

を示唆している。この点からは、今後「自立するiWilli令

者」あるいは哨（立を追られる計/j齢者」がJ¥'t{えるのは

IIIl違いないだろうし、 ifIjii倫省住宅0)果たす役割もより

-KVit痰になることが考えられる。

(E)今後の事業展開に関する一つの想定モデル

今後の蒻齢者住宅事業については、どう考えていけ

ばよいだろうか。具体的な事梨手法としては、 i,1il I~tで

みたとおり様々な｝jと1}りが考えられるが、ここではもう

少し大局的な見方として、事業(I)枠組みを再考したい。

ー『1：年の解題“4で「地域｝i:・tl：システム」という概念

を示して以来、これを確夷な概念として構紐し、シス

テムの成立0)可能性を追求するために、その構成嬰索

を一つ一つつめていくことが、私0)当liiの研究課俎と

なっている。 1叩l:.o)佃組では、この地域／ii}tlジシステム

を、地域(J)中でil'lill糾行のノーマライゼーションを実現

するために必嬰な機能の集合休として捉え、これとjfli

齢抒住宅(j)|~j係性を探る ことを試みた”5。そし て、；翡

齢者（：I：宅を地域Ii}tl:．システムの111に適切に組み込むこ

とができれば、翡Il怜者1,I}tl:．の一形態と して地域社会に

もより定将しやすくなり、また本来の独自機能を発tll

し得るのだと述べた。これを受けて本船でも、地域9沿

住システム(J)11.Iで(J)i'tlill愉者住宅小菜を構想したい。

ここで、̀ -・・つの想定モデルを示そう (j没l3)。このモ

デルで目指そうとしている方l{l1性を以下に述べるn

①i:l：屯供給とサーピス提供の分離

泊jIl釦者住宅の事業方式には様々なパターンが考え ら

れるが、地域の機能を最大限に生かしつつ、入屈者・

地域住民双／`jに利便をもたらすためには、住宅と •1)-

ビスの供給がりl『{I！に分湘されていることが望ましい。

つまり、これはサーピス部門の経党的l:l.ii．性（独立採

諄牲）をif:jめるということであり、住宅伐／述費JIIとサ

ービス1見I述t,tlllは別9本系にする。iiil箪で示した住宅と

図 3 高齢者住宅事業の展開に関する一つの想定モデル|‘̀ —•-----------------------• ----------
ビ-王］ 日五丑□OR匹 五
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サーピス(/){jt給パリエーションのIIIでは〈パターン2: 

サーピス業者誘致 ・提携型〉に近いも(/)である。'i,I0)

よいサーピスを適切な価格で提供するためには、住宅

供給業者とサーピス供給業者が別であってもよい。ま

た、サーピス0)内容ごとに、サーピス供給業者が複数

になる場合もあり得る。

住宅関連費lllとサーピス1関連費JI]を別立てにするこ

とによって、入居者は明快な料金体系(/)もと、アラカ

ルト方式で必嬰なサービスだけを利）llすることができ

る。また、サーピスの提供対象を地域9]：民にも拡大す

れば、人Ji}者のみを対象とする場合より4i業(/)安定It

が得やすくなるだろう。

さらに、地域fli加のサーピス提供能力が艇れていれ

ば、それを適切にflJIIlすることによって、 f1j(I愉行住宅

内にあえてl叫il様(/)サービス機能を持ち込む必嬰もなく

なる。サーピス提供のための設(iii投賓を行わずにすむ

分、入1訃者の負担も軽減できる。

②地域交流0)括性化

泊iII伶者｛：i：宅事業として最も頂嬰なのは、 ir：iIl愉者がiiiJ

Ihjきで梢極的なり話を送れるような{:l渭限を提供でき

ているかどうかという点であろう。「ハード」として(})

住宅と「ソフト」としての睛サーピスがいくら完備さ

れていても、そこで党まれる{l:．祈に魅力がなければ、

flj齢者（主宅())本'i'I的な；意味は失われる。 ifii齢者[l:．屯に

住むことによって、今まで以．．tに充実した生泊を送る

ことができるという期待を抱かせるようなf:I：掛け、す

なわち、府'1神的な活性化を促すような仕掛けが何より

も求められる。そ0)ために、地域交流は事菜の中でも

無視できない重嬰な要索になる。

現在の有料老人ホームでは、地域や他世代との交流

がほとんどない「自己完粕ヤ加の強いも(})が多く見受

けられるが、これは入居者の活動の場をごく狭小な範

囲に限定し、 l•:1 梢生活を無味乾燥なものにしてしまい

かねない。そうしないためにも、 i1'1i齢者住宅が地域に

IJりかれた存在となり、入屈者と地域（：l：民との間に交流

が生まれたり、入屈者が地域に対して1ii]らかの役割を

iUえるようになることが望ましい。このような関係を

維持できてこそ、入居者の其に敷かな生活が期待でき
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るのではなしヽだろうか。

また、地域との関係維持は人的交流だけにとどまる

ものではない。例えば、地域のポランティア訴動に対

して、ifij齢者住宅(/)場所や設備を提供することなども、

入）沿者および地域il:Lも0)．ll:.i,riを敷かにする｛l：掛け0)-・

つにな り得るだろう。

③ti1報集約 ・梢報発9ti機能の強化

翡齢者（おもという場を1|.I心にして、 I ーヽド（（主宅な

どの物的瑚境）・ソフト（サービスやマンバワー）と

これを利Illする人！，i}者 ・地域住民の関係が緊密になれ

ば、そこには朴l!！11it0)tli報が行き米することになる。

i翡齢者（l：宅は、これら(J)梢報を集約して、入I,iけt・地

域住民に遥元してしヽくとともに、さらにJぷく梢報発{ii.

していく機能をもつべきである。

そ(/)ためには、人9沿者 ・地域住民を会員とするよう

なl;ll体を組織し、 ifl,{，t• 余II品 ・ （紐W·I袋似・教ff . i勺

i.）俗巡lll・ボランティア柄動など、 Jf/j齢．JUl0)生活を豊か

にするための情報提供を行う{:I：糾みをつくるのも一つ

(/）方法だろう。また、tiり報集約のためにマルチメディ

ア（パソコン通伯 • CATV 等）の固i1 を検i寸する(/)も

よい。パソコン通伯などを適切にi§人することで、梢

報集約機能は格段に;V:jまることが好えられる。

さらに、こうしたfiり中1i(J)やりとりの中で、 i'，・1ill倫者Iii/

士が梢極的に議論し考えるような動きがlfil1侍に1ぷがっ

ていけば、それを現状の生祈改怖や嬰望実現(})ための

t甜伽—|Jilや自治休への嬰』＇i ・政策嬰求など一ーヘと

発殷させていくことも可能である。

このように、iWi齢者住宅を1ti報集約 ．ti'i報発iii(J）拠

瓜とすることは、地域屈住システムの中のiHi齢者•ti:，屯

独自の役割をより明確にするための有効な手段の一つ

になるだろう。事業として成．立させるためには、この

構想をさらに具休化していく試みが必吸である。

5.おわりに

本肴・:’,)では、今後の民間によ る研齢者住宅事業の・jII能

性を探ろうと したが、あえてアメリカのf1j齢者住宅(})

実1＼りを引き合いにi11したのは、．tltに事菜展lJf-lやii帥品1jt1

発(})内容を理解するということではなく、民Il[l:I渫翔'l



な らではのIli染者の数多くの試行91,f誤から大いに学ぷ

ペきも(})があると考えたからである。

冑虹iで、民11il企業が手がけるイi料老人ホームが岐路

に立たされていると述ぺた。li'(Hかに、バプル崩駁後、

打料老人ホーム事業をとりまく現状は厳しいものがあ

る。また、行政i:．の規制が事業の船を狭めているとい

う冊lilliもないわけではない。 しかし、それは1ji業・・作1)

努力では全くどうにもならないという悲観的なも(})で

はなく、発想(j)転換と：r．．．夫次第で果り越えていけるも

のと、私は",(1!ifiしている。そうしたfill怠 lリと(j)集梢こ

そが、現{l:•(}） 1i料老人ホーム(})枠組みや制渡的な{|ill約

を越えて、佑jIl糾抒の多様なニーズに適合したifii齢附l:.

宅を生み出すことにもつながるのではないだろうか。

新しい発想に制約はない。今後さらに多様化すると

思われるifii齢者のニーズを的確にJJもえていくことで、

民fffi0)ifli齢者ti：宅事業にも逍は必ず見えてくるはずで

ある。

註

*I 厚生省資料によれば、 1991年に76.5％だった入居率は、 94年

には71.2％まで低下し、この10年間では最低の水準となった。

* 2 今回の視察内容は、（財）高齢者住宅財団によりr1994年度

カナダ•アメリカ高齢者住宅視察報告儘」としてとりまと

められている。

* 3 本稿て’扱う「高齢者住宅」とは、 ①高齢者が集合して居住

する形式で、（の高齢者の生活に配慮したパリアフリー設計

がなされており、③何らかのかたちで人的なサーピスが提

供される住宅を指すものとする。

* 4 訪米調査は、（財）日本建築センターが実施したものなどが

ある。同センターの調査については、（財）日本建染センタ

-: HOUSING FOR THE ELDERLY IN USA TODAY 1990, 

1990、同：高齢者のための住宅・都市整備に関する訪米期

査報告魯， 1993、などを参照。

*5 セミナー・シンポジウムは、 r高齢者住宅財団創殷記念フ

ォーラム 高齢者住宅国9祭フォーラムJ(（財）高齢者住宅

財団． 1993年 4月26日・ 27日開催）、 r第 2回高齢社会を支

える住まいづくりに関するセミナー アメリカとデンマー

クの高齢者住宅～民間主導型と行政主導型の先進罪例を

比較する」（同． 1994年7月25日開催）など。

* 6 文献は、園田償理子：世界の高齢者（主宅一日本・アメリカ・

ヨーロッパ，（財〉日本建拓センター． 1993など。

* 7 ホームヘルブサービスは在宅者に対する生活支援のための

サーピス提供、また、ホームヘルスサーピスは脊設や医烈

等の専門的なサーピス提供を指す．

* 8 アメリカにおける65政以上高齢者の家族形態は、1990年時

点で、単身31%、夫婦54%、親族同居13%、非親族同居 2

％である（園田直理子：世界の高齢者住宅，P2I• 23,（財）

日本建染センター． 1993)。これに対し、日木では 同`じ く

1990年時点で、単身ll%、夫婦26%、9月族同居63%（子と

の同居60%、その他の親族との同居3%）となっている

（平成2年国民生活碁礎調査による）『

* 9 園田員理子：世界の高齢者住宅一日本・アメリカ・ヨーa

ッパ，PIO,（財）日本建某センター， 1993、による。

* IO Independent Living 

* 1 I Congregate Housing 

* I 2 Assisted Living 

* 13 嬰介穎高齢者を収容する施設で、手祁j以外の医釈、看設、

介設を行う。メディケア・メデイケイドと呼ばれる公的医

僚保9紅制度の適用が可能で、入居者に支払い能力がなくな

った場合は、州砕が費用をカパーする。

* 14 Continue Care Retirement Community 

* 15 Retirement Village 

* 16 利用権とは、入居者がIl［榮者に対し、入居一時金を支払う

ことにより、ホームの利用その他ホームが提供する各稲サ

ーピスを終身にわたり受けることのできる権利をいう 。終

身利用権とも呼ぷ．ホームの所有権を取得するものではな

く、本人一代限りの権利であり、死亡と同時に1酋利は消減

する。現在の日本では、実定法に定められた権利ではないt9

* 17 （財）日木建摂センター： HOUSINGFOR THE ELDERLY !N 

USA TOOAY 1990, P20, 1990、による。

*18 前掲＊ 17による。州によっては、退去時には利子分を除い

た入居金は払い戻さなければならないとする規制を設けて

いる場合もある。

*19 日本では、利用権方式の有料老人ホームの場合、ほとんど

が償却方式をとる。償却期間は一般に10~20年とされる。

*20 （財）日本建築センター：高齢者のための住宅・祁市整備に

関する訪米罰査報告讃P20,1993、による，

*21 平成3年に改正されたr有料老人ホームの設謹渾営指導指

針」（腹生省）により、消費者が適切にホームを選択でき

るよう、介穎に費目した有料老人ホームの類型化を行い、

r恙冬身利用（同一厖設内介護）型」 r絹身利用（提携施設介

穫）型」 r提携施設移行型Jr限定介穫型J「健康型J「介籍

専用梨」のいずれのタイプに該当するのかを表示すること

が義務づけられた。

* 22 前掲＊ 9,P5M4、による。

*23 高齢世帯とは、世梱主の年齢が65歳以上の世帯のことを指

す，

* 24 吉村直子：高齢者はどこに住むのか～高齢者向け住宅にOO

する考察とその概念化の試み～，長谷エコーポレーション

総合研究所り992年度年報招題篤」， 1993、を参照。

* 25 r地域居住システム」を機能面から捉えると、それは住宅
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などの物的環境である「ハード」だけではなく、様々なサ

ーピスやマンパワー、あるいはそれら相互の関係といった

「ソフ ト」をも広く包含するものであるりそして、この「ハ

ード」および r‘ノフト」とこれらを利用する高齢者が最適

な間係でつながり機能している仕~llみとして想定すること

ができる。詳細については、吉村直子 ：明日の高齢者像を

もとめて，長谷エコーボレーション総合研究所「1993年度

年報州期篤」， 1994、を参照。
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空間計画としてのパブリック・アート
Public Art as Space Planning 

解題の対象

バフリック・アートと都市テザイン（その2)
Public Art anti Urhan Dcsign(Parl2) 

l．はじめに

t．バブリック ・アートと空間計画

3．空間の体験ー参加と対話

4．バブリック ・アートの空間技術

5．批評と「生きられる空間」へ

池村弘 之
Hj『oyukiIKEMURA 

1.はじめに

わたしたちは、今、街なかを歩けば、何らかU)パプ

リック ・アートに遭遇することが珍しくなくなった，9

だが、それがパプリック・アートと呼ぶにふさわし"‘

も0)であるかどうかは、必ずしもりl『位ではない，9 litに

公共空間（パプリック ・スペース）にirtかれてし>るか

ら、そう呼ばれている0)かもしれず、 ili民（パプリッ

ク） 0）趣味にあっているから、そう呼ばれているのか

もしれなしヽ。「パプリック・アー 1、とは何か」としヽ う）り1

いが1・年ー110)ごとく紛り返されるのも、このような

概念」•••(}）曖昧さに•J，ヒづいている。さらに、バプリック

0）、意味、すなわち公共性とは側かということ まで深人

りすれば、議曲は鉗綜し、 ti戟迷())l虹を深めてくる、、 ・ 

見、市民権を捐たかに見えるパプリック ・アートとし、

ぅti熊も、実は多義(1りな岱味(})複合なのであり、公JI、;

性と芸1Bi111：という 2つの方向性0)狭11りで、危うし、J1J術

を保とうとしているのが現実である。また、こ(/)緊1；l<
関係l:1体がパプリック ・アートをめぐる議，il11をスリリ

ングにしている原ltlでもある。それは、 11本の都11i空

IIIIの間題(/)縮I剥ともなっている。

本秘は、都iIj?RIIIIにおけるパプリック ・アート())liil

題を、空1111計i而iiih0)巾にi{f.ii!t付 けて考えようとする。

そのことによって、 iii1年度まで1j{l}｝lしてきたftり）布llil

計画論＂の延長 1こにこの11111迅を捉え、nltili布Iiil0)r近代、I

が持つI吼布0)課題をさぐろうというも(})である。

対応研究0)『バプリック ・アートとhliiliデザイン』

は、パプリック ・アートを、fltにnlti1iデザインのため

の道具として考えているわけではないが、かといって

現代アート 0)挑戦の場として都Hi空間を考えようとい

う立場をとるものでもない。現在のバプリック ・アー

トの議油は、デザインとアー トという 2つの立場のせ

めぎあいを反映している。アートにはアートIltl1i(/）‘‘Ili;’‘

がなければならないとする立場があることを 1・分認め

つつも、アートの ‘’I,lf.fIil/“ を容認するものではないこ

とを、まず最初に確認しておきたい。そ0.），伐味で、本

稿は「計圃」の観点からみたパプリック ・アート())空

間技術を考えるものである。また、ここでいう「；i19lli」

が従来のFI的主義的、機能主義的なそれではないこと
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は、 iiij年1庄まで0)rhliiliプラチック研究』において述

べてきたことである”。空Illlii|・illi論においては、人間と

空間と())ill係を祁＜ l(i|路(})ような役割を持つ「空Il!l技

術」の分析が煎梃になってくる。これも以前述べたこ

とだが、空II!！技衛が、空Ililに対するハード技術として

のテクノロジーではなく、科学技衛0)．t．位概念として、

社会や文化の文脈に影が終を及ぼすも(/)であることにつ

いても、あらためて確認しておこう。

ただし、ここで「デザイン」というfi郎(/).`訟味につ

いても、いくつか(/)Wli呆をしておく必嬰があろう。ポ

ードリヤールは、近代デザインについて、合J!l！的な進

.JJ;:(}）J11！念に依拠しながら支配的秩／松(/)li.II.：．i！代に近献す

るものであるとして、次の3つの矛／fiを指摘している 1)0

①必学的レペルの和i'.i:デザイン(/)形態はモード(/)支

配を免れない。したがって、「デザインは、物をそ0)Il!

乱！的機能性から解放しようとしながら、）I役史的には、

形態システム内で0)プルジョワil'i命に貢献しただけな

のである。」

②社会的レペルの矛In：デザイン(/)邸l汝lは大衆：l．；義を

反映する。したがって、 「物でも、メッセージでも、 ilじ

りでも、それらの削出が）i人(/)(ill/l.1になるようなすぺ

てに場を捉供すべき革命を遂行することができずに、

デザインはこの支配的社会形應と述命をともにする危

険がある。」

③心Jll.！一人類学のレベル(/)矛/ifj:デザインは経済（Iり合

J!l!tl：や快適性を追求するあまり、 現世的な価値観に）！1!

没する。「その根本の発想は／，足終的には合理性であり (;iじ

号0)令理ti:、機能の合理性、欲求の合P:I！性）、まさにこ

の点において、物の隠された部分、『呪われた部分』を

デザインは取り逃がす(/)である。」

今日使われている噌ITliデザイン」 という訂狐が、

これらの指摘を克服しているとはいえないだろう。つ

まり、都市デザインも、このような近代デザイン0)イ

デオロギーの影勝から免れ得ていないということであ

る。こうした指摘も踏まえた上で、空rirrn1・画論におけ

るパプリッ ク ・アートの可能性を考えていく必嬰があ

る。
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？ バブリック ・ つ—） 卜と空間計画

阪神人紺災後、｝1j1Y3i・三宮(/)フラワー ・ロードに設

ii/iされていたパプリック ・アートを見てきたが、そU)

多くは撤・去されてしヽた。 1uoo()）槌•/．,j·が秤く l l’、わずか

な数の作品が残ってしヽた。では、残されたパプリック ・

アートは、 1•I々(}）｛l・:tifに迅ォ刈しる市民に何らかU)）Jを

・りえていただろうか。答えは否である、）現場に立って

みれば、そこにiiりかれていたバプリック ・アー l、()）｝）

())i}slさを感じざるを得ない(/)である。フラワー ・ロー

ド(/)アートlltは、決して：l1米(/)叫いも(/)ではなかったl9

むしろ、 11本にあるストリート！i1J.(/）パブリック ・アー

トとしては樅範的な存在ですらあった。しかし、まが

まがしい））が通り過ぎた後、それに枯抗するかU)よう

に．． 立ち上がった1uoo()）力に比ぺれば、アー トの｝）はあ

まりに頼りない。アートとは繊細なも())であり、その

ような｝い）的なJ'；；！脱に耐えられなし、(})は‘11然だとしヽ う

総見があるかもしれなし、。 だが、それなら、 •ヽ ． ．iド()) {III

(/）ためのパプリック ・アートであろうか，， こ0)ような

ときにこそ、））を発揮するのがバプ リ ック • アー ト リ）

.l'i())｛1lli(i/.iではない0)か。少なくとも、ここに取り残さ

れたパプリック ・アートが、人々に切気をりえるほど

の力を持っているとは息えない。それらは、ひっそり

と、人々の牙Iil競にならなしヽように．立ち尽くしてしヽるば

かりである。嗚II乎、不幸なパプリック ・アー l、J;《9

このことは、ま ちづくり行政におけるパプリック ・

アート ()){{f.ii(l付けを物ii(iっている。そこでは、バプリ

ック ・アートは、明らかに都iliデザインのため())逍具

でしかなかった。ここでいう逍具とは、アー l、(/）(i(l:

や、岱義がれ1irliデザインを担う一機能としてしか位iifi付

けられていないということを指している。つまり、ア

ートは空間のIlI に ,~1係付けられていなかったのであり、

アートと空間との間に意味が発生していなかったとい

うことである。空間の文脈が考l~されていなかったと

いう意味で、これは空間計画ではなかったのだとしヽえ

よう。

パプリック ・アートでは、ある特定の場所のために

作品をつくることをサイト・スペシフィ シティー (Site

Specificity)というが＊3、これはアートのfllllの定義であ



る。アートが1:．体となり、場所性を刻印しようとする。

こうした概念によって作品がつくられると、アート(})

‘̀¥l{fiil1” を招きやすい。 リチャード ・セラの「傾いた

弧 (TiltedArc)」という作品が裁判を経てl(K去された

例は、アートの価値観がパプリックなf1lli値観に受け人

れられなかったのではなく、そもそもパプリック・ア

ートとして0)空間技術を欠いていた0)だ。つまり、空

IIIIO)文脈を1関係化する回路を持った空IIll技術がなかっ

たのだ、といえよう。空ll!J計画諭としては、パプリッ

ク ・ アートの条件を、場所との「対話」 0)•II-J能性がll}l

かれていくこと、つまり、閲境とのl関係性をIJりくよう

な空間技術を持っていることとして考えておきたい。

こ0)とき、音の空Ililtl:(J）|！！l題が参考になるだろう。

3．空間の体験ー参加と対話

近年、バプリック・アートの中にも音をJIlいたもの

が見られるようになってきた。これは、音が空間を形

成する媒低であることに将l百lすれば、当然の成り行き

かもしれない。なぜならば、音と空lfilとの関係で冒え

ば、空間は音が現れることによってはじめて知批(/りに

モノとして把拙できるからである。その意味で、空間

の文脈を考礁する空llil技術としては、音によるパプリ

ック ・アートは、空間の知甥的な体験によって場所と

(}）「対紺品を開くためのものとしてわかりやすいもの

であるといえよう。

たとえば、横浜市にある西賠屈り府は，橋周辺の音と

振動をセンサーが反応して、欄干0)16箇所にそれぞれ

違う信号が送られ発音休（音具）を作動させるという

ものである。桶の.I：．は首都高速追路が走り、付近はHI

当な騒音レベルであるが、それに対抗して音を発しよ

うというのではない。ここで発せられる音は、むしろ

聞えるか間えないか位の音であり、よほど注意してliIl

かないとlitlえない程度のものである。これは、柿を渡

る人々がその微かな音に気付くことによって、周辺の

音閲境に自覚的になることが意図されている。つまり 、

ある音の体験をきかつけとして、音瑚境にめざめると

いった知党的な体験を開いていく「参｝）［bの過程が1:l:

掛けられているのである。

また、マックス ・ノイハウスによる時報（「タイム ・

ピース (TimePiece)」，スイス ・ペルンiii)は、従来

(}）ように音の存在によって1I＃を併げるのではな く、‘‘音

の・イく{I:”によって｛りげようというも(/)である＂。都 IIi騒

音0)中に微弱なノイズを付け｝JIlえて徐々に大きくして

いって、その時刻になると秤が嗚りやむという仕掛け

である。音が削失することによって、音廂境に気付く

という逆説的な休験への「参加」が9足されるのである。

このような体験はわたしたちの）●：1'翡生活においてもよ

く経験することであるが、それを深くかみしめること

なく、 1-．：11;t(/）風限に埋没してしまっているのではなか

ろうか。音によるバプリック ・アートはそうしたFl'l:t

性を柑対化させるような休験を誘発させるような11：掛
けを持っている。

これらの例は、 r参加」 の過程をl付包すると同時に、

「対話」(/)構造を持っていることをも示している。こ

(/）ような「対話」の構造があるからこそ、閲境とのIil

係がl)I・lかれていくのである。ここでいう「対話」の構

逍とは、前年度の解題双プロジェ〉をめぐって』でも

ふれたように、いわば自己組織的な過程であり、パプ

リック ・アートの空IIIli惰iiのl弓1指すぺき逍椋を示して

いるといえよう。

聴成という知既に依存しないパプリック・アー トで

も事態は同様であり、空IIりの体験による知挑的な再構

成と場所と(/)「対話」の匝1路を1lijくこと、これがパプ

リック ・アートに求められているのではなかろうか。

今日のパプリック・アートの弱さとは、こ(J)ような「対

話」の構造(/)欠如からくるものであると忍われる。空

間の文脈とのかかわりでいえば、空1111(/）体験を誘発す

るようなものであり、それが社会的な批評性を持った

も(/)として意味付けられなければならないだろう。

4.バブリック・アートの空間技術

本節では、日本におけるパプリック ・アートの空）If)

技術について、空I!Il(J） i級化という問題と,~,連させて考

えてみたい。空間の｛依化とは、空間l村の事象が（ここ

では、パプリック・アートが存在することによって）

その空間に何らかの固有の（依を成立させていることを
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指すことにしよう“。そのことにより、パプリック・ア

ートによる「場」の創出がもたらされる。

まず、個々のパプリック ・アート作品ではなく、い

くつかのパプリック ・アートのプロジェクトをとりあ

げてみたい。ファーレ立川と新紺アイランドは、 1994

年から1995年にかけて相次いで完成した。これは、 II

本のパプリック ・アートのプロジェクトとしては、ひ

とつの両期を成すものとなるだろう。プロジェクトの

規校や、新しい選定方法など多くの点でそれが言える

が、何よりも一般市民にパプリック ・アートという』

菜を広く知らしめたということでも特策される。

ファーレ立川は、パプリック ・アートのアミューズ

メント ・パークとでもいうべき空間だ。約59,000吋の

再開発された商業地区に109ものパプリック・アートが、

やや過剰なくらいに設岡されている。ファーレ立/IIの

アートはモニュメント性は希薄で、換気塔、車止め、

ストリート ・ファニチャー、街路灯などを対象にした

ものが多い（写兵1,2)。コーディネーターの北川フ

ラムは、 「ファンクション（機能）をフィクション（物

語）へ」というコンセプトを面っているが、ここにあ

るのは解釈上の「遊び」の感‘比とでもいうべきもので

あり、さまざまな材質のさまざまなタイプの作品が批

在することによ って、全体としてある一定の空間の雰

囲気をつくり出すことに成功している。すなわち、フ

ァーレ立川という1ilじた空間の像であり、その像はデ

写真 1. ファーレ立川 タン ・ダ・ウ作，換気n
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イズニーランドなどのような人工的なアミューズメン

ト・パークのものによく似ている。それは、ファーレ

立川とその外側の空間との関係は殆どなく、内部だけ

で~I足的な空間を作り出していることからもうかがえ

る。立川をテーマにした作品もあるが、全体として立

川という場所性ではなく、ファーレ立川という場所性

を感じることも、束京ディズニーランドがディズニー

ランドの場所性を感じても、千茉県i11i安巾の場所性を

全く感じないのと同様である。

ファーレ立川では、作品個々の魅力よりも、それら

が一定の人工的な空間の中に配四されているというこ

とにより、人々に異化の感立を与え、空llりを楽しむと

いった体験に引き込んでいる。その意味で、パプリッ

ク・アートの空間，1げ両としては成功しているといえる。

人々は 「遊び」の感立で、パプリック ・アートに近づ

き、 r対話」することができる。このことは重要だ。な

ぜなら、 一般にまちかどのバプリック ・アートには、

文化の行りや平和の象徴などの、意味付けがおこなれて

おり、非常に窮屈で堅いイメージを持たれてしまって

いるために、逆に人々の意況を遠ざけてしまっている

ところがあるからである。ファーレ立川の「遊び」の

感t'とは、そのような人々の心の＂武装解除”を促し、

「対話」への参加を誘荘しようしている点で、パプリ

ック・アートの空間技術として貸頂な試みであるとい

えるだろう。

写真2. ファーレ立川 前がジャン ・ビエール ・レイノー
作，オープンカフェテラス 後ろがロバート ・ラウシェン
バーグ作，「自転I［もどきVl」（駐輪場のネオンサイン）



また、ファーレ立川が空間としての像化性を轟めて

いくことができれば、そのイメージが立川全体のイメ

ージをつくりあげていくことにもなりうるだろう。た

とえば、浦安のイメージがディズニーランドの街とい

うイメージに転化していったように、ファーレ立川が

新しい立Illらしさのイメージを獲得する日が来ないと

も限らないのである。

ファーレ立川とほぼ同時期に完成した新宿アイラン

ドでは、西新宿の再開発地区にある超翡層ピルの周辺

に10あまりの作品が配爵されている。しかし、一見し

て作品と分かるものもあれば、わからないものもある。

フロア ・パターンや壁面、地面に埋めこんである作品

などは、デザインと一体化している（写真3, 4)。非

常に都市的な空間であり、ポスト ・モダン的な空間を

構成している。ここでは、建築家とアーティスト、コ

ーディネーターとの共同作業（コラポレーション）の

結果、建築や空間と一体化した感のあるアートとなっ

ているのが特徴であろう。このことは、人々にアート

を対象化することなく接することを可能にしている。

空間とアート の間の距離をなくすことによって、アー

トを身構えて意識することなく「対話」の空間に引き

込んでいる。これは、アートを「舞台」として、人々

を舞台の上に引き摺りだしているからである。もちろ

ん、この空間はきわめて審美的であり、人々の好みも

強く出ようが、いずれにしても「対話」の土俵に参加

写真3.新宿アイランド ジュリオ・パオリーニ作，「メリ
ディアーナ」（野外広場のフロア ・パターン）

させるような仕掛けはなされているといえる。その意

味で、西新宿という都市空間の文脈に添った空間の像

が形成されているといえるだろう。

一般に、自治体の文化行政の一環として行われる「彫

刻のあるまちづくり」事業では、その地域の場所性を

意識するとはいうものの、全体的な空間の（象の形成に

成功している例は多くはない。むしろ、仙台市のよう

に「杜と彫刻」というコンセプトのもとに、杜の都と

いう空間の像を形成しているケースは非常に稀なので

ある。

個々の作品についてみても同様のことがいえるが、

彫刻作品単体のみを捉えてしまうと空間技術を見間違

えることになろう。たとえば、仙台市の中心部を走る

定禅寺通りの緑地帯には、海外の著名な作家によるプ

ロンズ彫刻が設置されている（写真 5)。この作品は、

けやき並木と一体化して極めて効果的に設四されてい

る。アイ ・ストップの役割を果たす作品と、作品の回

りのスペース、けやきとのバランスが、印象的な空間

の像をつくりあげている。これなどは、作品と回りの

四境とがパプリック ・アートを構成する良い例である。

つまり、作品と周辺の緑が一体化した空間がパプリッ

ク・アートなのである。緑は付け足しでも、台座代わ

りでもなく、アートを構成する部分なのである。仙台

市の場合、この点が周到に計算されている。

このような空間技術が見られない都市のパプリック・

-写真4.新宿アイランド ジュリオ ・パオリーニ作，「ヒエ
ラポリス」 (1階ロピー中央のフロア・パターン），背最のロ
ピー壁面はソル・ルウィット作，「ウォール・ドローイング」
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アートでは、多くの場合は空間の像化力は弱いか、あ

るいは分裂状態に陥ってしまっている。恐らくは、ま

ちかどに出来合いの作品を招いただけでは、空間の像

が形成されることは難しいだろう。それは、作品が空

間と感応し合ってはじめてパプリック ・アートとして

空間の像化をもたらすからである。仙台市の例以外で

も、たとえば、池袋の束京芸術劇場前の広場にある巨

大な作品（写真 6)は、その行後にある建築と広場空

間とのバランスがとれ、しかも作品自体がその施設を

示す象徴となっている点で、空間の偉化に成功してい

るといえよう。だが、このような例は非常に限られて

いるのが現状である。

また、都市デザインの手法としてパプリック・アー

トが利用されるとき、冒頭にふれたポードリヤールの

指摘を思い起こす必要があるだろう。日本全国同じよ

うな作品、作家、事業コンセプトが横並びになって‘‘パ

プリック・アートの金太郎飴”といった現状は、形態

がモードの支配下にあることを反映している。また、

うるおいや文化の代名詞としてパプリック・アー トが

弓入されるために、結果的には大衆主義に陥って、分

かりやすい、ありふれた空間がつくられることになり

がちである。都市デザインは、現世的な価値観 ・合理

性に立っために、より高次の価値観（いわば、彼岸の

価値観とでもいうぺきもの）をアートに付与すること

ができないでいる。そして、何のためにパプリック ・

写真 5．仙台市・定禅寺通繰地 エミリオ・グレコ作，「夏の思い出」
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アートを固くのか（そして、ほかならぬこの作品を、

ほかならぬこの場所に悩くのか）といった問いは不問

に付されたまま、まちかどにパプリック ・アートが増

殖していくのである。「彫刻公害」といった批判もその

ような状況から生まれてくる。

5.批評と「生きられる空間」へ

市民の側から「彫刻公害」の声が発せられる場合、

多くは設四主体の側の空間の像に対する無理解と、空

問計画への無関心がみられる。都市の中に組み込まれ

たバプリック ・アートは、単なる機能的な一要索とし

て、いわば骰物としての役割しか与えられていなかっ

たために、空間の｛象化を担うことなく、社会的な批評

性をも持ちえなかった。市民の側にも、都市空間を相

対化して「批評」することによって、環境の買を高め

ていこうとするような意識化、 「対話」への参加という

発想がそもそも希薄だったということに不幸の原因が

あったといえよう。つまり、設閻者と市民とバプリッ

ク・アートとの間に、「計画」の上において、環境との

「対話」の構造がそもそも内蔵されていなかった点に、

空問技術を欠いたパプリック・アートの不幸があった

｀ 芯塁＼．

写真6．東京芸術劃場広場 クレメント・ミドモア作，「CRESCENDO」



0)である。

このことは、11本における都IIi空liilI))「近代」が、

都Hiにたいする「批拌」を欠IJ.IIさせたまま進行してき

た!li態とパラレルである。すなわち、 hIiilil討観0)混沌

も都「lil掻背0)混乱も、瑚培と 0)r対話」の構辿を欠IJ.11

させた計岡iilJi(J11！によってIi)191：(Iりにf）'iみ爪ねられてきた

(/）であり、 ‘?Y|iilI))1lt・itlift’'が不{1:0)まま今11を迎えて

いる0)である。現在、バプリック ・アートがhl¥"ili空間

にili現する必然性は、閲l椛と 0)「対話」の構逝を持つ

ことによって人々との間に「1Itii平」を成立させること

にある。 この「批評」は自己糾織(Iりな「対話」の構追

を形成し、都l1i空間を変容させていくための原動力と

なるであろう 。 このことによって、はじめて 1.. 1本の都

iI―i空liilは 「生きられる空llil」となるのではなかろうか。

それは、もしかしたら〈パプリックスケープ〉と呼ぷ

にふさわしいものなのかもしれない。
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何か～音、空問の未知なる領域～，長谷エコーポレーショ

ン総合研究所「1991年度年報解題茄」． 1992、同： 生`きら

れる音”をめぐって，長谷エコーボレーション総合研究所

「1992年度年報解題絣」． 1993、および、同：空間の像／空

間の風飛長谷エコーポレーション総合研究所「1993年度

年報解賄篇J,1994、を参照。

* 2 r都市プラチック研究．，については、池村弘之：計画の逃

走、そして〈プロジェ〉へ，長谷エコーポレーション総合

研究所「1992年度年報解題篇J,1993、および、同： ＜プロ
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年度年報鮒阻蔦」．1994、を参照。

* J サイト・スペシフィシティーの問題、特にリチャード・セ

ラとのかかわりについては、たとえば、新田秀樹：公共彫

刻の命運—リチャード・セラ （ティルティド・アーク〉
の解体が意味するもの，宮城県美術館研究紀要第 5号，

1990、が詳しい．

* 4 マックス・ノイハウスの球例については、中）II真：ノイズ

の期合～都市とサウンド ・インスタレーション，バプリッ

ク・アートの実験，愛知県文化芸術センター， 1994、による。

* 5 音による空間の像化については、＊ lの文献のうち、池村：

音の空間計画とは何か、および、同：空間の像／空間の風

景、で述ぺた。
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パブリック・アートーそして、` 新`しい空間'’へ
Possibility of Public Art-Public Art as Space 

解題の対象

バブリック・アートと都市テザイン（その2)
Public Art and Urban Design(Prnt2) 

l.「驚きと発見」の街ーファーレ立川

E．国民を教化する政治的な技術

3．装飾的な演出を施す技術
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l.「驚きと発見」の街ーファーレ立川

写腹 1と2を見てみよう。半分に切られた車のハン

ドルを梱ったり、蛇のペンチをよじ登ったり、こども

たちは楽しそうに遊んでいる。こんなにいきいきとし

た笑船でパプリック ・アートに接するこどもたちを見

たことがあっただろうか。しかし彼らは、これらが「パ

プリック ・アート」と呼ばれていることをたぷん知ら

ない。

ファーレ立川。昨年10月のオープン以来、後述のよ

うに特別の思い入れをもってつくられたものであるが

ゆえに、注l1を集めているパプリック・アートをもつ

プロジェクトである。住宅 ・都市幣餅i公HIが東取都立

l l I il iにおいて推進してきたliIlf•1発事業 (:i'i．川J店地跡地

lil連地l烈：第一種市街地柑Ilfl発事業）であるが、その特

別の息い入れのゆえに、これらのパプリック ・アート

をここでは括弧にくく り「バプリック ・アート」と呼

んでおこう。

オフィスピル、ホテル、デバート、映画館のほか、

市立図柑館などの施設内容を持つ11棟0)インテリジェ

ントピルが立つ約5.9ヘクタールの敷地に、過剰とも息

えるほどの作品が設樅されており、どこに立っても、

かならずといっていいほど視野に入ってくる。その数

109。36ヶ国92人の作家によるものである。歩迅、建物

の入り lご1や外撒、注意深く歩いてみると、ビル0)［会な

どのI11立たないところにも作品が設liりされている。作

家名を確かめると、批界的にも知られた作家のものも

多く、こうした作家の作品をこんなにも身近に感じら

れるこ とに駕かされる。

しかし、なかには作品であることに気づかず通り過

ぎてしまうものもあるし、作品だろうかと考え込んで

しまうものもある。こどもたちだけではない。われわ

れも自分の見たものが「パプリ ック ・アート」である

ことを必ずしも知っているわけではないのだ。

「照きと発見の街立川‘'ワンダーランド''」。アート

計画の』け本コンセプトのひとつであるが、「街の掛観の

中にさりげなく埋め込まれた作品たちに気付くとき、

そこは脱きと発見の街になる」と解説されている＂。

燈きと発見の街。しかし、 rさりげなく埋め込まれた



作品たちに気付く」ことそのものだけが 「驚きと発見」

であるのではない。おそらく、これまで経験してきた

パプリック・アートと異なるものが 「パプリック・ア

ート」として設四されていることに 「気付く 」ことが、

ここで期待される「驚きと発見」なのである。

ここで、パプリック ・アートに対する対応研究の視

座について、簡単に述べておきたい。対応研究におい

ては、単にその形象の変化を美術史との関係で捉えた

り、技術的な変遷からその意義を探ることを直接の目

的とはしていない。これまでの議論はこうした観点か

らバプリック・アートを捉えることが多かったが、対

応研究が目指すのは、人々はバプリック ・アートをど

のように経験してきたのかといった視点から捉え返す

ことである。パプリック ・アートを設置する者と経験

する者とが織り成す相はどのように形づくられてきた

のか、特に人々はパプリック ・アートをどのようなも

のとして、どのように受け入れてきたのか、そしてど

のように慟きかけてきたのかということに、焦点があ

てられる。ここでいう設腔する者＝設惜者とは、自治

体や国家だけではなく、企業や個人なども含めた、設

四主体としての存在である。また、経験する者＝人々

とは、設骰者とは立場を異にしてパプリック・アート

にかかわる、いわば一般の生活者のことである。なお、

対応研究におけるパプリック・アートの議論の対象は、

単に設骰された作品そのものではなく、いわば作品を

含む空間全体のあり方であり、そこではパプリック・

写真 1 ヴィト・アコンチの車止め・ペンチ（ファーレ立川）

アートは視覚だけによるものではなく、全感箕的なも

のとして認識されている。ここでは、こうしたものと

してのパプリック ・アートを （パプリック ・アート）

という用語で指示し、いわゆるパプリック ・アートと

は区別しておきたい。

彫刻公害ということばが象徴するように、現在、パ

プリック ・アートは多くの問題を抱えている。各地で

展開されているいわゆる 「彫刻のあるまちづくり」事

業などによって、美術的な観点からも優れた多くの作

品に接することができるようになったにもかかわらず、

われわれは必ずしもパプリック ・アートを楽しむこと

ができない。そして、 「不幸」なパプリック・アートが

都市に溢れてい<• LO 

これまで、パプリック ・アートとは何かという問い

に関する議論のなかで欠けていた、璽要な視点がある。

それは、パプリック ・アートは経験の仕方が方向づけ

られた制度として存在し、極めて少数の例外を除いて

は、人々は自らの意識を投影しつつパプリック ・アー

トを経験することができなかったのではないかという

点である。設囮者は自ら想定する秩序に基づきパプリ

ック・アートを設骰し、人々をその秩序へと誘導する。

それは規範化し、また一般化することによって、設四

者と人々との関係は形づくられてきた。上で規定した

〈パプリック ・アート〉はそれにかかわる人々の多様

な行為の集積として形づくられるものの謂であるが、

このような配慮がなされていなかったことが、現在、

写真2 ニキ・ド・サンファルのペンチr会話」（ファーレ立川）
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多くの「不幸」なパプリック ・アートを生みだしてい

るもっとも大きな要因なのではないか。

対応研究は、こうした仮説を出発点とする。このこ

とは、昨年度までの「『公園』の都市的意味の変容」に

ついての考察”の延長にあることを慈味する。都市的諸

施設に沼目しながらも、都市空間における、もしくは

都市空間そのものの計画のあり方にかかわる問題を取

り扱うからである。

本稿は、対応研究の予備的な考察として、わが国に

おけるパプリック ・アー トの変遷を振り返りながら、

設四者がパプリック ・アートをどのようなものとして

捉えていたかを探っていく 。こうした考察を通して、

時代の変遷とともに設四者によって想定される機能は

変化しながらも、パプリック ・アートが制度的な秩序

から抜けだすことができないできたことをまず明らか

にしたい。

も国民を教化する政治的な技術

いわゆるパプリック ・アートの出現は新しい現象で

はない。例えば銅像。明治以降、銅像と呼ばれる数多

くの彫刻が人々を見下ろしてきた。わが国の都市の公

r, .. 

てし

写真 3 大熊氏広「大村益次郎像」（東京 ・靖国神社）
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共空間に四かれた作品のはじめとされるのが、1893（明

治26)年、東京 ・靖国神社境内に設骰された大村益次

郎像（写真3)である。その後、明治維新や日梢戦争、

日露戦争などでの功労者、地域への功労者など、実在

の軍人や政治家、文化人をモデルにした彫刻が設骰さ

れていくようになる。銅像は彼らの貢献を称え、人々

にそれを知らしめるためにあった。ここでは、銅像の

形象とそれが設置される高さが大きな働きをする。

まず、こうした銅像の特徴は誰をモデルにしたかが

明らかなことである。作家に求められたのは特定の人

物を再現することであり、いかに忠実にモデルが再現

されているかが重要であった。なお、大村益次郎像は

大熊氏広の作、また東京 ・上野公園の西郷隆盛像は高

村光誤らによるものであるが、現在でもこれらの作者

名は意外に知られていない。

戦時中の1943（昭和18)年、政府は閣議決定により

全国の銅像などの回収を指示した。戦争が窮迫し、戦

争資材として金屈類を回収するためである。皇室や皇

族に関するものや特に国民の崇敬のまととなっている

人物のものなどを除き、その対象となった。前島康彦

は撤去のときのようすを次のように述べている丸 「近

所の神社の宮司さんを呼び、御神酒と供物を用意し、

遺族がいる場合にはこれを招いてその前で鎮魂と撤収

ののりとをあげて式を終るのを常とした」。銅像はもの

としてあるのではなく、モデルとなった人物そのもの

であったのだ。

これらの銅｛象はいわゆる台座 とともに設骰されてい

る。たとえば、大村益次郎保が人の何倍もの研さの台

座に載っているようすは写真からも理解できるだろう。

台座は銅像に店さを与え、銅像は閻さをもつことによ

って、人々に自ずと仰ぎ見ることを要求する。そして、

人々は銅｛象を仰ぎ見ることを通して、それが崇敬すぺ

き対象であることを認識させられていく 。銅像の場合、

人々とバプリック ・アートとのかかわり方は、このよ

うな形で規制されていった。

銅像はモデルとなった人物の業組を顕彰するもので

あるが、 同時に国策である全体主義 • 国家主義と結び

つけられ、それを象徴するものと して機能していた。



つまり、銅保はこうしたイデオロギーを国民に確認さ

せ、それを社会に定沼させるための技術、いわば国民

を教化するための政治的な技術としてあったのである。

これが銅像の制度化である。多くの小学校の校庭に立

っていた二宮金次郎像や東京 ・渋谷駅の忠犬ハチ公（象

なども、こうした銅像の延長として捉えることができ

るだろう。金次郎は勤勉であることの、またハチ公は

忠誠心の象徴として立っていた。

戦後、 GHQ（連合国軍総司令部）は銅像追放の指令

を出す。それは戦争の原動力となった国家主義や軍国

主義の追放であり、これらを象徴する銅像が追放され

たのである。軍人などの人物像だけではなく、記念碑

の類も対象となり、これらは厳しく撤去されていった。

しかし、すぺての銅像や記念碑が撤去されたわけで

はなく、移設も含め、存囮されたものもある。ここで

特に興味深いのは、存憤された理由である。東京都に

よる撤去公告（東京都公報第186号）によれば、「明治

時代における美術史上の代表的作品と認められるので、

存骰する」「芸術的価値あるものであるから適当の位四

に移して存阻する」といったものであった＊3。美術的な

親点から、銅像そのものの形象が検討の対象となって

詈
』

•:0. 
5
9
 

り

•
一
[

i. 

.

)

 

:
t
l
t
`
t
r
1、
•· 

.~ 

・七・｝
＇ ；

ク
・
・
・
↓
．
“

.
～
し
、

.• 
Z
 .
.
 ‘、

・ペ

.• 
9

ぷ．渇．
s

i

グ
心
を
．． 
9
 ．
 

．．
 

•
• 

t

,
．
 

ぞ
h
 
．一

七
円
•
C
,

ヽ
'

•.• 

••• 

i
-
1
-

？
 

-.
 

▲
 
.

.

.

 

N

し＇ ．．． 
9-7~~ 

.•. 

~
 

、,・

●
●
`
 

●
竺
｀
9

．
”

3

”
り

7

,
．

ベ

．．
 /`

e
1
・
 

9%‘ 
．
 

ー・ピ・
[
l

・〉、'・・タ
f
-

，
9‘

＇ 

→冨冒
．，
 、聾．

・ •.、 9匿

T
 

ヽ
f

9

 

おり、銅像が設置された空間がどのように形づくられ

ていたか、つまり人々が実際にどのようなかかわり方

をしていたかといったことは、ここでは捨象されてい

るのである。銅像が当時、どのようなものとして捉え

られていたかの一端をうかがうことができる。

戦後になり、社会の価値観も一転して、全体主義 ・

国家主義に代わり「自由」や 「平和」「希望」「愛」な

どが鼓吹されるようになると、これに呼応して作品の

形象も若い男女の裸像や母子9象などにかわる。こうし

た作品には特定のモデルはいない。むしろどこにでも

いそうな若者の健康的な肉体やこどもをやさしく抱く

母親の姿が、これらの観念を象徴していたのだ（写真

4)。
こうして、作品は特定の人物であることから解放さ

れる。しかし、想定されている機能そのものにはまっ

たく変化がなかった。戦争が終わり、価値観が大きく

かわっても、人々はこう した作品を通して、新しい価

値観を受け入れることを求められていたのであり、パ

プリック ・アートとしての銅像は、やはりここでも、

国民を教化するための政治的な技術として捉えられて

いたのである。

3.装飾的な演出を施す技術

1960年代に入ると、都市の蹂境整備や景観形成を目

的とした設四事業が見られるようになってくる。いわ

ゆる「彫刻のあるまちづくり 」事業である。現在、こ

うした事業を継続的に展開している自治体は全国で20

を越えるべこれらの事業が、一般に認知されるまでに

発展してきたパプリック ・アートを支えてきたのであ

る。

「彫刻のあるまちづくり」事業にはじめて取り組んだ

山口県宇部市が 「宇部市野外彫刻展」を開催したのは、

1960年であった。1970年代になると、高度経済成長期

には必ずしも顧みられなかった都市環境への関心が全

国的に高まっていった。それにともない、各地で彫刻

設屈事業が行われるようになり、特にここ十数年のあ

いだにその数は急速に増加した。

こうした事業では、作家の個性が生みだす造形的価

写真4 乗松巌 r自由」（東京 ・日比谷公園）
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値が作品に求められるようになり、人物依などの具象

だけではなく、さまざまな抽象も含め、多様な形象の

作品が設四されるようになった（写真 5 •6 )。こうし

たものが都市空間に有効な装飾を施し、このことによ

って環境整備や屎観形成がなされると考えられていた

のだ。一方で、著名作家に制作依頼が集中し、全国ど

こへいっても同じ作家の作品があるといった批判も生

じているが、それだけ作家の「名」が重視されている

ことの証とはいえよう。

また、設附においては、作品だけではなく周囲の環

境との関係にも配慮されるようになる。一例として、

愛知県碧南市の資料から引用しよう 2)。「野外に四＜彫

刻は、室内に四くものと異なり、周囲の現境と作品と

がどの様に関っているかが重要である」。「彫刻は、絵

画と異なって立体的美術品であり、天候、時刻、眺め

る位四や方向（前後、左右、上下、遠近）によって微

妙に変化する作品として鑑賞することができる」。作品

の美術的な価値だけではなく、後者からもわかるよう

に、その造形的特質にも目が向けられていることには

注意してよいだろう。ささやかながら、空間のあり方

にかかわるものとしてパプリック・アートを議論する

写真 5 佐藤忠良rジーンズ・夏」（愛知・讐南市文化会館前）
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ことへの萌芽と理解できるからである。

このような変化だけではなく、設笛者と人々との関

係にも変化が見られる。すなわち、パプリック ・アー

トが地域の住民に親しまれるものにするために、パプ

リック・アートを住民の自主的な地域文化形成の媒体

として位四づけようとする工夫がなされていることも、

「彫刻のあるまちづく り」事業の特徴のひとつである。

作家や作品、設阻場所の選定に住民を参加させる、い

わゆる住民参加である。美術の専門家や学識経験者だ

けではなく、住民を加えた委員会を組織し、これらの

選定にあたるものである。こうした住民参加は、作家

や作品、設骰場所の選定に住民を参加させることを通

して、いわば住民を設憐者に転換しようとする試みで

ある。これは住民がみずからの地域を組織化してい く

コミュニケーションの道具としての役割をパプリック ・

アートに期待するものであり、すぐれた試みとはいえ

よう。

しかしながら、住民参加にもいくつかの水準があり、

必ずしもそのすぺてが肯定されるものではない。前年

度の解題における問題意識からすれば・尺都市的諸施設

にかかわる「計画j と「使用」との関係において、人々

の実際の行為は、「計画」の想定できない、「計画」の

無意識ともいえる、潜在的な機能を内在させる領域を

形づくっている。「計画」の限界は、この領域を必ずし

も十分に捉えていないことにある。しかし、都市的諸

施設の機能の保全に、またその設骰にかかわる主要な

写真6 中山敬章r風サエ吹キスギル」（東京・足立区大谷田公園）



癌．志決定に参加するtl:Lも参）JIlは、こうした「計画」の

想定する秩1杓こ人々を取 り込むものであり、「計画」の

限界は1.01避されていないのである。

「彫刻のあるまちづくり」事業における住民参加は、

作家や作品、設iiIt場所の選定といった意志決定に参）JIl

するも(/)であり、この、・意味では、やはり哺庫i」の限

界を越えてはおらず、人々を設iiit者の想定する秩序に

取り込むものである。

4.そして、‘'新しい空間“へ

ファーレ．＼＇t:JIIにもどろう。 ここでは、アート計画の

胡本コンセプト{})ひとつとして「ファンクション（機

fit)をフィクション（物胤i)に」があげられているよ

うに3)、建物の外撻、換気塔、ストリートファニチュア、

llul.：めなど、外部空間の開股索がアート化されている。

外部空11110)語要索とは、都市生祈に必要な施設の一部

として形態化されたもの。ファーレ立川では、これま

で 都ili空lI[Jにおける技術として捉えられていたパブリ

ック ・アートが、都市空間そのものを形づくる技術と

して捉えられているのである。それまで必ずしも十分

には見られなかった、人々とパプリック ・アートとの

多様な関係のあり方が、ここでは想定されている。た

とえばベンチであれば、腰掛けることによって生まれ

る触れ合いが両者の1具l係をつくっていく。つまり、こ

れまでのパプリック ・アー トとは異なったリアリティ

の次元が実現されているのであり、ここにファーレ立

川の「パプリック・アー ト」の新しさのひとつがある。

ファーレ立川は就業人口およそ 1万人、来防者を合

わせると 11:1 3万人を超える人々が集まる とされてい

る＂。その多くは「アートマップ」 6)をもって、ファー

レ立川を歩く。「アー トマップ」には、設岡場所や作家

名、作品名、そして「機能」（外部空間のどの要素がア

ート化されたものか）などが掲載されている。あの階

段を昇ったところにアートがあるようだ。あっ、これ

もアー トなんだ。そして、著名な作家が制作した「ペ

ンチ」に腰掛け、r照きと発見」を経験する。彼らは、

股罹者が用意したカタログを手にして、「パプリック・

ァート」と名付けられた、いわばtiij費可能な「商品J

をひとつひとつ確認しながら、ファーレ立JIlを歩く。

その行為は、設骰者の想定する秩序を一歩も出てはい

ない。

噴品」は料i費され、いつしか、これらが「パプリッ

ク・アート」と呼ばれていたことは忘れられていくだ

ろう。しかしこのときこそ、制度から解放されるのか

もしれない。そして再び、誰かが歩道や建物の外壁な

どで黙々と「機能」しているものに、（パプリック・ア

ート）としての価値を発見したとき、設樅者が想定す

る秩序とは別の‘‘新しい空IIり’'がそこに生まれる。

しかし現在でも、‘‘新しい空間'1を経験している者は

確かにいる。写其1や2(/)こどもたちの笑顔を息いだ

してみよう。車止めをただ見ているだけで、ペンチに

腰掛けているだけで、こどもたちはこのような表梢を

見せてくれただろうか。ハンドルを握り、ベンチをよ

じ登っているからこそ、彼らはこんなにもいきいきと

した笑額を見せてくれたのではないか。「車」［：め」と呼

ばれ、「ベンチJと呼ばれるこれらのものは、彼らにと

っては、「車l.I:め」でも「ベンチ」でもなく、ましてや

rパプリック ・アート」と呼ばれるものでもない。彼

らはこれらのものを名付けないことによって、設t説者

が想定する秩序から逸脱し、これらは （パプリック ・

アー ト〉となるのである。

現在、都市には多くのパプリック ・アートが股龍tさ
れている。明治時代の銅（象があり、戦後の「自由」を

象徴するものがあり、「彫刻のあるまちづくり」事業に

よるものがあり、そしてこれらとは別に股皿されたも

のもある。人々はこれら多くのパプリック・アー トに、

さまざまにかかわっている。

対応研究では今後、制度的な秩序とは別のところで

パプリック・アートにかかわる人々の行為の収集 ・分

析を通して、パプリック ・アート を人々の側から捉え

返し、（パプリック・アー ト）のあり方について、その

本質的な問題の考察を展開していく。先に述ぺたよう

に、このことは都市空liりにおける、そして都市空間そ

のものの計画のあり方の間題を考察することでもある。
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註

* I 「バプリック・アートと都市デザイン（その 1)」では、パ

プリック ，アートを 「幸 ・不幸」という観点から観察し、

「不幸」なパプリック・アートが多い現状を明らかにしな

がら、そのような状況を生む要因や幸福な状態を実現する

ための楳題について予備的な考察を行った。ここでいう「幸・

不幸」の判新は、作品とそれが慨かれている環境とそこを

訪れる人々との三者の関係に対する判断であり、作品だけ

を対象としたものではない。（山岡義典 ・ 池村弘之•吉野

裕之：バプリック・アートは幸せか，山岡義典編．公人の友

社．1994、などを参照）

* 2 吉野裕之：「公園」の都市的意味の変容一 r計画」をめぐ

る行政と生活者との間係，長谷エコーポレーション綿合研

究所年報綸文篇弟 2巻．P116-132, 1994、吉野裕之：公

園ー自明でない機械．長谷エコーポレーション総合研究所

「年報解題篤1993年度」，P76-82,1994、を参照。

* 3 前烏康彦：東京公園史話， P260，東京都公園協会， 1989、に

よる。

* 4 バプリック ・アート一環境との対話の可能性ー（バプリッ

クアート・フォーラム第一回全国シンポジウム資料），P71,

パプリックアート・フォーラム， I994` による。

* 5 註 2のうち、吉野裕之：公園ー自明でない機械，長谷エコ

ーポレーション総合研究所「年報解題篇1993年度」，P76-

82, 1994、を参照。
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78 



囮主な受託事業一覧(1994年4月～1995年3月）

'・ .;,・ .•' ，,$； , ＇ ・` '̀ ・ ・・ 'ヽ‘• ・',.' .ジ9; テ・ーマ‘̀名
・ヽ：

委託者 期間人｀

rクオリテイマンションセミナーJ内容企画等協力 （株）長谷工不動産 94年 8月

土地活用フォーラム'94
（株）HC企画 94年 9月

「特優賃制度の最近の動向について」情報提供巣務
．． ~ ， ー ，， ·• •̀~ • ・ 9 9 9 9 9 9 , l • • l •一-·

人革部研修マーケティング戦略に関する請濱 （株）長谷エコーポレーション 94年10月

社宅セミナー資料作成・請演 （株）長谷エライプネット 94年12月～95年 2月

マンション市場動向およびマンションの商品企画請演 （社）日本ハウスピルダー協会 95年 2月

マンション市場動向構演（計7件） （株）長谷エコーポレーション他 94年 4月～95年 3月

-‘ー・99 9 9 9 ■ 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 ●『' ’’ '-— , 9 9 , ·』—・．．―-一 ，

近畿圏民間分慎マンション
（株）長谷エコーポレーション他 94年10月～95年 3月

供給予定物件情報の一元化と調査分析

近畿圏民間分穣マンションのストック状況籾査 （株）長谷エコミュニティ 94年II月～12月

1995年首都圏・近畿囲分駿マンション市場供給動向訊査 （株）長谷エコーポレーション他 94年II月～95年 2月

分穎住宅需要鯛査 （株）flll西都市整備センター 94年II月～95年 3月

マンションと戸建住宅のトータルコスト比較研究 （株）長谷工不動産 94年 9月～10月

首都圏大規模団地の管理状況鯛査 （株）長谷エコミュニティ 94年 8月

平成5年住宅需要実態調査解析業務 （財）神戸市住宅供給公社 94年 9月～95年 3月

住意識クラスターによる顛客分析に関する研究開発 （株）長谷エアーペスト 94年12月～95年 3月

あだち景観づくりガイドライン改定に伴う彫刻のまち
足立区 94年 8月～95年 3月事業の現状調査・分析評価

集合住宅国際フォーラム開催にかかる企画および運営
（株）長谷エコーボレーション 94年 7月～95年 3月業務

マンション管理に関する日米の比較研究 （株）長谷エコミュニティ 94年 7月～95年 3月

「高齢者向け住宅の設備部品のリース方式等の研究Jに
（財）高齢者住宅財団 94年 7月～95年 2月係わる作業

総合的社会福祉施設基本計画に係わる調査、研究 （株）長谷エコーポレーション 94年12月～95年 3月

センチュリーライフ事集の今後の展開に間する検討 （株）センチュリーライフ 94年12月～95年 3月

阪神大震災対応策検討に間する業務 （株）長谷エコーポレーション 95年 1月～ 3月
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阪神大震災によるマンション被災に対応する
一連のソフト対策研究
■委託者：長谷エコーポレーション ■期間： 1995年1月～3月

■はじめに

!)5年l)1 17 「 l~I VJに発'tした兵川叫Ifi部地設は、都

l|iifI: l‘•Ii,!(j) 人；規校地祖d) もたらす被‘;IJをまざまざと見、

せつけ、被災地のみならず令lliIにr;ii限をり・えた。とり

わけ、区分）i/HJマンションがこれほど晋及した地域で

0)大規似な地虞災‘,1位は、 ~JJめてリ）ケースであり、物的

な被:,1:-状況もさることながら、マンションならではの

杓殊な•’litけを1訟とした被災の状況と ・ili後処J1l!0)あり

Jiが、関係佑こitlIされることになった。

その時点では、 Ili業―X•にせよユーザにせよ、地紺災

，i!fに対する’li|iij0)備えは、必ずしも）i令とはいい難い

状態にあり、地店を哭機に、杓え―1i()）1itJl[！や対策(})校

索など、企繁として対処が必吸な実務が大htに発生し

てきた1})である，）

長谷I．．総合iif'究所では、これらに対応する形で社内

に隣災プロジ .Tーク トチーム」をおき、進行中の業務

を悴し11．．めるなど、他に悩先した態勢で取り糾むこと

となった。そU)h|ilU0)必吸に応じて設定された業務は、

必ずしも腋然とした休糸を持たないが、振り返ってみ

ると、令体で・・・・連())ソフ ト対策研究菜務として認識さ

れる規校をなしてしヽ る。本稿では、こ<))うち、 9,1年）g

中に行われた菜務を中心に、趣旨・内容 ・成果等を報

佑する。

■研究の契機と取り組み

被災地域では、多く())建物が1ll{i,｝を受け、そのI|Iに

は数多くのマンションが含まれていた。マスコミをは

じめとするllt1!il(/）視点は、：り初段Iり行でこそ、被災(/)大

きさや避難した人々 へ(/)「iiltりに集中していたが、やが

て似OOを論じる段1特では、マンション）りt1-Jー：行の当事・・行

卸 J(/）|！堺などにii:IIし、分ii釦・:体・細役当:tj渚など

関係企業に対し、経済Ii(lll1を超えた援助を期待する）fi

に変化するであろうことは容易に見てとれた。

こ(/)ようなlji態とは別に、一般のマンションでは、

紺災以前の定／it時においてさえ、大規模修絣や建替な

どの事菜に困難を極めることが多く、維持悴理につい

ての社会的認識や実務tl‘t1りは定消していない状態にあ

った。これらの経験からも、被災したマンションがhll

修 ・建替え等による立ちit'iりを果たす逍0)りは、けっ

して平易ではないことが予想された(/)である。

さらに、 iU|l1復典(])遅滞や、区分iり泊者の苦労が伝

えられることにより、被災していないj附戒も含めて、

j．↓年培ってきたマンション／i｝tl：への旧頻に府りが生じ、

住宅：fli業として0)野l境が不＇女定になることすら懸念さ

れた(J)である。

こ0)ような1.li1脹認識を待つまでもな く、長谷エグル

ープを含む建設事業・不動I!i礼li渫各社は、人逍的な見

地およびMi客へ0)奉fl：から、架界をあげて被災地への

支援を1}ll始した。長谷エグループにおいても、マンシ

ョンの被災点検やこれに枯づく応急梢1i!t、さらには、

復111支援のための技術梢報提供など、多Jji(liの支援が

展開されfIIIぷ0)成果をあげたといえる。

しかし、これらのハード領域での対応は、現地支援

にせよ、被災分析にせよ、 •Kilじ())!.Jii屈認識に直接的に

対処するものではない。依然として、 1見l係．企架として

のii:．しい認識(/)共1iや、復陳手胤1に•Jよづく必叫l\'ii't())

検討と楠きかけ、さらには、マンションそのものの今

後0)ありJj樅索など、ソフト領域での対応課題は残さ

れていた。

艮谷：［総合研究所では、従来より、マンション(J)がt
Pl!Ihll題に取り糾み、国際フォーラムのl}fl{II！などl付外0)

り11見集約や1関係ri・(l）；意識定邪tに努めてきており、これ

らの存ifiは、課題対処の枯盤としての吸件を付fえてい

た。このため、研究所では、磁災直後より、 ．．I・・記の淡

然とした事態認識を1籾l！し、グループとして対応施策

を検討する こと0)必嬰性を提甘し、自らも対策研究に

将手した(/)である。

これらのソフ ト領域のrif究成果は、提汀趣旨を汲ん

でグループ内I¼/係部署を網羅して設liti された囮災連絡

会の事務局等を通じて、社内外に発信され、所期の成

呆をあげることができた。事務局は、約：｝ヶ月の緊急

活動）Vlllilを経て、その役割を終えたが、長谷こI-̂．総合研

究所としての関連課題への取り糾みは、その後も残さ

れ、腰を落ちつけた研究分析と梢報発俯を梱続してい

る。

81 



■研究諸活動の概要

前述のとおり、緊急事態への対応という特殊なilifI'i

0)もとに迎‘営された当該研究には、 こいめ股定したlilf究

計画とし)うようなも0)は存在しなしヽ。このため、個別

嬰索lilf究の集合として0)全体倣は、けっして1水系(Iりな

構成をなしてはいないが、大きくは、 (1)|iill幽認諏に

枯づく課題形成 (2)）1蒻礎的認識および概念(/)，りifltと

詔i、(3)1広範な視点をもつ梢報発ki、(/） 3領域に分

類される。以l‘.、時系列に沿い、領域ごとの固助慨吸

を報侑する。

(1)取り組み姿勢の構旅および外部梢報叫ItJII！と渉外

地紺発生j1'.1：後には、まず、 lilll迅(})11:!1(1：な，認識と企渫

として(/)課題を把拙する必痰があった。

このため、発生するであろう企業課題が1III出され、

当頂i(}）想定として、社1AJI関係淵咽に向け捉(Jしされた。

特に、 ,~,係企業として(J)/j;（l llJ的なi'tif範l.JII と、想定さ

れる外部からの期待との梢II船は、企業(J)1illi）)指針(})9「i
嬰な嬰索となっており、取り組みの根幹となる企没淡

勢について、「fl't極的ながらもil!！hr｛されないfi!l1）J}j含1’.I

の確立が必吸であった。

この段lt和では、新llfl・雑誌等の一般↑l／報、関係機関

からの特定柏報が収集撒II！され、必快に応じて備きか

けも行われた。

(1-1) ソフト対策の位ii!tづけの撒Il！と提：~

関係企業への法(t'1位iiitづけを超えた期待や、マスコ

ミを中心とするマンションへ(/)il1侑lli認識など、地復後

に想定される事態を予nil.1籾l！し、伐l係企深として())対

応必嬰課題としてまとめた。その中では、社内研究部

l"！としての役割と可能な対応ti,ii府が提案され、以後の

研究祈動の方l｛り付けが行われた。

(1-2)復1[lにおける企業課題・社会課題の｝籾l！と提茶

被災マンションの復旧段Iり料を想定した検iii(2-2参照）

を通じて、区分所有抒など当事者やl½l係企業等の役割

を幣理し、伐1係企業としての支援行動の可能性と限界

を位岡づけた。さらに、これらの1U|I1過程において、

既往の社会制腹や緊急対策等を適JIl しても〖it内となる

部分について、新たな社会的支援の必嬰を提茶した。
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これら0)検討にあたり、行政はじめ1Rlf糸語機関の対応

につしヽて、梢輝）にil品Lしが t，な Jj3 |•や内容を町1行

ヒアリング^ がこよりl1,(I;，認し、 ’li態W)把仰に‘.)とめたu

また、各段I~りで0)課題＾；りにつ しヽては、 lRl係 ‘l i’li佑こ

没透するよう＇）とめたが、特に 1疑急対策笠d)必嬰なil|i

分に‘)しヽ ては、 Il'I桜、 よたは党WlJ|［水・委il会＇：1;を通

じて、民!Ill企兄としてd)’liti’t，悦II）lへ’J'J炉州楚各を［動さか

けた、9

(2) J，し礎(r、)認識I))＃ifI1および概念iitJ’ I!• と普及

被災現地におしヽて、卜l：内・l文l~i fi・v)緊氣配備による被

災支援やJ！↓状分fliがf月）れてし1る煩、後Jjも含めた、令

社的な課題は、これら Iヽード領域の対1、位を支援しつつ

も、地凶ゃ被災MIiにつし、て、 11:.fi'(r:な，認識をJHiする

ことであ・）た，9

こ(/)ため、これまでグルーゾ内外で必ずしも 1•分に

は約ll！されてしヽ なか・）た地甜に関する 1,1；礎的梢報<))l|又

船lnU.’l！により、対外説明(/)ilもr.L を 1111避する J I： •(i1’I'i中1i と

してグループI9、lへ())tふ社が1`どlられた，＇

特に、 1,1}｛l:9|10)マンシ :Iンが地b,jで被災するという

ような状況につし Iては、従米d)想定は 1 •分ではなく、

保イi• 1籾I！につしヽ て(/)定見を援Jllしてしヽくほか、従来

制）如l)趣行と、現実的な課題とを勘‘•K した }j針設定を

行う必吸があり、イ山）出部分につしIて、独l'lU)検討も行

j一）れたu

これらの成児は、 fi料と してグループ内必，'iiili'附こ

提ijしされたほか、スタップを派沿しての説II）I会祁によ

り普及と徹底がはかられた、）

(2-l)地俎とマンション0)関係につしヽ て(/)j1[rd飩'1報

J也ば3とマンション(/)関係につしヽ て、 -.般的知識 ・社

会通念 ・ 法（lりあるいは制）じ的な現'ktりを収り1i\~Jll！し、

グループとして共通JI!！解とすぺさ内容を検，i寸した。そ

叫 ii提として、 11tl'iなじみの少ない地似illJ,i/iや、地質・

地学:,r;U)概念もJ，蒻礎知識として肌籾l！し、地b!iを契機に

マスコミ 、^りにiu枇したにわか評論によるtliや1iiJ・話しへ(/)

対処に努めた。結果は、 一覧火の形に凝縮してグルー

プ内各111咽に提供され、幾l．的か(/)改ilIにより、が1報の

早期聞流と内容の充実とを1山iif．させた《）



(2-2)マンション1U||1.fi1;d)検ふl•

従来の建特え＾作とは異なる被災という条件下でのマ

ンシ ：Jンの復Ill手順について、法制度1(1j、経済1(1i、現

、Ki(Iî‘↑;cJ)もJii(liから検ふtして、マンション1Ulll()）ガイ

ド ラインを作成した。この中では、 fv:11 1段,~和でp;r, ！f と

なる IlI(iもl' I:．のある 'l i•項を指摘するとともに、視行制1.u

では対応が困難な’lif[iにつし lては、緊急対J,t.、(}）ため0)

Ij策や今後のあり I)等を研究して提iiした。結果は、

訓題J11!h作を助けるし'i料として、関係‘11),Jへ(/)佛きかけ

．^一仰こ訴JIlされた (9

(2-3) 1’!i·出役Iii汎 l l を通じて <J)f11/報発(』 j•

マンシ 3 ン被災や俎災復陳について、見解等を求め

られる機会(/)多しヽグループ役職L1 に対し、 ...-•辿0)検討

粘果を随11!1報：りし、'::;:.・にJlitjiU)，認識I))|：で、災付け(})

ある発，iが可能なよう努めた。こ(})うち())---・部は、企

洸として(})公式発 Irとして出力され、社会的．立場をわ

きまえた企菜見解として機能した。

(2-,1)グループ内勉'；ii会へ(})IIl,i情

グループ’li況（木のうち、特に対外接触機会の多いi,i|i

！併では、地祖とマンションにrn1しての総合的かつグル

ープ共通d)月！解が不III欠であり、支Ili1rid)勉強i会が1!｝l

催された。1ur・究浙では、こ0)勉怖会において、柚辿 ．

設備^ 、がり）ノヽ ード領域を担．！りする設計部門との協力によ

り、ー一連 0)検，i寸粘果にJ，しづいた1り’儲説をiiい、 グループ

内に11:．しし＼認識が晋・及するよう努めた。

(3)将来9依(})検討およびアビール性ある対外発{ii

梢報I))1it.J1l！や認識1i(I[＼,f.など(})緊忍対策に嬰した地紺

il'［後(})lUll!il以降は、現実的な復典(})支楼とJ繍l(lり視点

にたった検討が必嬰なII，雑lVlとなった。

被災地では、復Ill. fuoo(/）ための具体的な行動が始

まっており、手順検小I(}）段1附で指摘された1ill題点が現

実(})も0)となりつつあった。また、社会が冷静さを取

り）ルすにつれ、生泊シェルターとして(})マンションか

ら、副i賢雁としてのマンションに関心が移り、 一部

にはマンションというJ,l}tl：形他に対する疑Ilりも発生し

ていたのである。

この段附では、 1uoo態勢をより『（1！かなものにするた

め(/)Ji策提iiと、マンションヘ(}){ji頻mli確認を；息識

したアピール性のある対外発(iiが、系統．ーれてて行われ

た。具体的には、現実(t'1条件に！！(tらしてiU||l.｛如沌ヘ

(/）杓えJjを削籾l！すること、そのために必痰な関係lli業

れ及び社会として(})課題を．~l~J}I！すること、今1,·,r o)被災

および1uooを契機にマンションの将米（俵を模索するこ

と、邪(/)J11!iiht119岱であり、付楷してこれらを体系的・

J!l!ih(l,.)に約11！して、軋i広く社会に発tiする祈動が行わ

れた。

(3-l)ソフト提けを伴った被災状況fIl1li

マンション供給食業として(/)j好谷．．I．．グループが、紺

災による被災を総括した報1り会(3}」16l|）においては、
仰乳(/)数1，しゃ内容等、ハード領城())報作だけでなく、

現地で(/)1\l lll提茶など↑·,~J11！企業休0)中糾'i·や、ソフトWi

城で0)I!1！紺II籾l！と説1リlが特にi役定された。

この報作においては、 一述の研究成果に・屈づき、 ソ

フト技術としての課脚lit)1l！・対応1il{，lfl:(}）提案につい

て、これまでの取り糾み報作と鮒説を行った。 liiJII、'tJul、

伐l（系各ti:(J）|iil様の発表がハード領域のみに染,,,してい

たこととの対比において、マスコミからは好怠的に削！

価された。

(:i-2)マンション(,1刺WI：アピールのため(}))］I！泊構築

今後、マンションが都l|i(}）椋祁(tりなl,1}fl：様式として

評価され続けるためには、紺災の後処則がイi効に行わ

れることと、囮災でリIt(I：化した鼎llil迎(J)適切な解決が

はかられることが必要である。これらは、実効性とと

もに、社会的認知を1!kて行われる必要があり、インパ

クト(/)あった紺災の報追に比hlするためには、継続的

な発{iiと、 十分に1籾l！されたJ!1！論構然が必吸である。

このため、被災マンション(/)すべてが中llLもの復興を

見せるための緊悠i課題、その段I陪で紹itl：化した11il題吸

索について実効的な改普を果たすという艮．Jリli1県船、の

2吸索について、従来の存i61を括かした具体的提tiを

構鉗した。

これらの提日は、前瑣の報街会を皮切りに、梢極的

に／jし1/1iされた情報発伯の軸として、「CRI」誌3~5

JJ・けにわたる辿載、機会を柑ての社外ilvi浙など、対外

アピール祈動に祈Jllされた。
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(3-3) J是谷工総研フォーラム

アピール活動の一閲として、研究者 ・実務家の協力

を得て「マンションの紺災復典をいかに行なうか」と

題する公l州フォーラムが企画された。これは、個別に

も発言力のある多数O)j,,J:l"J家が、ネットワーク(Iりなっ

ながりで構成された公Iltl会議で意見交換 ・朴lli批判0)

祈動を行い、共有された知見を、専門家 I全・1封 • 1徳購者 ・

取材マスコミ等を通じて社会に発信しようというもの

である。

実際のl｝り1/l！は4月以降となり、次年度にまたがるtif

動となったが、フォーラム肘議の起点を提供した事務

局報告は、霞災後の一連の研究成朱0)うえに立つもの

である。なお、フォーラムでは、被災マンション復OO

や今後のマンション迎営に有効な総見が交挽され、内

容的充実を参加者に評価されるなど、俳li/ll意義ととも

に、 iit/jい社会的評価を受けた。

■研究活動の総括

この研究においては、地恨という突発的な事態に副

而した企業グループが、ソフト領域において必猥とす

る情報と対策を、即時的かつ糊続的に供給することが

できた。

1：：は中に衝腺を与えた今回の恨災において、 l~I係マ

ンションの被災が僅少であったことは、長谷：r．グルー
プに対する評価の第一要因であるが、災災後の企業姿

勢もまた評価されたとすれば、その一端を担うことが

できたと考えている。

なお、一連の取り組みの中には、長谷工総合研究所

として必ずしも専門領域ではない分野も含まれてはい

たが、紺II寺チームを組成して応急的に対処することに

より、ある程度は体系的な分析と発信を行うことがで

きた。このことは、日幣的な一定の蓄梢と研究嬰員の

確保が、将来的な緊急事態に対しても遊撃的な活動を

確保する意味で有効であることを示しており、研究組

織体制の社内での位岡づけを確認することに役だった

といえよう。
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平成5年住宅需要実態調査解析業務
■委託者：神戸市住宅供給公社 ●期間： 1994年9月～1995年3月

背景と目的

内 容

結

備
果

考

建股省が平成5年12月1日、全国一斉に実施した住宅謡要実態調卦の結果を集計・整理・

分析を行うことをもって、神戸市住宅粘本計画並びに神戸市住宅建設5箇年計画の策定の

ための姑礎貿料をえることを目的とする。

住宅及び周辺現境に対する評価、住み替え等の実態並びに将来の改善計画の動向等につい

ての実態及び意向、tl：居費負担の現状など住宅政策の基本的な課題に関する項目について、

集計 ・整理 ・分析を実施した。

閥宜の継続性を意識して従来と同様の分析を基礎的な分析とし、その他にも、区別、家族

塑別、所有形態別・住宅タイプ別、年JI又9JIJといった観点でも分析を行った。特に、家族塑

別の分析では高齢者世幣、所有形態別・住宅タイプ別の分析では公営住宅と分服マンショ

ンについて、詳細な集計 ・分析を行った。

『神戸の住宅需要一平成5年住宅需要実態閥査結果ー』として、委託者において公表予定。

折しも、分析が飛終段階を迎えた1995年1月17日、阪神大震災により市街地を中心に多大

な被害が発生した。そのため、住宅に対する盤服も調査時点と比ぺて大きく変化したと思

われる。しかし、これまでどのような住宅を望んでいたかを明らかにすることにより、復

典計画や今後のすまい•まちづくりを進めていくための 1 つの基礎資料として、役立つと

思われる。
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~ 1995年首都圏・近畿圏分譲マンション

市場供給動向調査業務
■委託者：長谷エグループ ■期間 ：1994年11月～1995年2月

背景と目的

内 容

結 果

備 考

マンション市場動lfij調森は、「CRI」誌が発行された1978年以降、 4.iJ:年実施しているもの

である。分譲マンション事業を中心に事業をII~開している長谷エグループ内の経営指椋と

なっている。

また、「CRI」誌等を通じて対外的にも公表し、分譲マンション業界だけでなく、 ・住宅事

業者、マスコミ l関係者等が市場康境を認識する」•--．での 1 つの指棚となっている。

本調在は、首都圏 (1都 3県）において、 95年 (1~12月）中に新たに供給される民間分

狼マンションの戸数と総販売戸数を予測し、95年12月末時点での売れ残り 戸数（分談中戸

数）を算出するものである。

予測の手法としては、分謙マンション市場が各事業主の事業意欲や僻要者の購入滋欲とい

った心理的嬰因に大きな影榔を受けるため、アンケート調症、ヒア リング調．在にも重点を

おいて予測している。

供給戸数予測の方法は、「住宅将エ統計」の分隈マンション将エ動lriJや各種広告媒休から

の収集梢報、 主嬰事業主等へのアンケート1閲在等をもとに総合的に判断した。

販売戸数は、住宅ローン金利や住宅金励公即の融資制疫等の購入条件、供給される商品内

容、販売担当者への僻要者動1/iJのヒアリング等を考廊して予測している。

95年の新規供給戸数は 7万5,000戸、総販売戸数は 7万3,000戸、95年12月末の分浪q:1戸数

を 1万500戸と予測した。

新規供給戸数については、94年の新規供給戸数が約8万戸と過去最高となり、95年も 7万

5,000戸となることから、供給過剰による販売状況(})悲化が懸念されるものの、購入条件

等が大きく変化しないことから、 l阪光も順調に推移すると予測した。

予測結果の嬰点については、当研究所発行の 「CRI」1995年 2月号で発表した。

1995年 1月17日に生じた阪神大震災の影幣については、今回の予測が、地災忙［後でありマ

ンション市場1全l身も混乱していたため、分析ができなかった。地旗の影櫻が今後、どのよ

うな形であらわれてくるのかについての分析が課題である。また、例年は同時に首都間・

近畿l屈l両市場の予測結果の発表を行っているが、今l百lは地祖の直接的影櫻により近畿圏il̀i
場については95年 6月に発表した。
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高齢者向け住宅の設備部品の

リース方式等の研究
r~ ■委託者：（財）高齢者住宅財団［原委託者 ：イ

主宅・都市整備公団］ •期間： 19 9 4 年 7 月～1995 年 2 月

背景と目的

内 容

結 果

備 考

高齢社会を支える「福祉インフ―フ」として一般住宅のバリアフリー化や高齢者向け住宅

の整備が急務であるが、現行の供給方式では、供給時点における最終仕様の設定や、身体

弱化の個人差を包括した仕様設定等により、工事費の増加がみられ、普及の阻害嬰因とな

っている。本研究では、高齢者向け住宅の初期コストの低減を図ることを目的として、身

体状況の低下に対応して、個別に内装・股備等を可変できるシステムを検討し、その効果

を計った。なお、本研究は、住宅・都市整備公団の「住宅コスト低減アクションプログラ

ム」の一眺として実施されたものである。

本研究は、蘭j/l愉者住宅財団内におかれた同名の研究会（座長 ：飯尾昭彦日本女子大教授）

の指溝のもとに行われ、住都公団の「ポナージュ横浜」を担当した設計者グループを中心

とする剥齢者向け住宅の設備のあり方検討と、当研究所を中心とする可変供給方式の検討

で構成された。

ハード而を担当する高齢者向け住宅の設備のあり方検討では、既往計画をモデルとして、

身体変化に対応した設備可変の方策が賂理され、あわせてコスト要因の分析による初期コ

スト低減可能性が検討された。

ソフト而を担当する可変供給方式の検討では、既往の可変供給方式の競理による各方式

の特性分析、供給システムにおける可変供給の枠組み検討、事業上の取扱いと活用のイメ

ージの検討等が実施された。

さらに、両検肘の総合により、部位部品ごとの方式適用が検討され、初期コスト低減効

果の検証と、今後の供給の方向性の提案がなされた。

本研究の結果として、以下の事項が確認された

①現行の供給システムでは、高齢者向け住宅としての仕様を当初から供給することにより

初期コストの地大が発生していること

②従来から利用された方式、あるいは今後考えられる供給方式の採用により、初期コスト

の低減と身体状況にあわせた住宅の供給に役立つ可能性があること

③従来の供給システムに代えて、可変供給方式を用いることにより、柑応のコスト低減効

果が期待できること

④新たな供給方式に対応した供給態勢の整備など周辺領域での課題はなお存在すること

本研究の経緯および結果については、同名報告書にとりまとめられた。

（報告書の公開については、発注者の専決事項であり、当研究所からは公開しない）

進行しつつある高齢社会においては、特殊な施設による高齢者対応ではなく、従来スト

ックを含めた一般住宅において、身体弱化など高齢者特有の事梢への対応がなされる必要

があることは明らかである。このためには、供給初期での対処に依存しない柔軟な住宅供

給シス テムが求められており、物理的な計画而だけでなく、支援体制・経済負担などソフ ，

トを含めた態勢づくりが求められているといえよう。このことはまた、ストック対応を迫

られる住宅関連産業のあり方の一部を暗示しているともいえよう。
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崩住意識クラスターによる

1顧客分析に関する研究開発
■委託者：長谷エアーペスト ■期間： 1904年12月より継続

背景と目的

内 容

結

備

果

考

マンション(})l阪光活動において、セールストークの第・••段階では、 t勺金;H·jtllj等の金銭I、1,•) な

叫iりを巾心に進められており、（主まい｝jや生訴といったソフトな4i柄にまで，i及されるこ

とは少ない。しかし、購人のプロセスを敷かにし、顧客の満足感をlt:iめることは、 1阪必戦

略 1：のみならず、人）団後の心｝！1!的な{!llliiliからもin嬰である。一方、マンション’li業におけ

るマーケッテイングは、 1ドや'i•.じ氣製品などの耐久iiIj1,t ll4(}）マーケッテイングと比較すると、

科学的な手法のli,(［立としヽ う点からは、かなり迎れてしヽ る。．：I:地↑lifIiとIli場の販｝鵠JI句の統

計数値を1|l心になされており、購入者の評filliや意識を踏まえたマーケッテイングはほとん

どなされていない。

そこで本研究では、従来の年収、職業、家族構成、ライフステージといったにデータ）JIIえ

て、｛l遥識クラスターを1阪売時における新たに尺lg(}）一つに設け、より効果l,11，)な販ヽ｝¢訴卯J

0)実視を目指すと1fil時に、 mi客())(i:．まいに対する令般的な心識（以1、11：総識と略）にi',tIl 

したマーケッテイング手法(})Ii,(!！立を11(Iりとしている。

第一期の調性研究段階において、85年から仰l.：．0)10年1hlにかけてt,都l帥l(}）ll情人行を対知こ、

アンケー ト瀾任を実施した(19事例・1507戸に郵送配布、 431限を郵送Iii]収、 IIIlllし）中{29%），）

アンケートは、 1'1測、年代、ライフステージ、職業、購入II.＇棋ll、{：i:.iり(lifれ、 Ilt4i杉l:．収、そ

0)他1濁JI)•(,'.0)所1i状況などのフェースデータと、28Jfil:"1 の 9•i：総識設I Iilからなる ，） ｛lら総識股

1111 については、 lltlitl·ー．と配偶者それぞれの Iirl答を求め、 811:~i界のデータを得た。これら())

データをコンピューターでltl子分析及びクラスター分析を行い、 5つのクラスターに分粕

し、それぞれのクラスターの特性を分析した。

次に第二期の応／rJIj府l発段1梢において、始'i客がn＇・1：接コンピューターに28項ll0)il:．邸識を人）J

すると、iiil述した 5つ0)クラスターのいずれかに分類される判別プロ グラムと、1111答粘児

()） ：船；11•プログラムを 1Jii発した。 ·̀I!ll}jll プログラムでは、 •:J'，め、物件コード番けと柏'i客番りを

人力し、スタートiiiihiにする。性別、年齢、 28項目の住認識設1111がnnil(li1：にMlfi次表ンJしされ、

顕客がii'(接数字を入力していくと、その場で{ii［派であるかがわかる。 ii）ii災11,'flIllは、 3分か

ら5分程疫。コンピューターの保作にtl’Iれていない人でも飢'iiliに入力することができ、ゲ

ーム感挑でアンケートに答えてもらえる。購人者が決定した段閉で、購入<l.)1j無を追｝J11人

力すると、来訪者と購入者、さらにそれぞれ男女別に、クラスター())分布状況と、 2HJ1'ilI 

の住意識股l!ijのI[il答結果が集計表示される。こられのデータはすべてハー ドディスクとフ

ロッピーディスクに自動的に保存される。現在、本格的な実Ill化にむけて r 、ノフィア」・:•(·

神谷クラッセ」において、モデルプロジェクトを実施している。コンピューター様作マニ

ュアルを撒備すると同時に、「ソフィア玉子神谷クラッセ」の事業特性に応じたクラスタ

ー別のセールストーク項目を検討し、1阪光担当者との打ち合わせを爪ねてしヽる。本格的な

祁入にむけて、現！境幣備、 ll!l題点0)洗い出し、対応策の検討等を行っている。

公表せず

P49「住意識の探求」参照
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センチュリーライフ事業の合後の

展望に関する検討
■委託者：松センチュリーライフ ■期間： 1994年12月～1995年3月

背景と目的

内 容

結

備

果

考

• 1i料老人ホームについては、ここ数年、入居率の低下や新規利用者数の仲び悩みなどが

みられる。ホームの新設が控えられる傾向にあり、長期的ヴィジョンに基づいて計画さ

れてきたプロジェクトでさえ実施が困難になる例もみられる。

• この I Iil にも ii1/i齢者人口は確実に増加してきており、有料老人ホームなどの高齢者向け住

宅に対する福要も増加しているはずだが、現状では実際の商品購買につながっていない。

• 本調行は、有料老人ホームを含む麻齢者向け住宅事業を対象として、高齢者居住にかか

わる動l｛りの梢を理と，\~ill恰社会の将来｛象を把握することにより、高齢者に対応した住宅のあ

り方および今後の事業展開の方向性を検討することを目的として実施されたものである。

l)既存の統計賓料等の収集 ・撒理により、高齢者の居住をめぐる動向を把握する。

2) 1995年を起点に 5年1iil樅で2010年までを展望して、この期間に65歳以上の裔齢期に入

る世代の特性を検討する。年齢を 5歳階級別にとり、1995年時点での65~69歳を仮に

r戦前llt代 1」、同じく60~64歳を「戦前世代II」、 55~59歳を「戦中世代」、 50~54

歳を「戦後世代」と名づけ、彼らの自己形成の歴史、家族閲係、経済状況等を既存諸

賓料を）IJいながら考察する。

3)①終均牙ll}l]権方式、②入居金（商品価格）、③居住空間、④介護サービス、⑤入居者

｛象0)5点を検討することによって、il'ff品としての高齢者向け住宅の位樅づけを明確に

する。

4) i'；/jIIi令者向け住宅の特性や問題点等の整理を踏まえ、従来のセンチュリーライフ事業の

検討を行う。

5)今後のセンチュリーライフの事業展開について提案を行う。

上記手順により、現行事業の評価と今後のコンセプト提案を行った。（報告瞥非公開）

・現在の事業煎境には厳しい面もあるが、将来の「高齢化の波」の到来を前提とすれば、

麻齢者向け住宅に対する期待やニーズが潜在的に存在するのは明らかである。これを顕

在化させ、礼ij齢者向け住宅を社会に定着させていくためには、市場構造の見極めによる

商品性の確保と、利用者の視点に立った商品開発が求められるだろう。

注）本研究では、「センチュリーライフ事業」の語を、（掬センチュリーライフが行う高齢

者向け住宅事業の総称として用いている。
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回あだち景観づくりガイドライン改定に伴う

彫刻のまち事業の現状調査・分析評価
■委託者：足立区 ■期間： 1994年8月～1995年 3月

背景と目的 ・足立区では、 rあだち煩観づくりガイドライン」 (1990年）虻策定）に粘づき 13:民主体の尿

観づくりを進めてきたが、1993年殷の都市棋観審議会において、ガイドライン改定の1iし

本方針が答「•11 として提言された。

, r彫刻0)まち事業」についても、今後の方向性及び考え方を再検討するとともに、ガイ

ドライン改定においても都市燎観的分野からの「彫刻のまち事業」の拡充を図る必嬰性

が示されている。

•本調府は、これらの答,,,,内容を具現化するために実施されたものである。

内 容 •本調在は、足立区内に股樅されている彫刻作品について、 く「幸 ・ 不丼幻調．牲＞による

分析評価を行い、事業の今後の4ili進方策を提言するとともに、ガイドライン改定の賓料

作成を行うものである。

・く「幸 ・不幸」閥症＞と は、当研究所が独l全1に開発した手法で、 パプリック ・アートを

澤 ・不幸」の観点から観察し、そ0)ような状況を生む嬰困を考察し、辛術な状態を実

現するための課題を明らかにするものである。

・調森には、 くパプリック ・アー ト「さ;,i・不幸」｝虻チェック・シート ＞が用いられる。調

寵すべきすべての作品についてチェックを行い、その結果を集計ののち、空Ilfl全1本の雰

圃気、作品の設樅状況、閑境との関係、人との関係、管理の状態、アートの気持ちとい

った印象項目と、「幸 ・不宰」）立と0)関係を分析することにより、 「幸 ・不宰」嬰因の考

察を行う。

•また、これらの乱判府を複数の調湘員が重複して行うことによって、客観性を l1沿めるため

の視点の撒理が行われる。

結

備

果

考

・報告害としてとりまとめ、委託者に提出した。

・近年「彫刻のあるまちづくり」 と呼ばれる彫刻設骰事業が全国的に行われているが、新

しいタイ プの事業であるため、 このよ うな事業をどのように評価し、分析すればよいの

かについては、まだliMli'ilとした方法論がないのが現状である。そのため、事業の事後評

価がなされないままに、主観的な評判や判断によって事業が継続されていることが多い。

• 本調究で用いた手法は、作品と煎境と人間とのI具l係を評価するものであり、都市空間と

芸術作品との関係について新しい視点を提仇するための分析枠糾みとして、多くの可能

性をもっている。

• 他の自治体に先駆けて足立区がこのような事後評価を実施した点において、貨重な調猾

であろう。
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1994年で3回目を迎えた集合住宅国際フォーラムは、

11月25日に、京都プライトンホテルにおいて、 400名を

超える多数の参加者を集めて開催された。読売新聞社

の主催、建設省、住宅金融公庫、住宅・都市整備公団、

日本不動産学会、日本マンション学会の後援、硲附住

宅管理業協会の協力、長谷エコーポレーションの協校

という開催形態は、ほぽ昨年に準じたものである。長

谷工総合研究所は、第 1回以来、トータルプロデュー

サーを務められている束京大学の稲本洋之助教授のご

指導のもと、事務局業務を担ってきた。

今回は、本フォーラムの顧問である全国マンション

管理組合連合会（全管連）の鈴木茂夫事務局長のご提

案に堪づき、アメリカと国際比較を行うこととした。

その理山は、日米は管理形態の上で共通点が多いと思

われるほか、全管連は以前から、アメリカのマンショ

ン管理関係者の全国組織であるコミュニティー・アソ

シエーション・インスティテュート (CAI)と梢極的な

交流を行っており、 CAIOO係者を招諮することも可能

と考えられたからである。

■開催の経緯

今回の特徴と しては、企画を充実させるために、早

くも開催半年前には、司会を篠原みち子弁護士にお願

いすることに決め、篠原氏を中心とした「企画研究会」

を事前に数回開催したことが挙げられる。企画研究会

には、管理組合理事長、管理会社フロントの方などに

も加わっていただき、現場の意見を吸い上げながら、

論点の整理を行うことに努めた。企画研究会における

議論の結果、「マンション管理と導門家の役割」という

テーマを掲げ、日米の管理実態に即して、痔門家のあ

り方を探ることに決定した。

パネリストは、以下のようなメンパーである。アメ

リカ側パネリストとしては、管理専門家として実務に

も通じている CAI 前会長、デピッド • W ・ ギポンズ氏

を招諮した。また、日本側パネリストとしては、管理

業界の重鎖である川崎達之高府住宅管理業協会理事

長、居住者団体の活動に力を入れている折田泰宏弁談

士、マンション補修に長い経験を持つ藤木良明建築士

を迎えた。さらに、日米両国での居住体験を持ち、ア

メリカの法律事梢にも詳しいケント ・ギルバート氏に

出席をお願いした。

■討議内容

(1) アメリカのマンション管理の現状

ギポンス氏より、アメリカのマンションの管理事情

に関する基調報告があった。アメリカでは、総会の権

限は小さく、理事会が中心になって管理を行っている

こと、管理会社の規模は小さく、管理者の公的臼格制

度はほとんど整備されていないこと、 CAIは独自の資

格制度を策定していること等が、日本との大きな違い

として注目された。

(2) 日本のマンション管理の課題

日本側パネリストから、日本のマンション管理にお

ける問題点の指摘が行われた。まず藤木氏は、建築家

としてマンションにかかわってきた経験から、専門家

の位阻づけが不明確である点を指摘した。次いで折田

氏は、望ましい専門家像として、既存の建築家や弁護

士とは異なる管理そのものの専門家の必要性を挙げた。

川崎氏は、管理会社にハードからソフトに至る企画提

案力が求められている現状を説明した。最後にギルパ

ート氏は、自らのアメリカのマンションにおける居住

体験から、専門家の能力に対する疑念を呈した。

続いて討議は、管理会社のあり方をめぐる議論に発

展した。川崎氏は、バッキン取替えから大型工事まで、

工事規模の大小を問わずに管理会社は受注しており、

受注によってマンションヘの愛莉が深まる意義もある

と述ぺた。一方、藤木氏は、管理会社が施工会社とし

ての色彩を強めていることに対する懸念を呈した。ま

た折田氏は、管理会社の業務遂行状況については、管

理組合団体や専門家によるチェックが不可欠との認識

を示した。

(3)専門家のあり方

ギポンズ氏は、アメリカの管理会社の抱える課題と

して、理事会は費用の安さだけを判断基準として、管
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II！会社を選択することが多く、術．年のように管理会社

を替えるために、継続的関係を樹立．できない傾向があ

ることを述べた。これを受けて川崎氏は、日本でも、

1年11¥｛立のf籾l！委託契約の巾で、管理会社が長期的な

取糾みを行っていくことにはl水l難が伴うことを指摘し

た。こうした現状に対処するため、管理業務主任者の

一段．lこの能力を備えたゼネラリストとして想定されて

いる「区分所有管理：l:」の存在意義は大きいであろう

と述べた。

しかし、折lIl氏と藤木氏は、区分所有管理士のあり

方について、川崎氏とは異なる見解を持っていた。 1Ji・

Ill氏は、活動が低閥な管理組合の祈動をサポートする

ためには、管理会社をチェ ックできる貿籾l!'専門家が必

吸であるが、区分所打管理：I：が管理会社職員の貿格な

d)であれば、総義は小さいとした。さらに藤木氏は、

専l"l的戦能人として、区分所有管理士が位l沿づけられ

るべきとした。これに対して川崎氏は、職能人として

の管理専門家といえども、次第に営利的になっていく

恐れがあるとして、区分所有管理士の位ii!tづけを現行

の想定から変虹することには、if!J極的な意向を示した。

次に、ギポンス氏は、アメリカの管理会社は、いまの

ところハードilIiを主体にしているが、今後はソフトi(ii

における対応の重嬰性がii'iiまるであろうと指摘した。

これを受けて折Ill氏は、アメリカの竹理会社はハードifii

の業務を主体にしているからこそ、 1年で交替してもや

っていけるのであり、ソフトihiにも管理会社が大きくl具l

与している日本では、いっそうソフト面の管理の専l"J

家の必嬰性が悩いのではないかと述べた。さらに折田

氏は、新たな職能人としての管理全般にわたる専門家

の必嬰性を強訓したが、これに対して藤木氏は、やや異

なる"JJf.l"J家像を呈示した。弁設士、建築家といった既

存の琳1"］家が中心になって、各々の職域を拡大する形

で、管理組合をサポートしていくべきとしたのである。

(4) まとめ

最後に稲本氏は、以下のように議論を総括した。

① 琳門家の必嬰性については、意見の一致を見た。

② 具体的な導l'1家倣には、以下の3類型が考えられる。

A 管理組合が機能している場合に必嬰な専門家

建築士、弁護•:I.：(}）ような1既存(}) ．専門家が求められる。

B ↑籾1！組合が機能していない場合に必嬰な．＇・111"l家

マンション管理全体を司る新たなi11:I'り家が求められ、

そのためには法改正も必嬰である。

C 以上いずれの場合にも必嬰なl,IJ'.l"J家

約．！ll会社内における人材(})質的l{，1上を促す r1~：分所

州籾IH:」(}）ような専l"J家のほか、 1脊理組合と↑脊nl!

会社のIlfl(}）第三者(1りな立場で、 1閻l！会社の業務執行

の監視を行う専l"J家が求められる。

- --
開催概蔓

テーマ 1'集合住宅国際フォーラム'93.l

マンション管理と専門家の役割

主催；読売新flll社
後横：建設省、住宅金駐公庫、住宅・都市整備公団、

日木不動産学会、日本マ ンション学会

協力：高層住宅菅理菓協会

協賛：長谷エコーポレーション

日時： 1994年1［月25日 13: 30~17: 30 

会場：京都プライトンホテル

規模 ；450名

ブロ グラム

13: 30 1111会

I3:50報告

デビッド • W ・ギボンズ前CAI会長

14 : 20パネルティスカッション

折田泰宏 弁謹士

川崎達之 高層住宅管理協会理事長

デビッド• W・ギポンズ CA1前会長

ケント ・ギルパート カリフォルニア州弁i蔓士

藉木良明 建染家

17: 00 質疑応答・総括

稲本洋之助

17: 30 閉会

馴問

石庶舜介

稲木洋之助

蒲池紀生

小沼進一

篠庶みち子

田中啓一

玉田弘毅

林道三郎

松岡勝19
丸山英気

山本育三

東京大学教授

明海大学教授

東京大学教授

住宅新報社

青山学院大学教授

篠原法律事務所

日本大学教授

明治大学教授

不動産経営研究所

住宅 ・都市整備公団

千菓大学教授

nn東学院大学敦授

(50音顧・敬称略）
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マンション
「ボデイチェック」読本

幽

■概要

発行： 1994年10月15日

発行部数： 35,000部（初版）

体 裁： 85判変形 オールカラー 32ページ

都市生活としてのマンション・ライフを快適なもの

とするためには、まず侵れたマンションを選ぷことが

大切である。しかし、マンション購入希望者の評価 ・

選択は、価格 ・立地 ・間取りといった単純な指椋で行

われており、結露対策や遮音性能などの「性能」が顧

みられていないというのが実態であった。そこで、マ

ンション購入希望者を対象に、マンションを選ぶため

に、マンションの 「性能」を評価 ・選択のポイントと

したわかりやすいマニュアルとして、マンション「ポ

ディチェック」読本を企画 ・発行した。

従来、マンションの 「性能」に関してユーザー向け

に提供された手頃な読み物はほとんどなかった。しか

し、今後の住宅産業にと っては、単にマンションとい

う'‘ハード’'を提供するだけでなく、それを取り巻く

‘‘ソフト＂をさまざまな形で提案していくことが求め

られてくる。本書はその要請に応えるぺく企画された

もので、多くの読者に迎えられた。

カラーのイラストレーションを多用し、わかりやす

い図解を旨とした構成により、専門的な知識のない人

にも理解できるように心掛けた。読者やマスコミの反

応も好評で、1995年4月には増補改訂版を発行した(25,

000部）。また、阪神大震災によるマンションの耐哀性

能に対する関心の高まりに応えるために、別冊形式で

「耐四性能茄」を、増補改訂版と同時に発行した。

■目次（初版）

1．マンションはライフスタイルで選ぴ、「性能」で決めましょう。

2．意外な盲点が、共用施設です。集住のメリットを活かすのは、こ

こが決め手。

3．お部屋の rひろびろ感」は、天井の嵩さや梁の有無にも影響され

ます。

4．コンセントや電話回線があなたのライフスタイルに追いついてい

るでしょうか。

5．キッチン。あなたは対面タイブ派？ 独立タイプ派？ 動鰈もチ

ェックしましょう。

6．マンションの天酪 ・結露” に気をつけて。

7．通風や換気もマンションの大切な性能なのです。

8．車の音やおとなりのビアノの音は、遮音性能しだい。壁と窓がカ

ギです。

9．マンションの上下階からの音も要チェック。床の構造を確かめま

しょう。

10．構造・耐久性をチェックすればマンションの全体像が見えてきま

す。

11．少し難しいけれど、管理はぜひチェックしておきたいボイントで

す。

12．アフターサービスが充実していると安心です。

13．この「基準」をクリアしていれば、そのマンションの「性能」は

合格です。

14．購入前に周辺の環境をチェックしましょう 。

＊ マンションの「性能」をさらに伸ばしてくれるチェックポイント
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ANEMOS 

■概要

創刊： 1991年 1月

発行形態：年2回刊

発行部数： 5000部

体 裁 ：A4判変形 80ページ

発行人 ：山田昭夫

く第11号 ＞

編 集人：小貫茂樹

編集担当： 吉野裕之 • 吉村直子 ・ 池村弘之

く第12号＞

編集人：池村弘之

編集担当：吉野裕之 ・梅原香苗

「ANEMOS」 は、都市文化•生活環橙など、 長谷工

グループが企業理念として掲げる『都市環境創造』の

様々な側面を取り上げて複眼的に論じ、 当研究所の成

果のみならず内外の研究成果や知見をも広く社会に提

供する文化誌として発刊したものである。

創刊号より第8号までは、 2つの概念を 「と」で結ぶ

定型を特集テーマとしてきたが、ここには『相反する

ものの〈対立〉と〈融合〉』という意味が込められてい

■総目次（第11号 • 第12号）

（特集1
く第11号 ・欲望の迷路＞

都市の迷路性／松葉一清

欲望一共同体の迷路としての／内田隆三

欲望のメカニズム／安田一郎

写真都市と欲望の構図ーシンディ ・シャーマンをめぐってー／伊

藤俊冶

西洋古代 ・中世建築にみる欲望の迷路／藤本康雄

欲望の経済学／竹内靖雄

欲望と市民生活 欲望をめぐる法律誼／中殿政男

昔話にみる欲望のかたち／飯島吉晴

男と女の欲望学／佐伯順子

く第12号・都市あるいはメタモルフォーゼー変態ーの森＞

都市の変貌ーゼロをめぐるゲーム／多木浩二

アジアの都市の変態／藤原恵洋

建築の形態と機能をめぐるダイアローグ／難波和彦

都市と環境美術／関根伸夫
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た。 これが都市を表象するものであり、同時に都市を

考察する糸口を誘専する問いかけとなると考えたため

である。このようなテーマによる計8冊の刊行は、都

市を幅広く眺めることによって、今後深く掘り下げて

考察すべき領域を探っていく目的があった。

一応の成果を得て迎えた昨年度は、より頂府的な切

り口を具体的に明示することを心がけ、「駅としての都

市」「空間の禁忌」という特集テーマを設定し、第9号・

第10号を発行した。

今年度はそれを継続して、 「欲望の迷路」「都 市 あ る

いはメタモルフォーゼー変態ーの森」という特集テー

マで第11号 ・第12号を発行した。なお、誌面のより一

府の充実を園るために、第11号より、 「総研レポー ト」

のページを充て、特集のページを増やすこととした。

創刊号よりのシリーズ「にぎわいを創る」（執筆・橋

爪紳也）は順調に回を重ね、今秋、単行本（仮題 『近

代日本の空間プランナーたちーにぎわいを創る』）とし

て刊行することとなった。

表紙・裏表紙装画は、昨年度と同様、フェルナンド・

パリオヌエポ氏の作品であるが、年度による変化を与

えるために、デザインを若干変更した。

異質の諒理の織りなす風景／竹山聖

驚異の電気術ー電子メディアの社会史のための序章ー／吉見俊哉

都市の誼理とその変態／藤田弘夫

【シリ＿ズl
江戸の建築／玉井哲雄

焼き物の道／豪凌太郎

にぎわいを創る／橋爪紳也

都市のショートショート／眉村卓

旅の途中／野崎薫

風の図書館／池村弘之

都市の万葉集／吉野裕之

美術感／く第II号〉金月招子く第12号＞ 田村能里子

[ANEMOS対談l
く第II号〉永還の出会いと永遠の感謝／王敏 vs山田昭夫

く第12号〉ウイーンと東京 光と影／ロート美恵 vs山田昭夫

［研究所へのメ ッセージ］

（第II号）倉光弘己（第12号）本閏義人



CRI 

■概要

創刊： 1978年 9月

発行形態：月刊（毎月25日発行）

発行部数： 5000部

体 裁： A4判 40ページ

発行人：小貫茂樹

「CRI」は、総合研究所の企画編集により発行されて

いる不動産情報誌である。 1978年からの刊行の歴史は

16年に及ぶが、 90年の総合研究所の設立以来、現場の

市場感党を堅持しつつも、総合研究所独自の視点にた

った、より広い領域にわたる情報誌として、不動産事

業関係者への情報提供を行なっている。

「CRI」では、その誌面の多くを、注目される領域の

分析レポートや、市場にかかわる最新のニュース、首

都圏と近畿圏の最新市況動向データ等に充てている。

これらは、当社独自のデータペースによる蓄積データ

や、総合研究所による分析の成果であり、市場動向を

的確に伝えるオリジナル情報として評価していただい

■総目次 (1994年 4月号ー1995年 3月号）

【新響倦頭論文】

No.197 I月号 21世紀に生き残る都市／上田蔦

(CRI研究レポー ト】

No.188 4月号 93年首都圏・近畿圏公的分はマンションの動向
93年地方圏民間分譲マンション市場の現状

No.189 S月号 金利引き上げとマンション市場

No.190 6月号 通勤時間からみた民間分譲マンションの立地（その I)

No.191 7 月号• 通勤時問からみた民間分譲マンションの立地（その2)

池 1928月号 94年マンション市場上半期のまとめと年間予潟の見直し

No.193 9月号 プロジェクト規槙からみた94年上半胡首都圏マンション市場

No.194 10月号 着工戸数の動向と分誼マンションの供給状況

ぬ 19511月号 分譲マンション購入者の特性を貌む一首都圏購入者分析
より一

No.196 12月号 マンションスント購ッ入ク者対の応特事性業をの！枠組みと諫題
分譲マンショ 読むー近畿匿購入者分析
より 一

No.197 I月号 94年マンション市場のまとめ

No.198 2月号 95年首都圏マンション市場の予測

ぬ 1993月号 マンション再考（その I)
一被災住宅の復興と現システムの再検討一

【マーケティングノー ト1
No.199 3月号 ランキングで見る94年の市場

［綸壇・都市の視点】

No.188 4月号 “L空間＂はどうなるか一謡市生活の新たな模索ー／沢田知子

No.189 S月号 「ストック再生型ハウジング」の提案／松村秀一

No.190 6月号現代＂パルコニー＂考
ーたかが洗濯物、されど洗濯物一／今井範子

No.191 7月号 自治体住宅政策の台頭と期待／平井充

ている。「CRI研究レポート」は、研究所として重点的

に取り組んでいるシリーズであるが、本年度は例年行

なっている市場分析に加え、通勤時間からみた民間分

譲マンション立地、分譲マンション購入者の特性、マ

ンションス トック対応事業の枠組みと課題等、新しい

テーマの分析を試みた。特に95年3月号では、 「マンシ

ョン再考」と題し、阪神大震災による被災住宅の復興

と現システムの再検討について提言し、多くの読者か

らの反応を得た。（これは95年度4、5月号まで継続した。）

各号の内容については、以下の通りである。

この他、外部識者に執筆いただく記事等は、広範な視

点からの問題提起や実務理論の展開の場として構成さ

れており、情報誌としての総合性など、オリジナル情報

とは別の意味で評価をいただけるようになってきた。

なお、誌名 「CRI」は「ComprehensiveReal-estate 

Information」の略である。複雑な様相をより深く多角

的に分析し考察する不動産総合情報誌を目指し、 91年

4月に 「CondominiumResearch Information」か

ら改めた（頭文字の CRIは従来通り）。

No.192 8月号 多様な住み方を求めて／陣内秀信

No.193 9月号 知っておきたい諸外国のマンション管理方式
一我が国との比較を通してー／藤本佳子

No.194 10月号 たとえば、看板／植田実

No.195 11月号 地坪環境問題とマンションの改修
一短命なのは何が原因かー／梶浦恒男

No.196 12月号 マンション管理組合の実惰は社会問題になり始めている
-700の相該例の実感からー／村井忠夫

No.197 I月号 r沈黙の違築」があたえる景観／内田繁

No.198 2月号 智頭線の開業と阪神大震災／竹内功

No.199 3月号 罹災一震災と空襲／松平誠

（不動藤学基襄講座l
く新借地借家法の持つ社会的役割＞借地借家法研究会

No.188 4月号 第 4回都市計画制度と借地借家法の関係／小林重敬

No.189 5月号 第 5回借地借家法の改正と既存借地 ・贄通債地／錢野邦樹

ぬ1906月号 策 6回特約による借地借家関係の規則
ーその意義と限界一／山野目章夫

く家計にみる住宅取得行動＞森泉陽子神奈川大学教授

No.191 7 月号• 第 1回衰えない持家需要

No.192 8月号 第 2回家計の住宅取得行動の理雄 (I)

ぬ 193 9月号第 3回家計の住宅取得行動の理論 (II)

ぬ19410月号第 4回家計の住宅取得行動の理譲 (Ill)

ぬ 19511月号 第 5回家計の住宅取得行動の珪誼 (IV)

ぬ．19612月号 第 6回 1次取得者の住宅取得可能性について

く都市と不動産市場＞石原舜介明海大学不動産学部長

No.197 I月号第 1回都市の形慇

No.198 2 月号• 第 2回都市の発展と衰退

No.199 3月号 第 3回住宅立地について一都市経済学のアプローチー
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■各号研究レポート要旨

94年 4月号 93年首都圏 ・近畿圏公的分譲マンションの動

向

93年の首都位lの公的分誼マンション新規供給戸数は、 44

件11,121戸で、90年以来11,000戸程lgo)供給となっている。

一方、近畿l紐lの新規供給戸数は39fl:2,385戸となり、 88年

以降ほぽ2,000戸台で推移している。 93年0)首都lijl・近畿

圏の民llll分誰マンションiii場は大きく好！転、新規供給戸

数は大幅に増加し、販売状況もプーム期に匹敵する状況

であった。民間分誤マンションが市場性、売れ易さを侵

先したii'fi品を企匝iするために、 1次取得者向け0)60m'liii

後、3,000-4,000円台0)商品を中心に供給を行なったのに

対し、公的分隕マンションは1itに緩やかなi面積拡大傾Ihl

を示してお り、市場性を意識しながらもそれに間［接大き

くは左右されず、屈住性を爪視する公的事業主体の姿勢

がうかがわれる。

94年4月号 93年地方圏民間分譲マンション市場の現状

93年(/)地方l在lにおける民1111分訊マンションを3,tエペース

でみると、 4Ti7,128戸で92年と横ばいであった。また、

供給面では、3万7,808戸(92年の3万2,031戸比18.0%)¥Y/）

であり、確夷なili場J』牲盤をもつ地域から投肉を再IIりする

動きが強iく、首都圏 (92年）．t68.7%)¥YI）や近畿圏 (ltl7l.

4％増）の回復の勢いに地方l針は辿随できなかった。追眼

別供給ランキングでは、上から①愛知肌 (8,4116戸）、②

稲岡県 (8,;l94戸）、③北汁ii逍(6,472戸）で、都市別では、

①札幌市 (5,849戸）、②禍Wdili(4,516戸）、R名古屋市

(3,006戸）の厠1であった。マンション不況からの脱kllを

図るには市場基盤が確かなとこ ろで供給を伸ばすのが般

も確実なため、 93年は地方1社IのII1でも巾核都iliとその/;'d

辺部で増加が目立った。各都市の特性やニーズをより的

確に把握し、戸建てでは1i（受できない立地利l使性やステ

イタスを兼ね備えた商品を適切に供給できれば、地方隅

市場にはまだまだ大きな可能性が削待できる。

94年5月号 金利引き上げとマンション市場

金利の上昇により、住宅術嬰者の返済金額がどの程度増

加するかについて試算を行なった。年収に占める年間返

済率の割合を25％として必嬰最低年）収の．上昇を試算し、マ

ンション購入が困難となる盤要陥の附加について検討し
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た。 背hlllr?fcJ)マンション()) •‘lijう）価格をマンションII州人Cl)

ため0)竹金柑撻可能額で割った取得能力指数は、‘‘l”をl_.. 

lIilればマンションIIJ/I入が困難となり、逆に‘‘1”をドlしIfれば

マンション購入が容易となる。93年の取得能力指数は‘'l"

を下lulり、この点からもマンショ ンプームが始まっても

おかしくない状況であり、現実に1阪光状況は非祁に妬閲

であった。94年は、金利引き上げ後でも指数は｀＇1’'を1湘l

っており、販売は好濶に推移すると！＆われる。金利のI:

昇は長期(1りにはマンションili楊に｝I!柑闘料を及ぽすが、連

紡としての引き l.疇．げが行われなしヽ よう）Ul待したい。

94年 6月号 通勤時間からみた民閻分譲マンションの立地

くその1>
1978年以降の経年データをJllいて、平均通勤ll!illll• 111心

通勤It,fliil‘!1}の両i(iiから、マンション立地の 「遠附地化」

現依を明らかにした。通勤l11fIIllにIMIしては、仮に1ll東原

都）•r と大阪市役所を通勤先と定め、当該物件から0)'；U}|（

所要II寺l IIl と徒歩111t|ill との合iiI•I|！iIIII を通勤時間と定めた。

平均通勤111i|iIlは、首都1料・近畿阻lともに、 Jとくなる傾向

にあり、その中心II!j|ll1i}も長時l!11術へ移ってきていたが、

首都l在lでは92年以降、近畿圏では、 [)3年以降、この流れ

とは逆に通勤時間が短くなる傾向がみられる。

94年7月号 通勤時間からみた民間分譲マンションの立地

くその2>

92年以降の首都圏における都心方向への：i［地のl!ilA11Jμ象

に焦点をあて、マンション立地の{iiiが変わって、何が変

わらなかったのかを明らかにすることにより今後のマン

ション供給0)あり方を考察した。バプル期の通勤時間(J)

急激な遠隔地化と92年以降の都心1il句への立地の1i:il',/iIIjl

象は、払本的な術嬰の構辿そのものの変化によるもので

はなく、60 •70分li} という巾心時11fl11}の供給規揆の坪1大や

減少によっていたことが明らかになった。また、通勤II寺

間を叩lill寺IIIJと徒歩時間とに分けて考えると、祖車時1lil

0)中心Il;9j-11fl9!Ifおよび徒歩II寺IIllについては、 87年以降ほと

んど変化がみられなかった。このことから、マンション

立地エリアの拡大は、一定の限界に達していると考えら

れる。



94年8月号 94年首都圏 ・近畿圏マンション市場動向 上

半期のまとめと年間予測の見直し

94年ビl':IUl(}）新規供給戸数は、 "fit.Illむ1で9:i年1filJUl比閏．

6％附、近畿lijlで同比130.1%Jiv1と大ht(Jt給となった。大ht

供給にもかかわらず、光れ行きは好調 (.1•平lulilnI1 販売

率は各々89.1%、87.0%）であり、 1渭':JUlも好潤に推移す

るものと息われ、（Jし給戸数はt'渭II料でn.ooo戸（AけJJ予

測50,000戸）、近儀l箇lで:16,000戸（年Vl予泊l23,000戸）と

なる見通しである。

94年9月号 ブロジェクト規模からみた94年上半期首都圏

マンション市場

86年以降の減少Iuiliilから —•北転して大幅9Jt給J1y1 となった都

内23区を11I心に、プロジェクト規換（戸数規似）という

筍↓点から94年．I・・半lll0)供給動I{,Jを分析した。 XIIIAJ 2:W{ I村

で(})マンショ ン1，li菜数0)70％が5（）戸以l‘.0)小規模プロジ．1'-

クトであり、大帖9供給J1，1は、これらの小規模プロジェク

トr/)J¥¥}JJIIによるものである。小規模プロジェクトは、敷

地ilii8'tも小規模であり、 Hl・jil1j地のMl辺JJ;I税等の．l‘/：地条件

が計imi」••(/）大きなボイン 1、となる 。 都内2a1メ．．では、 1‘.;＇l'，

JUlも小規模プロジェクトがJ¥Y1｝)IIし競合も激しくなると思

われることから、供給動lt.1」だけでなく l阪光状illや立地条

件等についてもil:l1していく必吸がある。

94年10月号 隋工戸数の動向と分譲マンションの供給状況

94年l：・’|瑣lI(Jし給物件(J)i'．,t：r．から供給までの平均lリ11111を分

析すると、背都1n1では 8ヶ）！、近畿li'.!Iでは9ヶ月となっ

ている。そこで、 94年 l••’IりVI各月の新規供給物I’l：は、い

ずれも 8 ヶ｝ •Jiiil、 9 ヶ月前に名tl．．．された物件であると労

え、その戸数をそれぞれ、その時点での首都l削と近畿IUl

での雅I：戸数と想定し（逆節礼I：戸数）、各l-l(/)逆籾将．l:

戸数と現実の消こ［；戸数（実際雅I、．．戸数）との関係をみた。

t)4年における供給状i}しをみると、逆符供給戸数が実際(JI,

給戸数を1:li.ilっており、実際供給戸数が従来の供給ペー

ス以」．．．で供給されている。 UIIち、供給時期の前倒しがMi

消：となっており、 iJし給余）Jを減少させるペースで供給が

行われていることになる。

94年11月号 分穣マンション購入者の特性を読む

ー首都圏購入者分析より一

長谷1：アーペスト実施によるマンショ ン購入者調介．iこ｝＆

づき、背都梱の 1次l[liiH者JiiJけマンションを購入してい

るhリに焦点を当て、その特性を分析した。物件のifli積が

広くなるにつれて、 一般貨貸からの購入割合は漑少し、

逆にtl：宅等から(/)iIPl合がJr1IIllしている。 I次取得者でも

比較的j¥'/j頷な物件を購人している1.5次）i1と呼ばれる人達

が、これら社屯1,iitl渚Ii1とオーバーラップしているため

と思われる。 購入者の賓金il•iflli をみると、 60m'以J·.65m'

＊即）購入者はl引I己打金の比串は19.89％で賓金計画(/)•基

jiiiとなる20％を割り込んでいる。また、93年と比較すると、

全休0)購人/1lli格は微削しているにもかかわらず、自己賓

金はi!戊少しているo・ その分、梢入金、特に公／il［からの偕

り入れの伸びが大きくなっている。

94年11月号 公庫融資制度の変更と想定される影響

il：宅金脱公）M(/）胤府tlilll郎の変更により、分阻マンション

雌 t嬰や実務iiiでの取りりlきにどのような影靱が生じよ

うとしている0)か考察した。現実に返済金の延湘が増大

していることを好えれば、11/11入(Illi格0)100％批賓を見直し、

融賓枠を一•定の割合に制1収する 0)はやむをえない。 また、

民IIIltl：宅ローンの金利が公！•il［並み0)低い水iif！であるため、

il'［ちに大幅に割災1/)(it今ドをもたらすよう には思われない。

しかし、短JUl金fllが次第にifiくなった1l!f、5.5％が＿1.：限と

なる公！Iltに比べ、金利派がllflく可能性があり、その時に

叫桟もそのも1/)にも大きく 彬得することが懸念される。

また、府金交付II、間1の延期により、新格は最艮 6ヶ月柑

度他打が遅れることになるか、遅れる期1111の金利負l!」が

発生し、顧客がつなき融資を利lllし金利を負it1するケー

スが多くなる。さらに巾古マンション(/)購入の場合には、

新鉗以lこに取りりlきl:、支附が生じるものと思われる。

94年12月号 マンションストック対応事業の枠組みと課題

供給から班新まで、マンションの時1111経過に伴う対応ili

業のあり方について、枠糾みと課題を整理した。マンシ

ョンは、 93年末までに約264万戸が供給され、殆どが現存

している。この｀まま推移すると槃後歴のJかい物件が増え、

2000年には築後10年超が200万戸を越え、うち50万戸以上

が25年超となる。糀大なスト ックによる社会的課題に対

して、新規供給爪視のフロー型業界のI具l心は低く、対応

は遅れがちである。今後の成熟社会では、住宅業界を製
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造業型からサービス業型に移行させるストック対応事業

の阻嬰性が増してくる。ストック対応事業の嬰索として

は、修繕・リフォームなどの叫有部分の事業、改普 • IIYI 

築 ・維持管理などの共用部分の事業、建替など更新事業

が非げられる。

94年12月号 分譲マンション購入者の特性を読む

ー近畿圏購入者分析より一

長谷エアーペストの実施したマンション購入者調森に基

づき、近畿l問の 1次取得者向けマンション購入層に焦点

をあて分析した。従前9―i:/目は、 一般貿貸が半数程度を占

めているが、社宅等の割合は60m'以．t．65m'未満で7％だが

65m’以上70m'未満および70m'台で15％と培JJIIしている。首

都圏と比ぺると柑対的に社宅、一般貿貸の比率が低い反

面、持家およびその他（親とのl司居、 IIIJ借り、その他）

の比率が高くなっており、東西における住宅事梢の違い

が見受けられる。今後は金利の上昇基調や公Jin(/)融貿条

件が厳しくなる状況にある中で、首都圏に比べても低価

格であるため、若年岡の結婚後のマイホームとしての裾

嬰の多い近畿圏では、術要者の貸金的下支えが継続して

望まれる必要がある。

95年 1月号 94年マンション市場のまとめ

新規供給戸数は、首都圏が7万9,897戸、近畿IBlが3万8,

957戸と過去最多を記録した。平均初月販売率は、各々85.

4%, 83.1％と研水i¥llで推移した。未曾有の大批供給の中、

販売激戦エリアが出現、販売状況で好・不調の二極化が

生じるなど物件格差が表而化、し烈な販売競争を展開し

た。大揖供給と商品の旧在化が進む一方で、マンション

性能に対する評価が脚光を浴びはじめるなど、ポスト大

肌供給時代の差別化戦略の兆しもみられた。

95年2月号 95年首都圏マンション市場予測

95年の新規供給戸数は、 75,000戸で、 2年連続7万戸台

の供給戸数となる見通しである。 94年は大手事業主が大

幅に供給戸数を増）JIlさせ、過去最高の供給が行われた。

95年においても、供給意欲は衰えをみせておらず、大檄

供給を行なうものと予測される。また販売状況も94年同

様に好調に推移すると思われ、年間累計販売率は80％と、

94年並みの水禅を維持すると予膳される。（なお i 近畿圏
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については、阪神大災災の影榔により大輻な見直しが必

股となり、今1fi］は首都圏のみを発表した。）

95年3月号マンション再考（その 1)

一被災住宅の復興と現システムの再検討ー

阪神大猿災は、その被害の大小にかかわらず、対策邪t

手には時IIIlがかかり、生活の支蹄や不安、マンション0)

外見など現地で緊急を嬰する課題はなお多い。現状の緊

急課題としては、被災マンションの早期かつ鼎れのない

再生を行なうため、新たな建替． h1i修(/)巡／11手法を1Jfl発

すること、公共・民間の総力を結集するため、社会的に

認知された事業参画の条件を早期に定消させること等が

挙げられる。また艮期課題としては、酎紺設計の考え方

への社会的理解を促進するとともに、期待に応える改滸

をはかること、マンションの保有 ・管理に係わる現行シ

ステムを点検して、必要な強化を進めていくことが堺げ

られる。
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時期 内 容 雑誌名・番組名・請演会名等 祖当者

（取材〕活況を呈している現況と見通し NHK 中西正和

94年
[94年 4月14日］

4月
（セミナー訊師） 94年首都圏マンション市場予測 （社）日本証券アナリスト協会 酒造翌

[94年4月14日］

〔執籠〕アートはまちづくリの救世主か？ TBR経営環境レビュー vol.4N-0.5 池村弘之

［（株）束レ経営研究所、 94年 5月20日発行］

5月

〔執鉦〕住宅産柴百科 住宅産業新聞社

首都圏，近畿団のマンション市場を読む (94年5月20日発行］ 酒 造登

6月
（執班）地域居住システムと高齢者住宅 年金福祉ill渠団だよりNo.176 吉村直子

［年金福祉事渠団、94年 6月発行］

（執筆〕サウンドスケープ一社会的技術としての一 日木サウンドスケープ協会報No.2 池村弘之

［日木サウンドスケープ協会、 94年 7月15日発行］

（執銀〕手づくり駐車場にみる合意形成の技術 JPOニュース油3 山本理
7月 ー入船西エステート団地の駐車場増設経緯一 [ (JIオ）駐車場整備惟追機構、 94年 7月発行］

（執箪） 21世紀に向けての集合住宅の屁題 （社）日本能率協会 山田昭夫

マンション・集合住宅に関する課阻と将来展望

[94年 7月12日］

（執箪〕音を風兼としてとらえる 日刊建設工業新聞 池村弘之
ー広がりつつある＊サウンドスケープ“― [94年8月5日掲載］

8月
（執筆）音の増きを再発見 日刊建設工業新聞 池村弘之
ー協会設立で情報交流が活発に一 [94年8月25日掲載］

（インタピュー〕情報•発信耕線として役割強化 日刊不動産経済通（言 山田昭夫
ー長谷工総研、姻査レボートも有料化 [94年8月17日掲載］

〔シンポジウム ，司会〕＜騒音＞をめぐって 日本サウンドスケープ協会第6回研究会 池ホ寸 弘之
一社会的技術としてのサウンドスケープー ［於・東京都労勧経済局秋葉原庁舎、日本サウンド

スケープ協会、 94年 9月17日開催］

（シンボジウム・バネラー）駅の回りにはどんな パプリック ・アート・フォーラム第2回定例会 山岡義典
パプリック・アートがあるか ［於・バプリックアート研究所、 池村弘之

バプリックアート ・フォーラム94年 9月22日開催］ 吉野裕之

〔執箪〕マンションストックの再生市場 建設の技術 r施工」 別fll]- 山 本理

9月 平成建染生産事典 変革の時代を読む

［（株）彰国社、 94年 9月10日発行］

（構演）特優賃制度（特定優良賃貸住宅供給促進制 土地活用フォーラム'94 山 本理
度）の最近の動向について ［（株）長谷エコーポレーション、 94年 9月22日］

（執箪〕集合住宅の供給方式に関する研究（第4報） 94年度大会（東海）学術講演梗慨集 野崎 黛
コーポラテイプハウス「ノナ由木坂」鯛査 （（社）日本建築学会、 94年 9月発行］

同（第5報）「グラン・フェルティタ陽ヶ丘」の「ア

イ，セルコ」採用結果と住い手の評低
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時期 内 容 雑誌名 ・番組名・請演会名等 祖当者

（執染） 1主生活の型分類に111lする研究 94年度大会（東海）学術梗慨集E5129 • 5130 • 5131 山本理

その 4.その 5.その 6 （共同執策） ［（社）日本建染学会 94年9月発行］ 吉村直子

（執筆J高齢者住宅の集住規模とサービス ・システム 94年度大会（東海）学術梗概集E5147 吉村凶子

について ［（社）日木建集学会 94年9月発行］

〔執箪）区分所有集合住宅における菅理業務の分担 94年度大会（東海）学術梗概集 笠原秀樹

9月 関係と執行水準に関する考察 ［（社）日本建染学会 94年9月発行］

ー東京都せ田谷区の実態調査の分析～

（セミナー講師）パソコン通信の活用法 （〈財）全国建殷研修センター 横山隆

データペースセミナー 94年9月13日）

（インタピュー〕 ＊独立＂の出足上々 日経産業新聞 山田昭夫

[94年9月2日渇栽｝

〔出版） バプリック・アートは幸せか 公人の友社刊 山岡毅典

[94年10月13日発行］ 池村弘之

吉野裕之

10月
（執班〕住まい手対応型集合住宅の供給に関する研 都市住宅学会大会学術！青演梗概集 野崎薫
究（その2)
コーポラテイプハウス「ノナ由木坂」供給方式と入

居者の住意紐の分析

（レクチャー〕上半期のまとめと今後の見通し 高層住宅協会 ・常任委員会 中西正和

[94年10月5日］

（執策 ・研究発表〕音環境の文脈と空間の変容 第67回日本社会学会大会報告要旨 池村弘之

一社会的技術としてのサウンドスケーブー ［カタ ・同志社大学、 日本社会学会、 94年II月5-6日］

II月
〔シンポジウム ・バネラー）作品決定の方法と課題 バブリックアート ・フォーラム 第 1回全国シンポジウム 吉野裕之

rバプリックアー ト一環境との対話の可能性ー」

［バプリックアート ・フォーラム、 94年II月5日開催］

〔執箪〕海外のマンション菅理 4ヶ国の慨況 r住まいとまち」 笠原秀樹
12月 [94年12月］

〔執箪）カナダ総括レクチャー 94年度カナダ ・アメ リカ高齢者住宅視察報告警 吉村直子
「高齢者の居住をめぐる状況J ［（財）高齢者住宅財団、 95年 1月発行］

95年
ドクター ・サトゥヤ ・プリンク（共同執葦）

1月
〔インタピウユー〕結請づけたときにこぼれ落ちる The INTER企業技術年間95 吉野裕之

r何か」の中に、空間を豊かにする秘密が9息されて [UPU, 95年 1月 1日発行］

いる

〔謙演〕住宅政策の動向と企業活動への影醤 第 8回社宅セミナー「新住宅政策と企業の対応」 山本理

［（株）長谷エライプネット、 95年2月2日J
2月

〔セミナー講師） マンション市場動向およびマンシ （社）日本ハウスビルダー協会 酒 造豊
ョンの商品企画 (95年 2月24日］
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1990年 4月に発足した長谷エコーポレーション総合研究所は、よりー！仰の充実を［吾lり、名実ともに社会に祢与しうる研究所と

するため、 1994年6月241:Iより株式会社長谷工総合研究所として独立した。

名 称 ：株式会社長谷工総合研究所［英文名： HASEKORESEARCH INSTITUTE Inc.] 

所在地 ：〒 107 東京都港区赤坂 3丁目21番20号

〒541 大阪市中央区平野町 1丁目 5番 7号（大阪支社）

代表者 ：代表取締役社長野村厚生

代表取締役所長 山田昭夫

設立日 ：1994年 6月24日［営業開始日： 1994年7月 1日］

貸本金 ：1億円

所 員 ：29名 (1995年3月31日現在）

亭業内容 ：①不動産車業・建設事業に関する鯛査・研究・企画提案

市場調査室

②住宅 ・ 都市 ・ 環境•生活文化等に関する調査・分析・研究および提案・提言

③これらに関する惰報の集積・処理・維持保全および提供・販売

④これらに関連する学術会艤・講演会・講習会等研脩教育啓蒙事業の企画と実施

Rこれらに関連する各種出版物等の企画・編集・刊行および販売

⑥これらの業務の受託とコンサルティング

⑦これらに付帯する槃務

住宅 ・オフィス ・土地等、建設 ・不動I殷事業にIMIる市場・政策等を対紋領域として、市場動lfりやその背屈となるi附li象の動

"(!)マクロ分析、構造把棚や好ましい将来のあり方に1具lする提胃等を行なっていく 。枯礎賢料のひとつとして20年にわたり

朴渾してきた民1111分限マンションの月1ij:(1）供給 ・販売現況に関するデータペースを活/fjしている。

大阪支社市場調査室

総合研究所としてのIMI洒地区の総合窓口として位樅づけられているが、上記（市場瀾究室）の活動に加え、特に近畿梱におけ

る月1社の市場動向に関し独特の濶在・梢報収集を行なっており、その翡を理分析結朱は、報道機関などI関係各方面で1よく tif)fl

していただいている。

空間計画室

集合住宅の企画や供給、ス トックの管理や更新、都iliや地域・地区のl!H発や誘導あるいは再生など、 filliii環境や（主宅をめぐ

る諸問題に対応し、調査と研究およびこれらにもとづく企画や提案などを担当する。

文化科学室

都市文化、生活文化、企業文化等の都市珊境削造に関る様々な文化（Iり側而を研究領域として‘‘科学”し、同時にこれらを出

版物・イベント等のメディアを通じて広く紹介することによって、 21世紀に向かっての新しい社会における文化戦略のあり

方を探っていく。
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